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【補助事業の手引き】 
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大阪府中小企業団体中央会 
〒540-0029 大阪市中央区本町橋２番５号 

マイドームおおさか ５階 

 

本手引きは、補助事業採択後から事業完了までの各種手続や準備しなければならない資料等に

ついて説明しています。本手引きを通じ、適正に補助事業を実施くださいますようお願い申し上

げます。 

なお、補助金の経理処理は、通常の商取引や商慣習とは異なる場合もありますのでご注意くだ

さい。 

 

【問い合わせ先】 

◇ 本事務処理の手引き及び申請書様式等の問い合わせは下記までお願いします。 

 

大阪府地域事務局 （大阪府中小企業団体中央会 ものづくり中小企業支援室） 

Tel：０６－６９４７－４３７８  Fax：０６－６９４７－４３７９ 

問い合わせ対応時間 10：00～12：00・13：00～17：00／月～金曜日（祝日、年末年始を除く） 

URL  http://www.maido.or.jp 

 

◇ 問い合わせは、交付申請者又は補助事業者からのみ受け付けます。 

  （本事業の実施責任は補助事業者にあるため、「外注加工先」、「委託先」及び「専門家」等

からのご質問は、ご遠慮ください。） 

  また、ご質問に対し書面での回答は行いません。 

 

 

  

 

 

 

【個人情報保護方針】 

 申請書等にご記入いただいたお名前、役職名等の個人情報は、「中小企業・小規模事業

者ものづくり・商業・サービス革新事業」の事業実施のために使用いたします。なお、本

地域事務局では、ホームページに掲載しております「個人情報保護方針」に従い、お預か

りした個人情報を適切に管理してまいります。 
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中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業に係る補助金取扱要綱 

 
全国中小企業団体中央会 
制定：平成２６年２月１７日 

 
 

  

ものづくり・商業・サービスの分野で環境等の成長分野へ参入するなど、革新的な取組にチャレン

ジする中小企業・小規模事業者に対し、地方産業競争力協議会とも連携しつつ、試作品・新サービス

開発、設備投資等を支援する。 

 

２．補助対象者  

本補助金の補助対象者は、日本国内に本社及び開発拠点を現に有する中小企業者に限る。 

本事業における中小企業者とは、【ものづくり技術】で申請する者は「中小企業のものづくり基盤技

術の高度化に関する法律」第２条第１項、【革新的サービス】で申請する者は「中小企業の新たな事業

活動の促進に関する法律」第２条第１項に規定する者（具体的には以下）をいう。 

 

  

∕─ │ ─ ─ ─ ⅜ ╩ √╢ ≤∆╢ ⌐≈™≡│⁸  

─ ╩∕─ ─ ⇔ↄ│ ─ ≤∆╢ │ ☻ⱦכ◘│ ╩ √╢ ≤∆╢ ⌐

≈™≡│⁸ ─ ╩ ∆╢ ≢№╢╙─⁹ 
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∕─ │ ─ √╢ ─ ─ ⅜ ─ ╩∕─ ─ ⇔ↄ│ ─ ≤∆

╢ │ ─ ╩ ∆╢ ≢№╢╙─ ┘⌐ ⁸ ┘ ≢№∫≡⁸

∕─ │ ─ √╢ ─ ─ ⅜ ⌐≈™≡│⁸ ─

╩∕─ ─ ⇔ↄ│ ─ ≤∆╢ │ ⌐≈™≡│⁸ ─ ╩

∆╢ ≢№╢╙─⁹ 

∕─ │ ─ √╢ ╩ ╗ ─ ─ ⅜ ─ ╩∕─ ─ ⇔ↄ│ ─

≤∆╢ │ ─ ╩ ∆╢ ≢№╢╙─⁹ 

ただし、次の（１）～（３）のいずれかに該当する者は、大企業とみなして、補助対象者から除く。 

（１）発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有している中小企業

者 

（２）発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を大企業が所有している中小企業者 

（３）大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている中小企業者 
≤│⁸ ─ ⌐ ∆╢ ─ ≢№∫≡⁸ ╩ ╗ ╩™℮⁹ 

√∞⇔⁸ ─™∏╣⅛⌐ ∆╢ ⌐≈™≡│⁸ ≤⇔≡ ╡ ╦⌂™╙─≤∆╢⁹ 

ủ ⌐ ∆╢  

  ủ  ⌐ ∆╢ ⌐ ∆╢   
 

３．補助対象事業  

本事業では、【ものづくり技術】、【革新的サービス】の２類型がある。それぞれについて「１．

成長分野型」、「２．一般型」、「３．小規模事業者型」がある。 

─ ╩ ╦∏⁸ₒ╙─≠ↄ╡ ₓ⁸ₒ ╙≢╠∟≤─ⱦ☻ₓכ◘ ⅜ ⁹ 

 
ものづくり技術 革新的サービス 

１．成長分野型 

 ・補助上限額：１，５００万円 

 ・補助率：２／３ 

 ・設備投資が必要 

「成長分野」とは、 

「環境・エネルギー」「健康・医療」「航空・宇

宙」とする。 

【参考：日本再興戦略（平成２５年６月１４日）Ｐ５

４】 

本類型に申請可能な者は、専ら、上記の３分野のい

ずれかに関する試作品・生産プロセスの改善・新サー

ビス開発に取り組む者とする。 

２．一般型 

  ・補助上限額：１，０００万

円 

 ・補助率：２／３ 

 ・設備投資が必要 

補助対象要件を満たす案件は、すべて申請すること

ができる。 

※「１．成長分野型」「３．小規模事業者型」に該

当する申請も、一般型に申請可能ですが、複数の

申請はできない。 

３．小規模事業者型 

 ・補助上限額：７００万円 

 ・補助率：２／３  

・設備投資は不可 

申請可能な者は、「中小企業基本法」第２条第５項

（昭和３８年７月２０日法律第１５４号）の「小規模

企業者」に限る。 

│₈ ₉⌐ ╠∏₈ ₉ │₈ ₉─ ╩ ∆╢ ⌐│⁸

∕─ ⌐ ∆╢↓≤⅜ ⁹ 

≤│ ╠ ─√╘⌐ ↕╣╢ ה ⁸ ה ה ⁸ ⁸♦☺♃ꜟ

┘ ♁ⱨ♩►▼▪─ ─√╘─ ⁸ ≤™℮⁹ ≢

⅝ ╩ ∆╢ ╩ ∆⁹ 
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₈ ₉₈ ₉⌐≈™≡│⁸ ⅜ ⁹╕√⁸₈ ₉ ─ ⌐≈™≡│⁸ ≢

⅝ ╕≢╩ ≤∆╢⁹ 

≢ ╩ ∆╢ ⁸ ≢ ⅝ ⌐ ╡ ≤∆╢⁹ 

 

４．補助対象要件  

申請事業は、下記の要件を満たすことが必要。 

【ものづくり技術】 

（１）わが国製造業の競争力を支える「中小ものづくり高度化法」１１分野の技術を活用した事

業であること。 

（２）どのように他社と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画を作り、その実効性につ

いて認定支援機関の確認を受けていること。 

 

【革新的サービス】 

（１）革新的な役務提供等を行う、３～５年の事業計画で「付加価値額注.」年率３％及び「経常利

益」年率１％の向上を達成する計画であること。（中小企業の新たな事業活動の促進に関する

基本方針（平成１７年５月２日）第２ ２ ニ に準じる。） 

 

（２）どのように他社と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画を作り、その実効性につ

いて認定支援機関により確認されていること。 

 

＜補助対象事業における主な留意事項＞ 

（１）連携体での取組み 

複数の者（補助対象者に限る。）が共同で一つの事業を申請することも可能。ただし、以

下の条件を満たすこと、かつ、申請時に各者の役割分担、資金分担を明らかにすることが必

要。 

①  連携体に参加できるのは、５者までとする。なお、個者ごとの補助上限額は、成長分野

型１，５００万円、一般型１，０００万円、小規模事業者型７００万円とする。 

② 【ものづくり技術】、【革新的サービス】をまたぐ連携も可能。 

③ 「１．成長分野型」、「２．一般型」、「３．小規模事業者型」をまたぐ連携申請は不可。 

④ 代表者が同一である、株式を支配している等、実質的（資本関係又は役員の重複がある

場合）に同一の企業とみなされる者の連携は不可。 

（２）試作品等の評価 

本事業で開発した試作品等は、補助事業期間内において、性能評価・顧客評価を行うため、

試験機関やユーザーに必要な個数を無償譲渡・無償貸与・無償供与することが可能。また、

試作品を有償で譲渡するテスト販売も可能（テスト販売は、収入から費用を差し引いて収益

が出た場合は、補助対象経費額を減額する。）。補助事業期間終了後に無償譲渡・無償貸

与・無償供与することは財産処分となり、無償であっても残存簿価相当額で補助金を返還し

ていただく場合がある。なお、テスト販売で、収入から費用を引いて収益が出る場合には、

補助対象経費を減額する。 

（３）仕掛品の扱い 

既に持っている仕掛品を仕上げる試作品の開発について、まだ技術的課題が残っている場

合は補助対象事業となる。ただし、交付決定日以降に発生する経費のみ認められる。 
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（４）補助対象外事業 

次に掲げる事業は補助対象とならない。審査において、以下に該当するとされた場合は不

採択となる。 

① 主たる技術的課題の解決方法そのものを外注又は委託する事業 

② 試作品等の製造・開発を他社に委託し、企画だけを行う事業 

③ 原材料や商品の仕入れ等営利活動とみなされる事業 

④ 同一内容の事業について、国（独立行政法人等を含む。）が助成する他の制度（補助金、

委託費等）と重複する事業 

⌐⅔™≡ ⅛╠ ↕╣≡™╢ ╩ ∆╢√╘⌐ ≡╢ │

≤⌂╢⁹ 

⑤ 公序良俗に反する事業 

⑥ 外注加工費及び委託費の各経費又はその合計が補助対象経費総額（税抜き）の２分の１

を超える取組み 

 

５．事業のスキーム 

                申請者（⑤以降は補助事業採択者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．補助対象経費  

（１）対象経費の区分 

  ① 原材料費 

試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費 

基金管理団体 

 

 

 

 

 

 

中小企業・ 

小規模事業者 

 

 

 

 

事業実施団体 

（全国事務局） 

（地域事務局） 

 

全国採択審査委員会 

 

地域採択審査委員会 

 

 

 補助金の支払 

 確定検査（交付額の確定） 

 交付申請 

④採択 

①公募 

②計画書申請 

 交付決定 

 補助金の請求 

 事業実施・実績報告 

⑤補助事業 

 中間監査 

③審査・採択 

地域採択審査委員会 

 

地域採択審査委員会 

 

 

認定支援機関 

 

地域採択審査委員会 

 

 

助言・支援 

確認 相談 

事業化状況報告・収益納付 
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  ② 機械装置費 

機械装置等（専ら補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具（測定工具・検査工

具、電子計算機、デジタル複合機等）及び専用ソフトウエアをいう。）の購入、製作、借用、

改良、据付け又は修繕に要する経費 

  ③ 直接人件費 

    本事業の実施期間を通じて責任をもって試作品等の開発に直接従事する者（原則として補助

事業者と雇用関係が結ばれている者に限る。）の試作品等の開発業務に係る時間に対応する人

件費 

  ④ 技術導入費 

   外部からの技術指導や知的財産権等の導入に要する経費 

  ⑤ 外注加工費 

    試作品の開発に必要な原材料等の再加工・設計及び分析・検査等を外注・依頼等（外注加工

先の機器を使って自ら行う場合を含む。）を行う場合に外注加工先への支払に要する経費 

  ⑥ 委託費 

外部の機関に試作品等の開発の一部を委託する場合の経費 

  ⑦ 知的財産権等関連経費 

    試作品等の開発、役務の開発・提供方法等と密接に関連し、試作品等の開発成果の事業化に

あたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出

願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費 

  ⑧ 運搬費 

    運搬料、宅配・郵送料等の支払に要する経費 

  ⑨ 専門家謝金 

    本事業遂行のために必要な謝金として、依頼した専門家に支払われる経費 

⑩ 専門家旅費 

  本事業遂行のために必要な旅費として、依頼した専門家に支払われる経費 

⑪ 雑役務費 

  試作品等の開発に係る業務を補助するために臨時的に雇い入れた者（パート、アルバイト）

に対する賃金、交通費 

 

（２）補助対象経費全般にわたる留意事項 

① 「成長分野型」「一般型」については、設備投資が必要となる。かつ、「機械装置費」以

外の経費については、総額で５００万円（税抜き）を補助上限額とする。また、「小規模事

業者型」で機械装置費を計上する場合、補助対象経費で総額５０万円（税抜き）未満に限り

対象とする。 

② 以下の経費は、補助対象にならない。 

○ 交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したもの 

○ 販売を目的とした製品、商品等の生産に係る経費（テスト販売を除く。） 

○ 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費 

○ 電話代、インターネット利用料金等の通信費 

○ 商品券等の金券 

○ 文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費 

○ 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用 

○ 不動産の購入費、自動車等車両の購入費・修理費・車検費用 

○ 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のため

の弁護士費用 
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○ 収入印紙 

○ 振込等手数料（代引手数料を含む。） 

○ 公租公課（消費税及び地方消費税額（以下、「消費税等」という。）等） 

○ 各種保険料 

○ 借入金などの支払利息及び遅延損害金 

○ 補助金計画書、交付申請書等の書類作成・送付に係る費用 

○ 連携体間の補助事業者の取引によるもの（機械装置・原材料等の売買代金や機械装置等

の貸借料、加工を依頼した際の外注加工費等） 

○ 汎用性があり、目的外使用になり得るもの（例えば、事務用のパソコン・プリンタなど）

の購入費 

○ 原則、中古市場においてその価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費 

○ 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 

③ 入手価格の妥当性を証明できるよう見積書をとること。また、単価５０万円（税抜き）以上

の物件については原則として２社以上から見積をとること。ただし、発注（委託）内容の性質

上２社以上から見積をとることが困難な場合は、該当する企業等を随意の契約先とすることが

できる。その場合、該当企業等を随意契約の対象とする理由書が必要となる。なお、海外企業

から調達を行う場合も同様とする。（合見積の必要な単価５０万円（税抜き）以上とは、１品単位ではなく、同

一時に１業者から購入するものを併せた額をいう。） 

④ 補助金交付申請額の算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して算定すること

⑤ 支払は原則銀行振込とし、それが困難な場合は現金により支払うこと。 

⑥ 他の取引との相殺払による支払、手形による支払、手形の裏書譲渡、小切手、ファクタリン

グ（債権譲渡）による支払は行わないこと。 

 

７．補助率等   

補助対象経費の区分 補助率 補助上限額 補助下限額 

原材料費 

機械装置費 

直接人件費 

技術導入費 

外注加工費 

委託費 

知的財産権等関連経費 

運搬費 

専門家謝金 

専門家旅費 

雑役務費 

補助対象経費の

３分の２以内 

「成長分野型」 

１,５００万円 

 

「一般型」 

１,０００万円 

 

「小規模事業者型」 

７００万円 

１００万円 

₈ ₉₈ ₉⌐≈™≡│⁸ ⅜ ⁹⅛≈⁸₈ ₉ ─ ⌐≈™≡│⁸ ≢

╩ ≤∆╢⁹╕√⁸₈ ₉≢ ╩ ∆╢ ⁸ ≢ ⅝

⌐ ╡ ≤∆╢⁹ 

─ │₈ ⌐≈™≡₉⁸₈ ⌐ ∆╢ ⌐≈™≡₉╩ ≤∆╢⁹ 
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８．応募件数等  

（１）同一法人・事業者での申請は、１申請に限る。（【ものづくり技術】【革新的サービス】「成

長分野型」「一般型」「小規模事業者型」を通して１申請。また、連携体の一員として申請をし

た法人・事業者も個者又は他の連携体で申請することは不可。） 

（２）「平成２４年度補正ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金」の採択事業者

が同一・類似の事業として本事業に申請をした場合、不採択となる。なお、新たな補助事業とし

て採択された場合、「補助事業実績報告書記載の提出日注．」の翌日以降、本事業の交付決定を

行うこととする。 

₈ ─ ₉≤│⁸₈╙─≠ↄ╡ ה ₉

⌐ ≠⅝⁸ ≡⌐ ∆╢ ─ ⌐ ↕╣≡™╢ ⁹ 

 

９．審査方法等  

（１）審査方法 

提出書類について、（２）で定める審査項目に基づき、外部有識者等により構成される採択審

査委員会（全国採択審査委員会、各地域採択審査委員会）において審査を行う。 

なお、採択審査委員会は非公開で行う。また、必要に応じてヒアリングを行う場合がある。 

 

（２）審査項目 

  ＜補助対象事業としての適格性＞ 

   次に掲げる事業に該当しないこと。 

① 技術的課題の解決方法そのものを外注又は委託する事業 

② 原材料や商品の仕入れ等営利活動とみなされる事業 

③ 本事業期間内に、同一内容の事業について、国（独立行政法人等を含む。）が助成する他の

制度（補助金、委託費等）と重複する事業（戦略的基盤技術高度化支援事業の補完研究は、補

助対象となる場合がある。） 

④ 公序良俗に反する事業 

 

  ＜技術面＞ 

① 新製品・新技術・新サービス（既存技術の転用や隠れた価値の発掘（設計・デザイン、アイ

ディアの活用等を含む））の革新的な開発となっているか。 

（【ものづくり技術】においては、特定ものづくり技術分野を活用した取り組みであるか。

【革新的サービス】においては、３～５年計画で「付加価値額」年率３％及び「経常利益」年

率１％の向上を達成する取り組みであるか。） 

② 試作品等の開発における技術的課題が明確になっているとともに、補助事業の目標に対する

達成度の考え方を明確に設定しているか。 

③ 技術的課題の解決方法が明確かつ妥当であり、優位性が見込まれるか。 

④ 補助事業実施のための体制及び技術的能力が備わっているか。 

 

  ＜事業化面＞ 

① 事業実施のための体制（人材、事務処理能力等）や最近の財務状況等から、補助事業が適切

に遂行できると期待できるか。 

② 事業化に向けて、市場ニーズを考慮するとともに、補助事業の成果の事業化が寄与するユー

ザー、マーケット及び市場規模が明確か。 
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③ 補助事業の成果が価格的・性能的に優位性や収益性を有し、かつ、事業化に至るまでの遂行

方法及びスケジュールが妥当か。 

④ 補助事業として費用対効果（補助金の投入額に対して想定される売上・収益の規模、その実

現性等）が高いか。（【革新的サービス】においては、３～５年計画で「付加価値額」年率

３％及び「経常利益」年率１％の向上を達成する取り組みであるか。） 

  ＜政策面＞ 

① 厳しい内外環境の中にあって新たな活路を見いだす企業として、他の企業のモデルとなると

ともに、国の方針（「経済の好循環実現に向けた政労使の取組について」において示された賃

金上昇に資する取組であるか等）と整合性を持ち、地域経済と雇用の支援につながることが期

待できる計画であるか。 

② 金融機関等からの十分な資金の調達が見込めるか。 

③ 中小企業・小規模事業者の競争力強化につながる経営資源の蓄積（例えば生産設備の改修・

増強による能力強化）につながるものであるか。 

④  「中小企業の会計に関する基本要領」（以下、「中小会計要領」という。）又は「中小企業

の会計に関する指針」（以下、「中小指針」という。）に沿った会計書類を添付しているか。 

 

（３）審査結果の通知 

   採択案件（補助対象予定者）の決定後、応募者全員に対して、速やかに採択・不採択の結果を大

阪府地域事務局から文書にて通知する。 

 

（４）案件採択の公表 

  採択となった場合には、原則として、企業名・代表者名、住所、業種、設立年、資本金、従業

員数、補助金額、交付年度、事業計画名（３０字程度）、事業概要（１００字程度）、事業の主

たる実施場所、認定支援機関名等をホームページ等で公表する。 

 

１０．事業の実施体制  

  本事業の円滑な実施のため、全国で１カ所の全国事務局と都道府県に地域事務局を置く。 

  なお、全国事務局、地域事務局の役割は、次のとおりとする。 

（１）全国事務局 

  ① 地域事務局の指導、連絡調整 

  ② 補助金交付先選定のための第三者委員会の設置、運営 

  ③ 本事業全体の進捗状況管理、事業実績報告のとりまとめ 

  ④ 本事業の周知徹底 

  ⑤ 本事業に関する問合せ、意見等への対応 

  ⑥ 補助事業者の補助事業期間終了後のフォローアップ業務 

  ⑦ その他の事業管理に必要となる事項についての対応 

 

（２）地域事務局 

  ① 本事業の公募及び説明会の開催 

  ② 補助金交付先選定のための第三者委員会の設置、運営及び補助金交付先の採択 

  ③ 本事業の交付決定に係る業務（交付申請書の受理、交付決定通知書の発出等） 

  ④ 本事業の進捗状況管理、確定検査、支払手続き及び事業に関する問合せ対応 

  ⑤ 本事業の周知徹底   

  ⑥ 本事業に関する問合せ、意見等への対応 

  ⑦ 補助事業者の補助事業期間終了後のフォローアップ業務 

  ⑧ その他の事業管理に必要となる事項についての対応 
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中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業に係る補助金交付規程 

 

 

制定：平成２６年２月１７日 

大阪府地域事務局 

 

（通 則） 

第１条 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業に係る補助金（ものづくり中

小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金）の交付については、補助金等に係る予算の執行の適

正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「適正化法」という。）、補助金等に係る予

算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号。以下「施行令」という。）、

経済産業大臣が定めるものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金交付要綱（平成２

５年２月２８日２０１３０２２７財中第８号。以下「要綱」という。）、中小企業庁長官が定める

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金実施要領（平成２５年２月２８日 ２０

１３０２２７財中第１０号。以下「要領」という。）、全国中小企業団体中央会（以下「全国中央

会」という。）が定める中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業に係る補助

金（ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金）取扱要綱及びこの規程で定めると

ころによる。 

 

（定 義） 

第２条 この補助金において「補助事業者」とは、中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サー

ビス革新事業に係る補助金交付規程第６条第２項に基づく交付決定の通知を受けた中小企業・小規

模事業者をいう。 

２ この補助金において、「大阪府地域事務局」とは、要綱第２条の目的の達成を図るために、要綱

に基づき造成された基金を管理する基金設置法人の委託により要領第４の事務を行う団体をいう。 

 

（交付の目的） 

第３条  中小企業・小規模事業者が実施する試作品の開発や設備投資等に要する経費の一部を補助す

る事業に対する補助金の交付等の事業を行うことにより、ものづくり中小企業・小規模事業者の競

争力強化を支援し、我が国製造業を支えるものづくり知的基盤の底上げを図るとともに、即効的な

需要の喚起と好循環を促し、経済活性化を実現することを目的とする。 

 

（交付の対象及び補助率） 

第４条 大阪府地域事務局は、中小企業・小規模事業者が行う補助事業に要する経費であって、別表

に掲げる経費のうち、補助金交付の対象として大阪府地域事務局が認める経費（以下「補助対象経

費」という。）について予算の範囲内で補助金を交付する。 

２ 補助金の額は、前項に規定する経費の３分の２以内とする。 

 

（交付の申請） 

第５条  補助金の交付を受けようとする中小企業・小規模事業者（以下「申請者」という。）は、様

式第１による補助金交付申請書に大阪府地域事務局が定める書類（以下「添付書類」という。）を

添えて、大阪府地域事務局に提出しなければならない。 
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（交付決定の通知） 

第６条  大阪府地域事務局は、補助金の交付の決定に当たっては、補助金上限額を、成長分野型１，

５００万円、一般型１，０００万円、小規模事業者型７００万円とし、補助金下限額を１００万円

とする。 

２ 大阪府地域事務局は、前条第１項の規定による補助金交付申請書の提出があった場合には、当該

申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、様式第２によ

る補助金交付決定通知書を申請者に送付するものとする。 

３ 前条第１項の規定による補助金交付申請書を受理してから、当該申請に係る前項による交付決定

を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、３０日とする。 

４ 大阪府地域事務局は、第２項の通知に際して必要な条件を付することができる。 

 

（申請の取下げ） 

第７条  補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容及びこれ

に付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知

を受けた日から２０日以内にその旨を記載した書面をもって大阪府地域事務局に申し出なければな

らない。 

 

（補助事業の経理等） 

第８条 補助事業者は、補助事業に要する（要した）経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備

え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了（廃止の承認を受けた場合を含む。）

の日の属する年度の終了後５年間、大阪府地域事務局の要求があったときは、いつでも閲覧に供せ

るよう保存しておかなければならない。 

 

（計画変更の承認） 

第９条  補助事業者は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ様式第３による申請書を大阪府

地域事務局に提出し、その承認を受けなければならない。 

（１）補助金交付申請額の経費区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額の

２０パーセント以内の流用増減（人件費への流用を除く。）を除く。 

（２）補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。 

 （ア）補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、能率的な

補助目的達成に資するものと考えられる場合 

 （イ）補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合 

（３）補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。 

（４）補助事業の全部もしくは一部を他に承継させようとするとき。 

２ 大阪府地域事務局は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、

又は条件を付することができる。 

 

（債権譲渡の禁止） 

第１０条  補助事業者は、第６条第２項の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一部

を大阪府地域事務局の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用

保証協会、資産の流動化に関する法律（平成１０年法律第１０５号）第２条第３項に規定する特定

目的会社又は中小企業信用保険法施行令（昭和２５年政令第３５０号）第１条の２に規定する金融
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機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 

２ 大阪府地域事務局が第１４条第１項の規定に基づく確定を行った後、補助事業者が前項ただし書

に基づいて債権の譲渡を行い、補助事業者が大阪府地域事務局に対し、民法（明治２９年法律第８

９号）第４６７条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律（平成１

０年法律第１０４号。以下「債権譲渡特例法」という。）第４条第２項に規定する通知又は承諾の

依頼を行う場合には、大阪府地域事務局は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の

各号に掲げる異議を留めるものとする。また、補助事業者から債権を譲り受けた者が大阪府地域事

務局に対し、債権譲渡特例法第４条第２項に規定する通知若しくは民法第４６７条又は債権譲渡特

例法第４条第２項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。 

（１）大阪府地域事務局は、補助事業者に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺

し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。 

（２）債権を譲り受けた者は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権

の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。 

（３）大阪府地域事務局は、補助事業者による債権譲渡後も、補助事業者との協議のみにより、補助金

の額その他の交付決定の変更を行うことがあり、この場合、債権を譲り受けた者は異議を申し立て

ず、当該交付決定の内容の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、

専ら補助事業者と債権を譲り受けた者の間の協議により決定されなければならないこと。 

３ 第１項ただし書に基づいて補助事業者が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、大阪府地

域事務局が行う弁済の効力は、大阪府地域事務局が支出の決定を行ったときに生ずるものとする。 

 

（事故等の報告） 

第１１条 補助事業者は、補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は

補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに様式第４による事故等報告書を大阪府地

域事務局に提出し、その指示を受けなければならない。 

 

（状況報告） 

第１２条 補助事業者は、補助事業の遂行及び収支の状況について、大阪府地域事務局の要求があっ

たときは速やかに様式第５による遂行状況報告書を大阪府地域事務局に提出しなければならない。  

 

（実績報告） 

第１３条 補助事業者は、補助事業が完了（廃止の承認を受けた場合を含む。）したときは、その日

から起算して３０日を経過した日又は別途公募要領に定める事業完了期限から起算して３０日を経

過した日のいずれか早い日までに、様式第６による補助事業実績報告書を大阪府地域事務局に提出

しなければならない。 

２ 大阪府地域事務局は、補助事業者が、やむを得ない理由により第１項の補助事業実績報告書を提

出できない場合は、期限について猶予することができる。 

３ 補助事業者は、第１項又は第２項の実績報告を行うに当たって、補助事業に係る消費税等仕入控

除税額を減額して報告しなければならない。 

 

（補助金の額の確定等） 

第１４条  大阪府地域事務局は、前条第１項の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必

要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容

（第９条第１項に基づく承認をした場合は、その承認された内容）及びこれに付した条件に適合す
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ると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第８により当該補助事業者に通知する。  

２ 大阪府地域事務局は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額

を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。 

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から２０日以内とし、期限内に納付がない場

合には、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利１０.９５パーセントの割合で

計算した延滞金を徴するものとする。 

 

（補助金の支払） 

第１５条 補助金は前条第１項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。 

ただし、必要があると認められる経費については、概算払いをすることができる。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払又は精算払を受けようとするときは、様式第９に

よる請求書を大阪府地域事務局に提出しなければならない。 

 

（交付決定の取消し等） 

第１６条 大阪府地域事務局は、第９条第１項の補助事業の廃止の申請があった場合又は次の各号の

一に該当する場合には、第６条第２項の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は変更するこ

とができる。 

（１）補助事業者が、法令、本規程又は法令若しくは本規程に基づく大阪府地域事務局の処分若しく

は指示に違反した場合 

（２）補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 

（３）補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合 

（４）補助事業者が、交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必

要がなくなった場合 

（５）補助事業者が申請内容の虚偽、同一内容の事業について、国（独立行政法人等を含む。）が助成

する他の制度（補助金、委託金等）との重複受給等が判明した場合。 

   なお、重複受給がある場合には、執行機関同士でも申請書類を共有するものとする。 

２ 大阪府地域事務局は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補

助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。 

３  大阪府地域事務局は、前項の返還を命ずる場合には、第１項第４号に規定する場合を除き、その

命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利１０.９５パーセントの割合で

計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。 

４ 第２項に基づく補助金の返還については、第１４条第３項の規定を準用する。 

 

（財産の管理等） 

第１７条  補助事業者は、補助対象経費（補助事業の一部を第三者に実施させた場合における対応経

費を含む。）により取得し、又は効用が増加した財産（以下「取得財産等」という。）については、

補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、

その効率的運用を図らなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業期間内に取得財産等があるときは、第１３条第１項に定める補助事業実

績報告書に様式第７による取得財産等管理台帳を添付し、処分制限期間中は管理しなければならな

い。 

３ 大阪府地域事務局は、補助事業者が取得財産等を処分（補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、

交換、貸付、担保に供する処分、廃棄等をいう。以下同じ。）することにより収入があり、又はあ
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ると見込まれるときは、その収入の全部若しくは一部を大阪府地域事務局の指定する口座に納付さ

せることができるものとする。 

 

（財産の処分の制限） 

第１８条 取得財産等のうち、処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価５０万円

（税抜き）以上の機械、器具、備品及びその他の財産とする。 

２ 前項の財産の処分を制限する期間は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する

省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）及び経済産業大臣が定める期間とする。 

３ 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処

分しようとするときは、あらかじめ様式第１０による申請書を大阪府地域事務局に提出し、その承

認を受けなければならない。 

４ 前項の処分において、補助事業者が本補助事業の成果を活用して実施する事業に使用するために

取得財産（機械・設備に限る。）を転用（財産の所有者の変更を伴わない目的外使用をいう。）す

る場合は、様式第１２による申請書を大阪府地域事務局に提出し、その承認を受ければ、補助事業

者は転用に係る前条第３項の納付が免除される。 

５ 前条第３項の規定は、第３項の承認をする場合において準用する。 

 

（無償譲渡等の条件） 

第１９条 試作開発の成果を本事業の期間内及び目的内で無償譲渡、無償貸与又は無償供与する場合で

あって、当該成果が前条第１項の処分を制限する財産に該当する場合は、当該成果ごとに、様式第

１１による当該成果の譲渡等を受ける者からの成果受領書の写し及び当該成果の存在を証する資料

を第１７条第２項に定める取得財産等管理台帳に添付するものとする。 

 

（事業化状況等報告） 

第２０条  補助事業者は、平成２８年４月１日以降、９０日以内を初回として、以降４年間（合計５

回）直近１年間の事業化状況等について、様式第１３による報告書を大阪府地域事務局に報告しな

ければならない。 

２  補助事業者は、前項の報告をした場合、その証拠となる書類を当該報告に係る会計年度の終了後

３年間保存しなければならない。 

 

（知的財産権等に関する届出） 

第２１条  補助事業者は、補助事業に係る発明、考案等に関して、補助事業年度終了後５年間は特許

権、実用新案権、意匠権又は商標権等（以下「知的財産権等」という。）を出願若しくは取得した

場合又はそれを譲渡し、若しくは実施権を設定した場合には、平成２８年４月１日以降、当該知的

財産権等の取得状況について、様式第１３による報告書を大阪府地域事務局に提出しなければなら

ない。 

 

（収益納付） 

第２２条 大阪府地域事務局は、事業化等状況報告書により、補助事業者が当該補助事業の実施結果

の事業化、知的財産権等の譲渡又は実施権の設定及びその他当該補助事業の実施結果の他への供与

による収益が生じたと認めたときは、補助事業者に対し、交付した補助金の全部又は一部に相当す

る金額を大阪府地域事務局に納付させることができるものとする。 
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（成果の発表） 

第２３条 大阪府地域事務局及び経済産業大臣は、補助事業により行った事業の成果について必要が

あると認めるときは、補助事業者に発表させることができるものとする。  

 

 

（秘密の保持） 

第２４条 大阪府地域事務局は、中小企業者が本規程に従って大阪府地域事務局に提出する各種申請

書類及び経理等の証拠書類等（以下「提出書類等」という。）については、補助金の交付のための

審査及び補助金の額の確定のための検査等、本補助事業遂行に関する一切の処理等を行う範囲での

み使用するものとし、入手した提出書類等については、善良な管理者の注意義務をもって適切に管

理するものとする。 

 

（監 査） 

第２５条 大阪府地域事務局は、補助事業の適正な遂行を確保するため必要と認めたときは、指名す

る職員等に補助事業者の監査を行わせることができる。この場合において、補助事業者は協力しな

ければならない。 

 

（個人情報保護に関する取扱い） 

第２６条 大阪府地域事務局は、申請者に関して得た情報については、個人情報の保護に関する法律

（平成１５年法律第５７号）に従って取り扱うものとする。 

 

（その他） 

第２７条 大阪府地域事務局は、補助事業者に対し、本規程に定めるもののほか、必要と認める書類

の提出を求めることができる。 
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別表 

  

補助対象経費の区分 補助率 補助上限額 補助下限額 

原材料費 

機械装置費 

直接人件費 

技術導入費 

外注加工費 

委託費 

知的財産権等関連経費 

運搬費 

専門家謝金 

専門家旅費 

雑役務費 

補助対象経費の

３分の２以内 

「成長分野型」 

１,５００万円 

 

「一般型」 

１,０００万円 

 

「小規模事業者型」 

７００万円 

１００万円 
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様式第１                                         

 

平成  年  月  日 

大阪府地域事務局 

大阪府中小企業団体中央会 

  会長 岡本 楢雄 様 

 

  申請者  申請者住所（〒      ） 

        （本社所在地） 

       名  称 

  代表者氏名（代表者の役職及び氏名）       ㊞ 

   ※連携体で申請を行う場合は連名 

 

平成２５年度中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業に係る 

補助金交付申請書 

 

  中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業に係る補助金交付規程第５条第１項の

規定に基づき、上記補助金の交付について下記のとおり、補助金の交付を受けたく関係書類を添えて申

請します。 

 

記 

 

１．補助事業の事業計画名 『                            』 

 ₈ ₈ ₉─ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

２．補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金交付申請額 

（１）補助事業に要する経費    円（税込み） 

   補助事業に要する経費    円（税抜き） 

（２）補助対象経費     円（税抜き） 

（３）補助金交付申請額     円（税抜き） 
 

＜内 訳＞  β ≢ ⇔⌂™ ⁸ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

（補助事業者名）＜代表者＞ 

   補助事業に要する経費    円（税込み） 

   補助事業に要する経費    円（税抜き） 

   補助対象経費     円（税抜き） 

   補助金交付申請額     円（税抜き） 

 

（申請者名）＜連携者１＞ 

補助事業に要する経費    円（税込み） 

補助事業に要する経費    円（税抜き） 

補助対象経費     円（税抜き） 

補助金交付申請額     円（税抜き） 

     β ⁸ ⌐ ∂≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹  

受付番号： 
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３．補助事業の内容及び補助事業に要する経費の配分 

別紙 補助事業計画書のとおり 

 

（添付書類）  

①  中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業に係る 

補助事業計画書（別紙） 

② 技術導入計画書（補助事業計画書の別紙１） 

③ 専門家指導計画書（補助事業計画書の別紙２） 

④ 委託に係る計画書（補助事業計画書の別紙３） 

⑤ 知的財産権等取得書（補助事業計画書の別紙４） 

⑥ 直接人件費対象者一覧表（補助事業計画書の別紙５） 

⑦ その他大阪府地域事務局が必要と認める書類 

 
─ ◘▬☼│ ≤⇔≡ ─ ≤⇔⁸ ≤≤╙⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

─ ⌐ ⅎ≡⁸ ─ ⅜ ≡ ↕╣√₈꞉₉♪כ─ⱨ□▬ꜟ╩⁸ ⌐ ─℮ⅎ⁸

⇔≡ↄ∞↕™⁹
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 β ≢ ╩ ℮ ⁸ Ɑכ☺╩ ⇔≡⁸ ↔≤⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

１．申請者の概要 

 企業名：   

 

 

 

 

 

 

代表者の役職名及び氏名：  

住 所：（〒   －   ） 

 

補助事業の実施が本社の所在地と異なる場合の実施場所（開発機能があることが条件です。） 

住 所：（〒   －   ） 

 

電話番号：   FAX番号：  

【今後の連絡先】 

担当者の役職名、氏名及び電話番号：  

担当者のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：  

資本金（出資金）  千円  従業員   人  

主たる業種（日本標準産業分類、中分類） 
 

 

 

２．株主等一覧表                   （平成   年   月   日現在） 

 
主な株主又は出資

者 

（注）出資比率の高い

ものから記載し、大企

業は【 】に◎を記載

してください。６番目

以降は「ほか○人」と

記載してください。 

 株主名又は出資者名 所在地 大企業 
出資比

率(％) 

 

 

①   【 】  

②   【 】  

③   【 】  

④   【 】  

⑤   【 】  

⑥ ほか     人  

 

 

   ＊会社名は、他社の役員を兼務する場合に記載してください。 

   
 

  
    

         

         

         

４．経営状況表 ※直近２期分の実績を記載してください。             （単位：百万円） 

  平成 年 月～平成 年 月 平成 年 月～平成 年 月 

 
①売上高   

②経常利益   

③当期利益   

 

別紙 

平成 24 年度補正ものづくり中小企業試作開発等

支援補助金の事業に採択された方は、以下を記入

してください。 

①受付番号（8 桁）： 

②実施報告書提出(予定)：   年  月 



 

- 22 - 

（２）事業内容 

１．事業計画名（公募申請時記載の事業計画名を記載してください。） 

 

 

２．事業計画の概要（公募申請時記載の事業計画の概要を記載してください。） 

 

 

 

３．対象類型【ものづくり技術】若しくは【革新的サービス】のいずれかに☑を付してください。 

□【ものづくり技術】 

下記技術との関連性（複数選択可） 

□情報処理  □精密加工 

□製造環境  □接合・実装 

□立体造形  □表面処理 

□機械制御  □複合・新機能材料 

□材料製造プロセス  □バイオ 

□測定計測  

□【革新的サービス】 

 

４．事業類型 

□成長分野型   

□試作開発＋設備投資 □設備投資のみ   

□一般型 

□試作開発＋設備投資 □設備投資のみ 

□小規模事業者型（製造業２０人以下、商業・サービス業５人以下）  

□試作開発のみ 

５．事業の具体的な内容（記載量に制限はありません。枠を自由に拡大してください。） 

その１：事業者の現状と課題 

 

ה ╙─≠ↄ╡  

─ ─ ≤ ⌂≥ ≤∕─ ⌐≈™≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

ה ☻ⱦכ◘  

  ─ ─ ≤ ⌐☻ⱦכ◘ ╡ ╗ ╛ ─ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

その２：試作品・新サービスの開発や設備投資の具体的な取組内容 

 

ה ─ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

ה ╩ ℮ ה ⌐≈™≡⁸ ╩ ∆╢ ╛ ↔≤⌐ ⇔╩≈↑≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

ה ─ ⁸ ╡ ╖ ⁸ꜟכꜙ☺◔☻⁸ ─ ╛ ⌂≥╩ ⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

ה ⌐ ∂≡ⱨ꜡כ ╛ ⌂≥╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

ה ⅜₈ ─╖₉╛₈ ₉─ ⁸ ⅜ ≢№╢⅛╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

その３：将来の展望（本事業の成果の事業化に向けて想定している内容及び期待される効果） 

 

ה ─ ⅜♩♇◔כⱴהכ◙כꜚ⌂℮╟─≤⁸╡╟⌐ ╠╣╢⅛⁸╕√∕─ ⌐≈™≡⁸ ה ⌂ ה

╩ ╕ⅎ≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

ה ↕╣╢ ⁸ꜟכꜙ☺◔☻─ ╡ → ⁸ ─ ⌐≈™≡╙⁸ ⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

ה ─☻ⱦכ◘ │⁸ ─ ─ ╩ ∆ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

以下から選択ください。 

□環境・エネルギー 

□健康・医療 

□航空・宇宙 



 

- 23 - 

（３）補助金又は委託費の交付を受けた実績説明（申請中、申請予定の案件も含む） 

 β ⅜№╢ ─╖ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

事業名称及び事業概要  

事業主体（関係省庁・独法等）  

実施期間  

補助・委託額 万円 

テーマ名  

本事業との相違点  

╩ ╘⁸ ∕─ ─ ₁⌐ ⇔√ ─ ╩ ╗ ⌐╟╢ ה

ה ⌐⅔™≡⁸ ⅛╠₈ ⌐ ₉ │₈ ₉ ⇔ↄ│₈ ₉ ┘

₈ ₉≤↕╣≡™╢╙──℮∟⁸ ≤ ⇔√ ─ │ ─ ╩☼כ◦

™╢⌂≥ ≤ ╦╣╢╙─ │∕─ ╣⅜№╢╙─⌐≈™≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

⅜№╢ │ ↔≤⌐ ╩ ⇔≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 
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（４）経費明細表 

＜経費明細総括表＞ 

                                                                   

    A B B 2/3  

申請者名 

 

 補助事業に要する経費 補助対象 

経費 

補助金 

交付申請額 

  （税込み） （税抜き） （税抜き） （税抜き） 

＜代表者＞ 補助事業者名         

＜連携者１＞ 補助事業者名         

合 計     
 

  

─ ─ ≤ ∆╢╟℮⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

─ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

＜経費明細表＞   β ≢ ∆╢ ⁸ ↔≤⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

                                                               

  A B B 2/3    

経費区分 補助事業に要する経費 補助対象経費 補助金 

交付申請額 

積算基礎（A.税込み） 

（税込み） （税抜き） （税抜き） （税抜き）   

原材料費           

機械装置費           

直接人件費           

技術導入費           

外注加工費           

委託費           

知的財産権等関連経費           

運搬費           

専門家謝金           

専門家旅費           

雑役務費           

合 計           

╩ ∆╢ ⁸ ⌐ ∆╢ ⁸ ┘ ⌐ ╩ ∏ ⇔≡ↄ∞↕™⁹╕

√⁸₈ ₉₈ ₉│⁸₈ ₉ ─ ⌐≈™≡│⁸ ≢ ⅝ ╕≢╩

≤⇔╕∆⁹ 

₈ ₉₈ ₉│⁸₈ ₉─ ≢ ⅝ ╩ ∆╢ ⅜№╡╕∆⁹ 

₈ ₉≢₈ ₉╩ ∆╢ ⁸ ≢ ⅝ ⌐ ╡ ≤⇔╕∆⁹ 

応募申請段階で記載した内容及び金額が全て認められたということではありませんので、ご注意ください。本申請書にお

いて、内容及び金額を精査させていただきます。 

│ ⇔≡⁸ ╩ ╘≡ↄ∞↕™⁹ 

₈ ⌐ ∆╢ ₉≤│⁸ ╩ ∆╢√╘⌐ ⌂ ╩ ⇔⁸↓↓≢│ ╩ ⇔√ ╖

≤ ╩ ™√ ⅝ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

₈ ⅝ ₉≤│⁸₈ ⌐ ∆╢ ╖ ₉─℮∟≢ ≤⌂╢ ⌐≈™≡⁸

╩ ⇔ ™√ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹⌂⅔⁸ ≢ ∆╢ ⅜№╡ ⌐⌂╡ ╢╙─ ⅎ┌⁸

⌐ ╦╢ ─Ɽ♁◖fi⁸הⱪꜞfi♃⌂≥─ ╛▬fi♃כⱠ♇♩ ⌐≈™≡│₈ ⌐ ∆╢

╖ ₉≤⌂╡╕∆⅜⁸ ≢№╢√╘⁸₈ ⅝ ₉⌐│⌂╡╕∑╪⁹ 

₈ ⅝ ₉│⁸₈ ⅝ ₉─℮∟≢ ─ ╩ ∆╢ ≢⁸∕─ │⁸

積算根拠は必ず記載してくだ

さい。品目等が多く、記入で

きない場合は、別紙にまと

め、「別紙①のとおり」など

と記入してください。 
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₈ ₉⌐ ╩ ∂√ │ ≡ ╩™™╕∆⁹ 

₈ ₉⌐│ ⅜ ⁸ ⁸ ↕╣≡™╢╙─⅜№╡╕∆─≢↔ ↄ∞

↕™⁹ 

⌐ ∂√ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹⌂⅔⁸ ⅝ ─ ─ ⌐ ⌂

─ │⁸ ⌐│ ≢∆⁹ 

╩ ℮ ≢ ∆╢ ⌐≈™≡│⁸ ⅜⌂™ ≢╙⁸ ⌐ ∆╢ ╖ ⁸

⅝ ⌐₈ ₉⁸₈ ₉ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

 

 

（５） 資金調達内訳 β ≢ ∆╢ ⁸ ↔≤⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

 

      
( ) 

 

 

     

     

     

     

     
 

 

      
( ) 

 

        

         

         

         
 

本事業の経理担当者の役職名・氏名 

 

                                          

─ │⁸ ≤⇔≡ ─ ≤⌂╡╕∆─≢⁸ ⁸ ─ ╩ ∆╢

⅜№╡╕∆⁹ 
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補助事業計画書の別紙１  β ╩ ⇔≡™╢ ⁸ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

技術導入計画書 

 

                     事業者名：  

 

技術の指導者 

所属先名称、氏名 

住所 

技 術 の 種 類 及 び 名 称 

知的財産権の場合は、 

その種類、許可年月 

日、許可番号を含む。 

 

契 約 予 定 期 間 

（始期及び終期） 

         年    月    日から 

         年    月    日まで    ○○日間を予定 

 

契 約 予 定 金 額 

１日当たりの単価            円（税抜き） 

        単価            円（税込み） 

総額                       円（税込み） 

 

導 入 す る 技 術 の 概 要 

 

 

 

                （記入できなければ別紙に） 

当 該 試 作 開 発 に お け る 

技 術 導 入 の 必 要 性 と 役 割 

 

 

 

 

技 術 指 導 者 の 専 門 分 野 と 

指 導 等 の 実 績 
 

 

 

 

技 術 指 導 者 の 

保 有 資 格 
 

 

 

 

技 術 指 導 者 の 

経     歴 
 

 

 

 

 

 

│⁸ ≤⇔≡ↄ∞↕™⁹ 
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補助事業計画書の別紙２  β ╩ ⇔≡™╢ ⁸ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

専門家指導計画書 

 

                     事業者名： 

 

専門家 
所属先名称及び役職・氏名 

住所 

契 約 又 は 委 嘱 予 定 期 間 

（始期及び終期） 

         年    月    日から 

         年    月    日まで 

                      ○日間を予定 

契 約 予 定 金 額 １日当たりの単価            円（税抜き） 

        単価            円（税込み） 

総額                        円（税込み） 

 

指 導 の 概 要  

 

 

 

                （記入できなければ別紙に） 

専 門 家 の 専 門 分 野 と 

指 導 等 の 実 績 
 

 

 

 

 

専 門 家 の 保 有 資 格  

 

 

 

 

専 門 家 の 経 歴  

│⁸ ≤⇔≡ↄ∞↕™⁹ 
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補助事業計画書の別紙３  β ╩ ↕╣≡™╢ ⁸ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

委託に係る計画書 

 

                        事業者名：  

 

委託予定先 

名称 

住所 

主な事業内容 

委 託 す る 業 務 等 の 内 容  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 託 の 必 要 性 と 役 割  

 

 

 

委 託 予 定 期 間 

（始期及び終期） 
   年  月  日 から   年  月  日 まで 

委 託 予 定 金 額  円(税込み) 

│⁸ ≤⇔≡ↄ∞↕™⁹ 



 

- 29 - 

補助事業計画書の別紙４  β ╩ ↕╣≡™╢ ⁸ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

知的財産権等取得書 

 

                        事業者名：  

 

取 得 予 定 技 術 の 題 名  

種 類 

（該当する項目を○で囲んでください。） 

特許権 ・ 実用新案権 ・ 意匠権 ・ 商標権 

国際規格認証 

その他（具体的に      ） 

取 得 に 関 す る 責 任 者 の 

団 体 名 ・ 役 職 名 及 び 氏 名 

（弁理士の場合は登録番号及び氏名) 

 

 

取 得 に 要 す る 経 費 の 

総額（補助事業に要する経費）

・ 支 払 方 法 及 び 期 日 

   総額                          円(税込み) 

       

取 得 予 定 技 術 の 概 要                 （記入できなければ別紙に） 

 

取得予定技術と補助事業との 

密接な関連性に関する説明  
                （記入できなければ別紙に） 

 

─ ╩ ∆╢ │⁸ ≢ ╩ ⇔≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

│⁸ ≤⇔≡ↄ∞↕™⁹  
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補助事業計画書の別紙５  β ─ ⌐ ╢ ╩ ↕╣≡™╢ │ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

直接人件費支出対象者一覧表 

 

                          事業者名：          

 

職種 氏名 部 署 役 職 採用年月日 

（例）機械設計 金型 二郎   平成15年4月1日 

（例）プログラマー 設計 三郎  主任 昭和51年3月26日 

（例）溶接加工 溶接 四郎   昭和54年1月1日 

     

     

 

 

 【時間単価算出方法計算式表】 

    （平成  年  月 ～  年  月）  （単位：円） 

氏 名 

Ａ Ｂ Ｃ 
Ｄ＝ 

（Ａ＋Ｂ）÷Ｃ 
Ｅ Ｄ×Ｅ 

年間 

総支給額 

年間法定 

福利費 

(事業者負担分) 

年間理

論総労

働時間 

人件費 

時間単価 

本事業に

携わる総

労働時間 

人件費額 

(例)金型 二郎 3,598,000 620,772 1,962 2,150 220 473,000 

(例)設計 三郎 4,300,000 750,000 1,962 2,573 220 566,060 

(例)溶接 四郎 4,000,000 700,000 1,962 2,395 100 239,500 

       

       

 合 計 1,278,560 

    │⁸ ╩ ╡ ≡≡ↄ∞↕™⁹ 

    ─╖─ ─ ⁸ │ ≤⌂╡╕∑╪⁹ 

    ─√╘─ Ɑכ☺ ╩ ∏ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

    │⁸ ≤ ≢∆⁹ 

 



 

- 31 - 

様式第２ 
 

大阪府中央会もの第   号 

年  月  日 

補助事業者 

代表者   様 

 β ≢ ∆╢ │  

 
                           大阪府地域事務局 

                           大阪府中小企業団体中央会 

                           会長  岡本 楢雄     ㊞ 
 

平成２５年度中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業に係る 

補助金交付決定通知書 
 
 平成  年  月  日付け文書をもって申請のありました上記補助金については、中小企業・小

規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業に係る補助金交付規程第６条第２項の規定に基づき、

下記のとおり交付することに決定したので、通知します。 

 

記 

 

１. 補助金の交付の対象となる事業の内容は、平成  年  月  日付け「平成２５年度中小企

業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業に係る補助金交付申請書（以下｢交付申請

書｣という。）」記載のとおりとする。 
 
２. 補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金交付決定額は、次のとおりとする。 

  補助事業に要する経費               円（税込み） 

  補助事業に要する経費               円（税抜き） 

  補 助 対 象 経 費               円（税抜き） 

  補 助 金 交 付 決 定 額               円（税抜き） 
 

＜内 訳＞  β ≢⌂™ ⁸ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

（申請者名）＜代表者＞ 

   補助事業に要する経費              円（税込み） 

   補助事業に要する経費              円（税抜き） 

   補 助 対 象 経 費              円（税抜き） 

   補 助 金 交 付 決 定 額              円（税抜き） 
 

（申請者名）＜連携者１＞ 

   補助事業に要する経費              円（税込み） 

   補助事業に要する経費              円（税抜き） 

   補 助 対 象 経 費              円（税抜き） 

   補 助 金 交 付 決 定 額              円（税抜き） 

β ⁸ ⌐ ∂≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

３．補助対象経費の配分及び配分された経費に対応する補助金の額の区分は、補助金交付申請書記載

のとおりとする。 

 

４．補助事業者は、適正化法、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年

政令第２５５号）及び中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業に係る補助金

受付番号： 
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交付規程（平成２６年２月１７日。 以下「交付規程」という。）で定めるところに従うこと。 

なお、これらの規定に違反する行為がなされた場合、補助事業実施期間中及び補助事業終了後に

おいて次の措置が講じられる場合があるので留意すること。 

（１）適正化法第１７条第１項若しくは第２項の規定による交付決定の取消し、第１８条第１項の規

定による補助金等の返還又は第１９条第１項の規定による加算金の納付。 

（２）適正化法第２９条から第３２条までの規定による罰則。 

（３）相当の期間補助金等の全部又は一部の交付決定を行わないこと。 

（４）経済産業省及び大阪府地域事務局が所管する契約について、一定期間指名等の対象外とするこ

と。 

（５）補助事業者等の名称及び不正の内容の公表。 

 

５．次に掲げる場合には、計画変更承認申請を必要とするので留意すること。 

（１）補助事業の内容を変更しようとするとき（補助金交付規程第９条に定める軽微な変更を除

く。）。 

（２）経費区分間で、補助金交付申請額の２０パーセントを超えて流用しようとするとき。 

 

６．上記のほか、本事業の実施に当たっては、大阪府地域事務局の指示に従うこと。 
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様式第３－１  

 

                                年  月  日 

 

大阪府地域事務局 

大阪府中小企業団体中央会 

  会長 岡本 楢雄 様 

 

                                    申請者住所（〒    ） 

                       （本社所在地） 

名   称  

代表者氏名（役職及び氏名）        ㊞ 

                            β ≢ ∆╢ │  

 

平成２５年度中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業に係る 

補助事業計画変更承認申請書 

 

 

  平成    年    月    日付け 大阪府中央会もの第   号をもって交付決定された上記の補助事

業の内容を下記のとおり変更したいので、中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新

事業に係る補助金交付規程第９条第１項の規定に基づき下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１．事業計画名 

 

２．変更の内容 

 

 

３. 変更の理由 

 

 

４．変更後の補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額 

    別紙新旧対比表のとおり 

 

                           

─ ┘ │⁸≢⅝╢∞↑ ⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹             

│⁸ ≤⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

ⅎ┌ ─ ⌐│⁸ ╩ ≤∆╢─≢ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

   ᵑ ─ ╩ ⇔╟℮≤∆╢≤⅝ ⌐ ╘╢ ⌂ ╩ ↄ⁹ ⁹ 

 ᵒ ≢⁸ ─ Ɽכ☿fi♩╩ ⅎ≡ ⇔╟℮≤∆╢≤⅝⁹ 

  ᵓ ─ ╩ ⇔╟℮≤∆╢≤⅝⁹ 

 

受付番号： 
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様式第３－１別紙１（新旧対比表） 

補助事業計画変更経費明細 

＜経費明細総括表＞                                                                                                                 

  変更前（交付決定額） 変更後 

  A B B 2/3  A B B 2/3  

申請者名 補助事業に要する経費 補助対象 

経費 

補助金 

交付決定額 

補助事業に要する経費 補助対象 

経費 

補助金 

交付決定額 

 
（税込み） （税抜き） （税抜き） （税抜き） （税抜き） （税抜き） （税抜き） （税抜き） 

＜代表者＞ 

 補助事業者名 
                

＜連携者１＞ 

 補助事業者名 
                

合 計   
       

 

＜経費明細表＞   β ─ ⁸ ↔≤⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

                                                                          

  変更前（交付決定額） 変更後 

  A B B 2/3  A B B 2/3  

経費区分 補助事業に要する経費 補助対象 

経費 

補助金 

交付決定額 

補助事業に要する経費 補助対象 

経費 

補助金 

交付決定額 

（税込み） （税抜き） （税抜き） （税抜き） （税込み） （税抜き） （税抜き） （税抜き） 

原材料費                 

機械装置費                 

直接人件費                 

技術導入費                 

外注加工費                 

委託費                 

知的財産権等関連経費                 

運搬費                 

専門家旅費                 

専門家謝金                 

雑役務費                 

合 計   
       

┘ ⌐ ⅜ ∫≡™⌂™╙─ │ ⇔≡⁸ ╩ ╘≡ↄ

∞↕™⁹ 

≢ ∆╢ ⁸ ⌐ ∂≡ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 



 

- 35 - 

様式第３－２ 

 

                                                               年  月  日 

 

大阪府地域事務局 

大阪府中小企業団体中央会 

  会長 岡本 楢雄 様 

 

                                    申請者住所（〒    ） 

                       （本社所在地） 

                  名   称  

代表者氏名（役職及び氏名）         ㊞ 

                   ※連携体で申請する場合は連名 

 

 

 

平成２５年度中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業に係る 

補助事業中止（廃止）承認申請書 

 

 

  平成    年    月    日付け 大阪府中央会もの第   号をもって交付決定された上記の補助事

業を下記のとおり中止（廃止）したいので、中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革

新事業に係る補助金交付規程第９条第１項の規定に基づき下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１．事業計画名 

 

 

 

２．中止（廃止）の理由 

 

 

 

３．中止の期間 

 

 

 

─ ┘ │⁸≢⅝╢∞↑ ⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

─ │∕─ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

│⁸ ≤⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

受付番号： 
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様式第３－３ 

                                                               年  月  日 

 

大阪府地域事務局 

大阪府中小企業団体中央会 

  会長 岡本 楢雄 様 

 

 

                                    申請者住所（〒    ） 

                       （本社所在地） 

                  名   称  

代表者氏名（役職及び氏名）         ㊞ 

                                     ※連携体で申請する場合は連名 

 

平成２５年度中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業に係る 

補助事業承継承認申請書 

 

  平成    年    月    日付け 大阪府中央会もの第   号をもって交付決定された上記の補助事

業を下記のとおり他に承継させたいので、中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新

事業に係る補助金交付規程第９条第１項の規定に基づき下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１．事業計画名 

 

２．承継の内容 

 

 

３．承継の理由 

 

 

４．承継者の名称、代表者氏名及び住所 

 

 

５．承継に伴い補助事業の実施体制、内容等で変更する事項 

 

 

６．添付資料 

 （１）承継に関する当事者の契約書案の写し  

 （２）承継者の経歴及び状況を示す事業概要書（申請者の概要書とパンフレット） 

 （３）承継者の誓約書（別紙） 

 （４）承継者の登記事項証明書 

 （５）承継者の決算関係書類（直近２年分） 

 （６）役員名簿 

 

 

  │⁸ ≤⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

受付番号： 
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様式第３－３の別紙 

 

誓 約 書 

 

                                                               年  月  日 

 

 

大阪府地域事務局 

大阪府中小企業団体中央会 

  会長 岡本 楢雄 様 

 

 

                                    継承者住所（〒    ） 

                       （本社所在地） 

                  名   称  

代表者氏名（役職及び氏名）         ㊞ 

 

 

 

  平成    年    月    日付け 大阪府中央会もの第   号をもって交付決定された平成２５年度

中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新補助金に係る補助事業「○○○○（事業計

画名）」の承継に関し、被承継者が大阪府地域事務局に対して有する一切の権利義務を平成○○年○

月○日付で承継し、当該補助事業を責任を持って続行し、その成果の事業化に努めることを誓約しま

す。 

 

 

 

 

│⁸ ≤⇔≡ↄ∞↕™⁹ 
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大阪府中央会もの第   号 

年  月  日 

 

 

 

補助事業者 

代表者   様 

 ※連携体で申請する場合は連名 

 

 

                           大阪府地域事務局 

                           大阪府中小企業団体中央会 

                           会長 岡本 楢雄      ㊞ 

 

 

 

平成２５年度中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業に係る 

補助事業の○○○○承認通知書 

 

 

 

 平成  年  月  日付け文書をもって承認申請のありました標記事業の○○○○については、

これを承認することとしたので通知します。 

受付番号： 
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様式第４ 

 

                                                          年  月  日 

 

 

大阪府地域事務局 

大阪府中小企業団体中央会 

  会長 岡本 楢雄 様 

 

 

                                    申請者住所（〒    ） 

                       （本社所在地） 

                  名   称  

代表者氏名（役職及び氏名）          ㊞ 

                  ※連携体で申請する場合は連名 

 

平成２５年度中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業に係る 

事故等報告書 

 

平成  年  月  日付け 大阪府中央会もの第   号をもって交付決定された上記の補助事

業において下記のとおり事故等があったので、中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス

革新事業に係る補助金交付規程第１１条の規定により報告します。 

 

記 

 

 

１．補助事業の進捗状況 

 

 

２．事故等の内容及び原因 

 

 

３．事故等に対して採った措置 

 

 

４．補助事業の遂行及び完了予定 

 

 

 

 │⁸ ≤⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

                                                                                           

受付番号： 
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様式第５ 

 

年  月  日 

 

大阪府地域事務局 

大阪府中小企業団体中央会 

  会長 岡本 楢雄 様 

 

 

                                    申請者住所（〒    ） 

                       （本社所在地） 

                  名   称  

代表者氏名（役職及び氏名）         ㊞ 

                   ※連携体で申請する場合は連名 

 

 

平成２５年度中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業に係る 

補助事業遂行状況報告書 

 

  平成    年    月    日付け 大阪府中央会もの第   号をもって交付決定された上記の補助事

業の遂行状況について、中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業に係る補助金

交付規程第１２条の規定に基づき下記のとおり報告します。 

 

記 

１．事業計画名  

 

 

２．補助事業の実施状況 

 ⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

⌐ꜟכꜙ☺◔☻─  ⇔≡ ⇔≡™╢⅛ ⅛⌐≈™≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ ⇔≡™╢ │⁸∕─ ╩ ⇔

≡ↄ∞↕™⁹ 

 

 

 

３．経費の支出状況 

  別紙のとおり 

 

 

│⁸ ≤⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

 

受付番号： 
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様式第５  
 

＜経費明細総括表＞ 

                                                                   

    
 

 

A B 
B 2/3

 

申請者名 

 

 補助事業に要した経費 補助対象 

経費 

補助金の額 

  
 

（税込み） （税抜き） （税抜き） （税抜き） 

＜代表者＞ 補助事業者名 
 

        

＜連携者１＞ 補助事業者名 
 

        

合 計 
 

  
   

─ ─ ≤ ∆╢╟℮⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 
＜経費明細表＞ 

               β ─ ⁸ ↔≤⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

                                                                          

  
補助金 

交付決定額 

A B B 2/3    

経費区分 補助事業に要した経費 補助対象経費 補助金の額 積算基礎（Ａ：税込

み） 

 
（税込み） （税抜き） （税抜き） （税抜き）   

原材料費 
 

          

機械装置費 
 

          

直接人件費 
 

          

技術導入費 
 

          

外注加工費 
 

          

委託費 
 

          

知的財産権等関連経費 
 

          

運搬費 
 

          

専門家謝金 
 

          

専門家旅費 
 

          

雑役務費 
 

          

合 計 
 

  
   

  

│ ⇔≡⁸ ╩ ╘≡ↄ∞↕™⁹ 

≢ ∆╢ ⁸ ⌐ ∂≡ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 
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様式第６ 

 

  年  月  日 

大阪府地域事務局 

大阪府中小企業団体中央会 

  会長 岡本 楢雄 様 

                                    申請者住所（〒    ） 

                       （本社所在地） 

                  名   称  

代表者氏名（役職及び氏名）         ㊞ 

                   ※連携体で申請する場合は連名 

 

平成２５年度中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業に係る 

補助事業実績報告書 

 

上記補助事業を平成  年  月  日付けで完了したので、中小企業・小規模事業者ものづく

り・商業・サービス革新事業に係る補助金交付規程第１３条第１項の規定により、下記のとおりその

実績を報告します。 

 

記 

 

１．交 付 決 定     平成  年  月  日付け 大阪府中央会もの第   号 

  

２．事 業 計 画 の 変 更   平成  年  月  日付け 大阪府中央会もの第   号 

（該当する場合記入） 

 

３．補 助 金 交 付 決 定 額               円（税抜き） 

 

４．概 算 払 受 領 年 月 日   平成  年  月  日        （該当する場合記入） 

 

５．概 算 払 受 領 済 額               円（税抜き） （該当する場合記入） 

 

６．補助事業に要した経費               円（税込み） 

 

７．補 助 対 象 経 費               円（税抜き） 

 

８．補 助 金 の 額               円（税抜き） 

 

＜内 訳＞  β ≢ ⇔⌂™ ⁸ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

（補助事業者名）＜代表者＞ 

   補 助 金 交 付 決 定 額              円（税抜き） 

   概 算 払 受 領 済 額              円（税抜き）（該当する場合記入） 

   補助事業に要した経費              円（税込み） 

   補 助 対 象 経 費              円（税抜き） 

   補 助 金 の 額              円（税抜き） 

受付番号： 
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（補助事業者名）＜連携者１＞ 

   補 助 金 交 付 決 定 額              円（税抜き） 

   概 算 払 受 領 済 額              円（税抜き） （該当する場合記入） 

   補助事業に要した経費              円（税込み） 

   補 助 対 象 経 費              円（税抜き） 

   補 助 金 の 額              円（税抜き） 

     β ⁸ ⌐ ∂≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

９．事業の実績報告 

 別紙のとおり 
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様式第６の別紙１ 

（＊連携体で事業を行った場合、本ページを複製して、申請者ごとに記載してください。） 

補助事業実績報告書 

１．事業計画名 β ≤ ∂ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

２．事業実施期間 

 開始 平成２６年  月  日 

 完了 平成  年  月  日 

３．補助事業の主たる実施場所 β ╩ ∫√ √╢ ─ ה ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

住  所：（   －   ） 

 

事業所名： 

４．実施した事業の概要とその成果  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．対象類型【ものづくり技術】若しくは【革新的サービス】のいずれかに☑を付してください。 

□【ものづくり技術】 

下記技術との関連性（複数選択可） 

□情報処理  □精密加工 

□製造環境  □接合・実装 

□立体造形  □表面処理 

□機械制御  □複合・新機能材料 

□材料製造プロセス  □バイオ 

□測定計測  

□【革新的サービス】 

 

６．事業類型 

□成長分野型   

□試作開発＋設備投資 □設備投資のみ   

□一般型 

□試作開発＋設備投資 □設備投資のみ 

□小規模事業者型（製造業２０人以下、商業・サービス業５人以下）  

□試作開発のみ 

 

 

以下から選択ください。 

□環境・エネルギー 

□健康・医療 

□航空・宇宙 
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７．実施した補助事業の具体的内容とその成果 

（１）実施した事業の内容及び得られた成果 

─ ⌐ ↕╣√ ⌂ ─ ┘ ╠╣√ ⌐≈™≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

 

 

 

 

 

（２）購入した機械装置等 

 機械装置等名 

 
活 用 方 法 

 

  

 

（３）導入した技術等の状況 

─ ⅛╠─ ╩ ↑√ ⁸∕─ ⌐ ⇔⁸ ─ ─ ≢ ⌂ ╩≥─╟℮⌐

≡⇔√─⅛╩ ⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 技術提供者名 内   容  

  

 

（４）外注加工先の名称及び内容について 

 

契約日 外注加工先名称 内   容  

   

 

（５）委託先の名称及び内容について 

 契約日 委託先名称 内   容  

   

 

（６）知的財産権等 

─ ⌐╟╢ ─ ⁸ ─ ─ ⌐≈™≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹  

 知的財産権等の種類 内容及び目的  
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８．補助事業の成果の事業化に向けて想定している内容 

─ ⅜ ∆╢≤ ⇔≡™╢ ♩♇◔כ⁸ⱴכ◙כꜚ⌂ ┘ ⌐≈™≡⁸ ─ ╙

╕ⅎ√ ⌐ ╘≡⁸ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

─ ─ ה ⌂ ─╒⅛⁸ ╖⌐≈™≡⁸ ≤⌂╢ ה ה ─

⌐≈™≡ ⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹╕√⁸ ⌐ ╢╕≢─ ╛ ╩ꜟכꜙ☺◔☻ ⇔≡ↄ∞↕

™⁹ 

 

 

【補助事業終了後５年間の事業化スケジュール】 

 経過年 

１年目 ２ 年目 ３年目 ４年目 ５年目 

（例）市場調査      

（例）追加開発      

（例）設備投資      

（例）生産・販売      

₈ ₉≤│ ⌐╟╢ ─ ╩ ⇔╕∆⁹ 

【取得財産の処分】 

₈ ─╖₉─ ≢ ⇔√ ╩ ⌐ ∆╢ │⁸ ⌐∕─ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

  ・財 産 名 

  ・取得年月日   平成  年  月  日（検収日） 

  ・取得価格              円（税込み） 

  ・使用開始月   平成  年  月 

  なお、当該財産を補助金交付規程第１８条第２項に定める期間中に当該設備等を処分する場合は、同規定第

１８条第３項に基づく財産処分申請を行うことを誓約します。 

 

  ₈ ₉⅔╟┘₈ ₉≢ ⇔√ ╩ ⌐ ∆╢ ╩ ℮ │⁸ 18

4 ⌐ ≠ↄ ─ ⅜ ≤⌂╡╕∆⁹ 

⇔ↄ│₈ ─ ⅝₉ ─ (5)ᵑ 118 ⁸⅔╟┘ ─ (1) 121 ╩

ↄ∞↕™⁹ 
 

９．実施した事業の成果に係る無償譲渡・無償貸与・無償供与及びテスト販売の状況 

≢№╢ ─ ה ה ╩ ∫√ │⁸ ⌂ ה ┘∕─ ╩ ⇔≡

ↄ∞↕™⁹ 

♥☻♩ ╩ ∫√ │⁸ ┘ ┘ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

⅜№╣┌⁸ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

 

１０．賃上げの実施状況結果について（該当する場合のみ記入してください） 

※本事業応募申請時に賃上げの評価を表明していた場合、その実績額を以下に示してください（別紙を添付することも可）。 

 

給与総額     平成２５年度 ○○○○ 円  ⇒ 平成２６年度 ○○○○ 円  ⇒  ○％アップ 

給与アップ者   従業員 ○ 名 ／ ○ 名中  
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様式第６の別紙２ 

経費支出明細 

＜経費明細総括表＞                                                                                                                                            

  予算額（交付決定額または変更申請額） 実績額 

  A B B 2/3  A B B 2/3  

申請者名 補助事業に要する経費 補助対象 

経費 

補助金 

交付決定額 

補助事業に要した経費 補助対象 

経費 

補助金の額 

（税込み） （税抜き） （税抜き） （税抜き） 
（税込

み） 
（税抜き） （税抜き） （税抜き） 

＜代表者＞ 

 補助事業者名 
                

＜連携者１＞ 

 補助事業者名 
                

合 計   
       

─ ─ ≤ ∆╢╟℮⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

＜経費明細表＞ 

                β ─ ⁸ ↔≤⌐ ╩ ─℮ⅎ ⇔≡ↄ∞↕™⁹                     

                                                                      

  予算額（交付決定額または変更申請額） 実績額 

  A B  A B  

経費区分 補助事業に要する経費 補助対象 

経費 

補助金 

交付決定額 

補助事業に要した経費 補助対象 

経費 

補助金の額 

（税込み） （税抜き） （税抜き） （税抜き） （税込み） （税抜き） （税抜き） （税抜き） 

原材料費                 

機械装置費                 

直接人件費                 

技術導入費                 

外注加工費                 

委託費                 

知的財産権等関連経費                 

運搬費                 

専門家謝金                 

専門家旅費                 

雑役務費                 

合 計   
       

⌐⅔™≡⁸ │ ╟╡ ⌐ ─⌂™╙─ │        

≤⇔≡ ≢⅝╕∑╪─≢ ⇔≡⁸ ╩ ╘≡ↄ∞↕™⁹ 

₈ ₉⌐│ ⅜ ⁸ ⁸ ↕╣≡™╢╙─⅜№╡╕∆─≢↔ ↄ∞

↕™⁹ 
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＜支出明細＞ 

 

① 費目別支出明細書 

経費区分 

 

                             事業者名：            

│ ⁸ ⌂≥₈ ₉ ⌐ ─↓≤⁹√∞⇔⁸ ─╖ ≢ ⇔≡ↄ∞↕

™⁹ 

↔≤⌐⁸ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

│⁸ ≤⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

支払先 内容および仕様等詳細 数量 単位 単価 補助対象
経費

(税抜き) （税込み） （税抜き） （税抜き）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

管
理
No.

支払 補助事業に要した経費
＜支払額＞

合　　　　計
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② 直接人件費明細書  β ╩ ⇔√ ⁸ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

                             事業者名： 

─ │⁸ ╕√│ ⌐≡ ≤ ╘╠╣√ ─╖⅜ ≤⌂╡╕

∆⁹∕╣ ─ │ ≤⌂╡╕∑╪⁹ 

─ │ ⌐№╦∑≡ↄ∞↕™⁹ 

⅜ ─ ⁸ ╩ ⇔≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

│⁸ ≤⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

時間 本事業 人件費 時間 本事業 人件費 時間 本事業 人件費

単価 従事時間 単価 従事時間 単価 従事時間

（A） （B） （AxB） （A） （B） （AxB） （A） （B） （AxB）

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

合　計

時間 本事業 人件費 時間 本事業 人件費 時間 本事業 人件費

単価 従事時間 単価 従事時間 単価 従事時間

（A） （B） （AxB） （A） （B） （AxB） （A） （B） （AxB）

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

合　計

人件費合計

①    ○　○　太　郎 ②    ○　山　○　子 ③    ○　田　○　男

④ ⑤ ⑥

従事者氏名

従事者氏名
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様式第７ 

 

補助事業者名： 

 

取得財産等管理台帳 

（取得財産等明細書） 

 

≤⌂╢ │⁸ │ ─ ⅜ ⌐ ╘╢

⅝ ─ ≤⇔╕∆⁹ 

₈ ₉│⁸ ה ⁸ ה ⁸ ⁸ ─ ⁸∕─ ≤⇔╕∆⁹  

│⁸ ≢№╣┌ ⇔≡ ⇔≡ ⇔ ⅎ№╡╕∑╪⁹ ⅜ ⌂╢ │⁸ ⇔≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹  

─ ╩ ה ה ⇔√ │⁸∕─ ↔≤⌐⁸ ⌐ ה

ה ╩ ⇔⁸ ─™∏╣⅛⌐ủ ⁸ ⁸ ─ ⁸∕─ ⅛╠─

─ ≥─ ⌐ ∆╢ ⌂─⅛ ⅛╢ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ │

⌐ ∑≡ ─ ≤⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

（注５）取得年月日は、検収年月日を記入してください⁹ 

─ ≤│⁸ ─ ╩ ∆╢⌐№√╡ ⇔√ ⌐≈™≡⁸ ≤⇔≡ ⇔

√ ⁸ ⁸ ⁸ ─ ─ ⅜ ⅝ ≤⌂╢ ─↓≤≢∆⁹ 

│⁸ ≤⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

  

区分 財産名 数

量 

単価(円) 

(税抜き) 

金額(円) 

(税抜き) 

取得年月日 保管場所 

（所在地） 

耐用 

年数 

(処分制限

期間) 

備  考 

機械・装
置、工具
・器具 
 
 

        

無体財産
権（知的
財産権等
を他社か
ら取得し
た場合） 
 
 

        

試作開発
の成果 
（試作品
等）※効
用の増加
を含む 

 

       無償譲渡、無
償貸与、無償
供与の場合 
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様式第８ 

 

大阪府中央会もの第   号 

年  月  日 

補助事業者 

代表者   様 

 β ≢ ∆╢ │  

 

                              大阪府地域事務局 

                             大阪府中小企業団体中央会 

                             会長 岡本 楢雄      ㊞ 

 

平成２５年度中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業に係る 

補助金確定通知書 

 

 平成  年  月  日付け文書をもって報告のありました上記補助金については、中小企業・小規

模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業に係る補助金交付規程第１４条の規定に基づき、下記の

とおり確定したので通知します。 

 

記 

 

１．補助事業に要した経費、補助金確定額及び精算額は、次のとおりとする。 

  補 助 金 交 付 決 定 額                円（税抜き） 

  補助事業に要した経費                円（税込み） 

  補 助 金 確 定 額                円（税抜き） 

  概 算 払 済 額                円（税抜き） （該当する場合記入） 

  精 算 額                 円（税抜き） 

 

 

＜内 訳＞  β ≢⌂™ ⁸ ╩ ⇔╕∆⁹ 

（補助事業者名）＜代表者＞ 

  補 助 金 交 付 決 定 額                円（税抜き） 

  補助事業に要した経費                円（税込み） 

  補 助 金 確 定 額                円（税抜き） 

  概 算 払 済 額                円（税抜き） （該当する場合記入） 

  精 算 額                 円（税抜き） 

 

（補助事業者名）＜連携者１＞ 

  補 助 金 交 付 決 定 額                円（税抜き） 

  補助事業に要した経費                円（税込み） 

受付番号： 
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  補 助 金 確 定 額                円（税抜き） 

  概 算 払 済 額                円（税抜き） （該当する場合記入） 

  精 算 額                 円（税抜き） 

™╩ ™⁸ ─ ╩ ╘╢ │₈ ₉╩₈ ₉≤⇔╕∆⁹ 
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様式第９－１ 

年    月    日 

 

大阪府地域事務局 

大阪府中小企業団体中央会 

  会長 岡本 楢雄 様 

 

                                    申請者住所（〒    ） 

                       （本社所在地） 

                  名   称  

代表者氏名（役職及び氏名）         ㊞ 

β ≢ ∆╢ │  

 

平成２５年度中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業に係る 

補助金概算払請求書 

 

  平成    年    月    日付け 大阪府中央会もの第   号をもって交付決定の通知があった上記補

助金について、中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業に係る補助金交付規程第

１５条の規定に基づき、別紙を添えて下記のとおり請求します。  

 

記 

 

１．補助金概算払請求額             円（税抜き） 

 

２．請求金額内容 

  補 助 金 交 付 決 定 額    円（税抜き） 

  今 回 請 求 額              円（税抜き） 

  残 額         円（税抜き） 

 

３．概算払を必要とする理由 

 

 

４．振込先金融機関名、支店名、預金の種別、口座番号及び預金の名義 

送金口座   名義 

（フリガナ                      ） 

                  金融機関名 

支店名 

（フリガナ                      ） 

口座種類 

口座番号 

 
≢ ⇔≡ ╩ ↑≡™╢ ⁸ ↔≤⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

│⁸ ≤⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

受付番号： 
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様式第９－１の別紙 
 

 

＜経費明細総括表＞ 

                                                                   

     

 

A B B 2/3  

申請者名 

 

 補助事業に要した経費 補助対象 

経費 
補助金の額 

  
 

（税込み） （税抜き） （税抜き） （税抜き） 

＜代表者＞ 補助事業者名 
 

        

＜連携者１＞ 補助事業者名 
 

        

合 計 
 

  
   

─ ─ ≤ ∆╢╟℮⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

＜経費明細表＞ 

               β ─ ⁸ ↔≤⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

                                                                          

   

 

A B B 2/3    

経費区分 補助事業に要した経費 補助対象経費 補助金の額 積算基礎（Ａ：税込み） 

 
（税込み） （税抜き） （税抜き） （税抜き）   

原材料費 
 

          

機械装置費 
 

          

直接人件費 
 

          

技術導入費 
 

          

外注加工費 
 

          

委託費 
 

          

知的財産権等関連経費 
 

          

運搬費 
 

          

専門家謝金 
 

          

専門家旅費 
 

          

雑役務費 
 

          

合 計 
 

  
   

  

│ ⇔≡⁸ ╩ ╘≡ↄ∞↕™⁹ 

≢ ∆╢ ⁸ ⌐ ∂≡ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 
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様式第９―２ 

年    月    日 

 

大阪府地域事務局 

大阪府中小企業団体中央会 

  会長 岡本 楢雄 様 

 

申請者住所（〒    ） 

                            （本社所在地） 

名   称  

代表者氏名（役職及び氏名）        ㊞ 

         β ≢ ∆╢ │  

 

平成２５年度中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業に係る 

補助金精算払請求書 

 

  平成    年    月    日付け 大阪府中央会もの第   号をもって補助金額の確定がなされた上記

補助金について、中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業に係る補助金交付規程

第１５条の規定に基づき、下記のとおり請求します。  

 

記 

 

１．補助金精算払請求額                        円（税抜き） 

  うち（補助事業者名）＜代表者＞の請求金額                          円（税抜き） 

  うち（補助事業者名）＜連携者１＞の請求金額            円（税抜き） 

  うち（補助事業者名）＜連携者２＞の請求金額            円（税抜き） 

 

２．補助金額確定内容 

  補 助 金 交 付 決 定 額                円（税抜き） 

  補 助 金 確 定 額                円（税抜き） 

  概 算 払 受 領 済 額                円（税抜き） 

  精 算 払 請 求 額                円（税抜き） 

 

＜内 訳＞  β ≢ ⇔⌂™ ⁸ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

  （補助事業者名）＜代表者＞ 

   補 助 金 交 付 決 定 額               円（税抜き） 

   補 助 金 確 定 額               円（税抜き） 

   概 算 払 受 領 済 額               円（税抜き） 

   精 算 払 請 求 額               円（税抜き） 

 

受付番号： 
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（補助事業者名）＜連携者１＞ 

   補 助 金 交 付 決 定 額               円（税抜き） 

   補 助 金 確 定 額               円（税抜き） 

   概 算 払 受 領 済 額               円（税抜き） 

   精 算 払 請 求 額               円（税抜き） 

 

３．振込先金融機関名、支店名、預金の種別、口座番号及び預金の名義 

 （補助事業者名）＜代表者＞ 

送金口座   名義 

（フリガナ                      ） 

            金融機関名 

支店名 

（フリガナ                      ） 

口座種類 

口座番号 

 

 （補助事業者名）＜連携者１＞ 

送金口座   名義 

（フリガナ                      ） 

            金融機関名 

支店名 

（フリガナ                      ） 

口座種類 

口座番号 

  

≢ ⇔≡ ╩ ↑≡™╢ ⁸ ↔≤⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

│⁸ ≤⇔≡ↄ∞↕™⁹ 
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様式第１０  

 

年   月   日 

β ╟╡ ─ ╩  

大阪府地域事務局 

大阪府中小企業団体中央会 

  会長 岡本 楢雄 様 

申請者住所（〒   ） 

（本社所在地） 

名   称 

                      代表者氏名（役職及び氏名）         ㊞ 

連絡担当者（職名及び氏名) 

                               β ∆╢ ─╖⁸ ↔≤⌐  

 

財産処分承認申請書 

 

平成２５年度中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業に係る補助金により取得

した財産を、下記のとおり処分したいので、中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新

事業に係る補助金交付規程第１８条第３項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１．取得財産の品目及び取得年月日 

品   目 ： ○○○○○ β ─₈ ₉╟╡ ∆╢ ה ╩  

取得年月日 ：   年   月   日 

 

２．取得価格及び時価 

取得価格             円（税抜き） 

             β ≢ ⇔√ ∆╢ ה ─ ╩  

            時  価             円（税抜き） 

             β ╕√│ ⁸ ╩ ⁹↓─ ⅜ ⁹ 

 

３．処分の方法 

 （例）廃棄 

 

４．処分の理由 

 （例）本品は一次試作品であり、本品を改良し、二次試作品を完成させた。しかしながら、本品は非

常に大きな装置（サイズ 縦○×横○×高さ○）であり、一次試作品は保管スペースの確保が困

難である。そのため、廃棄処分することとしたい。 

  │⁸ ≤⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

受付番号： 
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様式第１１ 

 

年  月   日 

（補助事業者名を記載） 

補助事業者名 

代表者名    様 

 

                      （成果無償譲渡（貸与・供与）先名を記載） 

申請者住所（〒   ） 

（本社所在地） 

名   称  

                      代表者氏名（役職及び氏名）        ㊞ 

連絡担当者（職名及び氏名) 

 

 

試作品等（成果）受領書 

 

平成２５年度中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業に係る補助金による成果

について、中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新補助金交付規程第１９条に基づき

株式会社○○○○より無償譲渡（貸与・供与）を受けました。その取扱いについては、以下の事項を遵

守いたします。また、本受領書が当該補助事業の実績報告として大阪府地域事務局に提出されることを

了承いたします。 

 

 

１．成果の取扱い 

  無償譲渡（無償貸与または無償供与） 

 

２．成果の名称及び数量 

 

３．期日及び場所 

 

４．無償譲渡（貸与または供与）の目的 

 （例）○○○○（試作品）の性能評価 

 

５．本成果を、前項の目的のためにのみ使用します。 

  本成果の性能評価については、○○○○（補助事業者名）が実施する補助事業期間内に、当該企業

に対して報告書（別紙＜様式指定なし＞）として提出します。 

 ・本成果は、前項の目的を逸脱した用途には使用しません。 

 

  │⁸ ≤⇔≡ↄ∞↕™⁹ 
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様式第１２ 

年  月  日 

  β ╟╡ ─ ╩  

大阪府地域事務局 

大阪府中小企業団体中央会 

  会長 岡本 楢雄 様 

申請者住所（〒   ） 

（本社所在地） 

名   称 

                      代表者氏名（役職及び氏名）       ㊞ 

連絡担当者（職名及び氏名) 

                              β ∆╢ ─╖⁸ ↔≤⌐  

 

補助事業等の成果を活用して実施する事業に使用するための 

取得財産の処分承認申請書 

 

 平成２５年度中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業に係る補助金により取得

した財産を処分したいので、中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業に係る補助

金交付規程第１８条第４項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１． 実施事業計画名 

       

２．実施した試作開発の概要とその成果 

実績報告書のとおり   

 

３．処分する財産（取得財産等管理台帳より機械・装置を抜粋のこと） 

財  産  名：  

取 得 年 月 日： 平成  年  月   日 

 取 得 価 格：            円 

  時 価：            円 （時価又は、残存簿価相当額を記載) 

 

４．財産処分の方法 

 転用（成果活用型生産転用）   

 

５．財産処分の理由 

   ─ ⌐≈™≡│⁸ ─ ╩ ⇔≡ ∆╢ ≢№╢↓≤⅜ ≤⌂╡╕∆─≢     

受付番号： 
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─ ╩ ╘≡ ⌐↔ ↄ∞↕™⁹ 

 

６．誓約書 

別紙のとおり 

 

│⁸ ≤⇔≡ↄ∞↕™⁹ 
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様式第１２の別紙 

 

   年   月   日 

β ╟╡ ─ ╩  

誓  約  書 

 

大阪府地域事務局 

大阪府中小企業団体中央会 

  会長 岡本 楢雄 様 

申請者住所（〒   ） 

（本社所在地） 

名   称 

                      代表者氏名（役職及び氏名）        ㊞ 

                             ※該当する場合のみ、補助事業者ごとに申請 

 

補助事業等の成果を活用して実施する事業に使用するための取得財産の処分申請書を提出するにあた

り、下記事項を遵守することを誓約いたします。 

 なお、これに違反もしくは相違のあった場合には、当該申請に係る承認の無効、補助金の返納等の処

置をとられても、一切の異議の申し立てをいたしません。 

 

記 

 

１．平成２５年度中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業に係る補助金により取

得した財産は、当該補助事業等の成果を活用して実施する事業にのみ転用いたします。 

２．中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業に係る補助金交付規程第１８条第２

項に定める期間中に当該財産を再度処分する場合には、再申請を行います。 

 

 

│⁸ ≤⇔≡ↄ∞↕™⁹ 
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様式第１３ 

年   月   日 

大阪府地域事務局 

大阪府中小企業団体中央会 

  会長 岡本 楢雄 様 

 

申請者住所（〒   ） 

（本社所在地） 

名   称 

                      代表者氏名（役職及び氏名）        ㊞ 

連絡担当者（職名及び氏名) 

                                          ※連携体で申請する場合、補助事業者ごとに申請 

 

平成２５年度中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業に係る 

事業化状況・知的財産等報告書 

 

事業計画名（                                   ） 

 

  平成    年    月    日付け 大阪府中央会もの第   号をもって補助金額の確定がなされた上記

の補助事業に関し、平成    年度の事業化状況について、中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・

サービス革新事業に係る補助金交付規程第２０条第１項及び第２１条の規定に基づき別紙を添えて下記

のとおり報告します。 

 

記 

 

１．事業化報告等 

＜補助事業の実施成果の事業化等の有無＞ 

（１）補助事業の実施成果の事業化              有  無 

（２）知的財産権等の譲渡又は実施権の設定        有  無 

 

（単位：円） 

補助事業

に要した

経費 

補 助 金

確 定 額

(A) 

補助事業

に係る本

年度売上

額 

補助事業

に係る本

年度収益

額(B) 

控 除 額

(C) 

本年度ま

での補助

事業に係

る支出額

(D) 

基準納付

額(E) 

前年度ま

での補助

事業に係

る大阪府

地域事務

局への累

積納付額

(F) 

本年度納

付額(G) 

備 考 

          

 

受付番号： 
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２．知的財産権等報告 

＜知的財産権等の取得状況＞ 

（１）件 数 

 β ─ ה ≢│⌂ↄ⁸ ⅛╠ ╕≢⌐ ה ╖─ ╩  

  ① 出 願 中    件、  ② 取得済み    件 

 

（２）内 容 （（１）の件数ごとに記入すること。） 

種 類  出 願 日  出願番号 
 

出願人  審査請求日  登録番号 
 

技 術 

内 容 

 

備 考  

 

 

 
⌐│⁸ ה ה ה ─℮∟ⱪ꜡◓ꜝⱶ ─ │₈ ₉≤∆╢⁹ ─

╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

─ │⁸ ─ ⌐ ⌐ꜟכꜟ ⇔√▪ꜟⱨ□ⱬ♇♩ ─ ≤∆╢⁹ ╩ ⇔≡ↄ

∞↕™⁹ 

⌐│⁸ ─ ⌐ ╢ ╛⁸ ┘ ─ │⁸ ה ה ┘

ה ה ╩ ⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

│⁸ ≤⇔≡ↄ∞↕™⁹ 
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様式第１３の別紙 

 

事業化状況等の実態把握調査票（平成 年 月 日～平成 年 月 日） 

 

名称（事業者名）：             

 

１．現在の取り組み状況について 
 

項 目 補助金交付申請時 現在 

（１）資本金 万円 万円 

（２）従業員 人 人 

（３）総売上高 万円 万円 

（４）現在の事業化までに関する状況 

事業化  有  ／  無  ← 該当する項目に○印を付してください。 

 

※“事業化あり”を選択した事業者は以下のいずれかに☑を付してください。 

□ 第１段階： 製品が販売活動に関する宣伝等を行っている 

□ 第２段階： 注文（契約）が取れている 

□ 第３段階： 製品が１つ以上販売されている 

□ 第４段階： 継続的に販売実績はあるが利益は上がっていない 

□ 第５段階： 継続的に販売実績があり利益が上がっている 

 

２．継続試作開発の状況について   

β ≢⁸₈ ⌂⇔₉─ ⌐ ™╕∆⁹ 

 

① 成果、事業化の見通し等について記入してください。 

 

②  補助事業に係る試作開発等の所要経費の推移について記入してください。 

年 度 総事業費 自己負担額 補助金額 

補助事業年度 （記載例） 

15,750,000 

 

5,750,000 

 

10,000,000 

補助事業終了後 １年目 18,750,000 ← 3,000,000  

２年目 19,750,000 ← 1,000,000 

３年目   

４年目   

５年目   

 β ─ │⁸ ⌐⅔™≡ ↕╣√ ─╖⅜ ≤⌂╡╕∆⁹ 

 β │⁸ ╩ ⇔√ ⅜ ≤⌂╡╕∆⁹ 
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３．事業化に関する状況について 

（１）補助事業の成果に基づく製品の販売又は譲渡（有・無） 

 

（２）補助事業の成果に基づき取得した知的財産権等（特許権、実用新案権若しくは意匠権）の譲渡又は

実施権の設定       有 ／ 無    該当する項目に○印を付してください。 

いずれかに「有」を付した場合は次表を（注）にそって記入してください。その上で「補助事業に

係る本年度収益額」の合計額を交付規程様式第１３．事業化状況・知的財産等報告書 １．事業化報

告等表中の「補助事業に係る本年度収益額（B）」に転記してください。 
 
製品の名称 
（※１） 

販売金額 
（※２） 

１個当たり
原価（※３） 

販売数量 
（※４） 

販売原価 
（※５） 

補助事業に係る本年度収
益額（※６） 

      

      

β ─ │ ─ ┘ ─ ┼─ ╩ ╖╕∆⁹ 

β ─ ⌐╟╢ ─  

β ₈ ₉⌐╟╡  

β ─ ─  

β ₈ √╡ ₉×₈ ₉≢  

β ₈ ₉ ₈ ₉≢  

 
╩ ∆╢√╘⌐⁸ ─ ↔≤⌐∕─ ╩⁸ ⌐ ∆₈ ─ ₉╩ ⇔≡ ∆╢≤≤╙⌐⁸
─ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 
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＜当該事業の原価算出表 ＞ 

                               （単位：円） 

項    目 当該事業の原価 原価総額 当該事業の原価算出根拠 

Ａ．原材料費 

①期首棚卸高 

②当期仕入高 

③期末棚卸高 

   

④当期原材料費（①＋②－③）計    

Ｂ．外注加工費    

Ｃ．労務費 

①基本給 

②諸手当、福利厚生費 

   

③当期労務費（①＋②）   計    

Ｄ．工場経費 

①電力費 

②燃料費 

③修繕費 

④消耗品費 

⑤保険料 

⑥減価償却費 

⑦その他の経費 

   

⑧工場経費（①～⑦）    計    

Ｅ．当期製造費用 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） 

   

Ｆ．期首仕掛品棚卸高    

Ｇ．期末仕掛品棚卸高    

Ｈ．当期製品製造原価（（Ｅ＋Ｆ）

－Ｇ） 

   

Ｉ．販売費及び一般管理費    

Ｊ．総原価（Ｈ＋Ｉ）    

Ｋ．総製造数量   

Ｌ．一個当たり原価（Ｊ÷Ｋ）  

│ ⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 
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経費区分ごとの経費内容の説明                      

補助対象経費について 

₈ ₉⌐ →╢ ─ │ ─≤⅔╡≤⇔╕∆⁹ 

│⁸ ≤─ ╩ ∫≡ↄ∞↕™⁹ │ ─ ≤⇔≡ ⌐

≢⅝╢╙─≢⁸⅛≈⁸ ⌐╟∫≡ ⅜ ≢⅝╢╙──╖≤⇔╕∆⁹ 

 

（１）対象経費の区分 

 

①原材料費 

試作品の開発に直接使用する主要原料、主要材料、副資材の購入に要する経費をいいま

す（設備投資のみの場合は対象となりません）。 

 

∆╢ ─ │ ⌐≤≥╘⁸ ⌐│ ™ ╢↓≤╩

≤⇔╕∆⁹ ≢─ │ ≤⌂╡╕∑╪⁹ 

┘ ⌐≈™≡│⁸ ≤∆╢ ╩ ∆╢√╘⁸ ↑ ™─≈≥

─ │ ⌐⁸ ⁸ ╩ ⇔√₈ ₉

╩ ⁸ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

─ ⌐⅔™≡ ⇔√ ∂ ┘♥☻♩Ⱨכ☻ ─ │ ⇔≡

ↄ∞↕™⁹√∞⇔⁸ ─ ⌐⅔™≡ ⅜ ⌂ │ ─ ╩ ≢⅝

╢ ⌐╟╡ ≢⅝╢╙─≤⇔╕∆⁹ 

≢─ │ ≤⌂╡╕∑╪⁹ 

⅜ ≤↕╣╢ ⅝ ≤│⁸ ≢│⌂ↄ⁸ ⌐

⅛╠ ∆╢╙─╩ ∑√ ≢ ⇔╕∆⁹ 

 

₈ ₉≤│⁸ ≤⇔≡ ≢ ⅝ ╩

∆╢ ╩ ⇔╕∆⁹ 

₈ ꜟ♃fi꜠ה☻כꜞ╢╝╦™⁸│≥₉ ╩™™⁸ ⁸ ⅜ ≢⅝╢╙

─≢⁸ ⌐ ∆╢ ─╖≤⌂╡╕∆⁹⇔√⅜∫≡⁸ ⅜ ╩

ⅎ╢ ─ │⁸ ─ ⌐╟╡ ↕╣√ ─╖≤⌂╡

╕∆⁹ 

₈ ₉≤│ ╩ ╘ │ ╩ ∆√╘⌐ ℮╙─≢∆⁹ 

₈ ↑₉≤│⁸ ─ ≤ ≢ ⅎ╠╣╢ ⌂╙─⌐ ╡╕∆⁹ ─

╛ │ ╖╕∑╪⁹ 

₈ ₉≤│ ⌐ ∫≡ ℮ ─ ╩™™╕∆⁹ 

 ⌐⅔™≡⁸ ⅝ ─⁸ ╩ │

②機械装置費 

  機械装置等（専ら補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具（測定工具・検

査工具、電子計算機、デジタル複合機等）及び専用ソフトウェアをいいます。）の購入、

製作、借用、改良、据付け又は修繕に要する経費をいいます。 
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⇔√ ⌐│⁸ ⅜ ⇔√ ╙∕─ ₈ ₉≤™

℮⁹ ╩ ⌂ ─ ╩╙∫≡ ⇔⁸ ─ ⌐ ∫≡∕─

╩ ╢ ─ ≤ ⇔√ │⁸ ≤⌂╠⌂™─≢↔ ↄ∞↕™⁹

≤≤╙⌐⁸₈ ₉╩ ⁸ ⇔≡ↄ∞↕™⁹╕√⁸ ⌐

╩ ᵑ ─ ─ ⌐ ∆╢ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ↑⁸ᵒ

⌐ ∆╢ ⁸ ⇔╟℮≤∆╢≤⅝│⁸№╠⅛∂╘ ─ ╩

↑⌂↑╣┌⌂╡╕∑╪⁹ 

≢ ∆╢ ╩ ⌐ ⅛╠ ╩ ℮ ⁸

┼─ ⅜ ≢∆⁹√∞⇔⁸ ⌐│ ⅜ ≤⌂╡╕∆⁹ 

≢ ╩ ∆╢ ⁸ ⅜ ⅝

⌐ ╡ ≤⇔╕∆⁹ 

⅜ ≢ ≈─ ╩ ∆╢ ╙ ≤⌂╡╕∆⅜⁸∕─ ⁸

⅜ ╩ ⌐ ∂ ∆╢ ─ ⌐╟╡⁸∕╣∙╣ ⇔≡

ↄ∞↕™⁹ ↕╣≡™⌂™ ≢│ ─ ≤⌂╡╕∆⁹ 

 

③直接人件費 

本事業の実施期間を通じて責任をもって試作品等の開発に直接従事する者（原則とし

て補助事業者と雇用関係が結ばれている者に限る。）の試作品等の開発業務に係る時間

に対応する人件費をいいます（設備投資のみの場合は対象となりません）。 

 

≤│⁸ ⌐ ∆╢ ⅜⁸ ─ ⌐ ⇔≡™╢ ⌐

⇔ ╦╣╢ ╩™™╕∆⁹ 

⅛╠─ ⌐ ⇔√ ה ╩ ╗⁹ │

≤⌂╡╕∑╪⁹ 

│⁸₈ ₉₈ ─√╘─ ₉

⌐ ≠™≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

│⁸₈ ₉ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

─ ╛ ⌐ ╢ ─ ≤™∫√ ⌂ ⌐≈™≡│

≤⌂╡╕∑╪⁹ 

 

④技術導入費 

外部から技術指導や知的財産権等の導入に要する経費をいいます。 

 
⅛╠ ╩ ⌐ ≤∆╢ ⁸ ⌐ ╦╣╢ ┘ ─

⅜ ≤⌂╢ ⌐ ⌐ ╦╣╢ ╩™™╕∆⁹ 

─ ╣⌐≈™≡│⁸ ⌐ ─ ⁸

⁸ √╡─ ⁸ ─ ה ⅜ ↕╣≡™╢╙─⁹ ╩

⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

ה ┘ ⱷכꜟ ⌐╟╢ │⁸ ≤⌂╡╕∑╪⁹ 

≢ ╘╢ ╩ ℮ │⁸₈ ₉ ╩ ╡ ╦⇔

≡ↄ∞↕™⁹ 
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│⁸₈ ⌐ ╢ ₉ ─ ⌐ ≠™≡

⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

╩ ∆╢ ⅛╠ ─ ╩ ╗⁹ ∆╢ ⌐│

╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

⌐│⁸ ⁸ ┘ ≤ ∑≡ ∆╢↓≤│

≢⅝╕∑╪⁹ 

 

⑤外注加工費 

試作品の開発に必要な原材料等の再加工・設計及び分析・検査等を外注・依頼等（外注

加工先の機器を使って自ら行う場合を含む。）を行う場合に外注加工先への支払に要する

経費をいいます（設備投資のみの場合は、対象となりません）。 

 

⌐ ⇔≡│⁸ ≤─ ⌐╟╢ ─ ⅜ ≢∆⁹ 

⅜ ╩ ∆╢ │⁸ ≤⌂╡╕∑╪⁹ 

⅝ ─ ─ ╩ ≤⇔╕∆⁹ 

≤ ─ │⁸ ⅝ ─ ─ ╩ ≤⇔╕

∆⁹ 

⌐│⁸ ⁸ ╩ ∑≡ ℮↓≤│≢⅝╕∑╪⁹ 

 

⑥委託費 

  外部の機関に試作品等の開発の一部を委託する場合の経費をいいます（設備投資のみ

の場合は対象となりません）。外部の機関とは、中小企業・小規模事業者が技術課題を

解決する上で、専門技術的な見地から有効な解決方策を提案・支援することができる以

下に掲げる者とします。 

 

⌐ ⇔≡│⁸ ≤─ ⌐╟╢ ─ ⅜ ≢∆⁹ 

─ ⅜ ה ╩ ∆╢ │ ≤⌂╡╕∑╪⁹ 

⌐│⁸ │ √∞⇔⁸ ─ ╩ ≤⇔╕∆⁹        

╩ ╖╕∆⁹ 

⁸ ⌐ ╢ ⁸ ⌐ ╢ │ ≤⌂╡╕∑╪⁹ 

⅝ ─ ─ ╩ ≤⇔╕∆⁹ 

≤ ─ │⁸ ⅝ ─ ─ ╩ ≤⇔╕

∆⁹ 

⌐│⁸ ⁸ ╩ ∑≡ ℮↓≤│≢⅝╕∑╪⁹ 

 

 

 

 

 

 
 

─ ≤│⁸ ⌐ →╢╙──℮∟⁸ ⅜ ╩ ∆╢ ≢⁸ ⌂

⅛╠ ⌂ ╩ ה ∆╢↓≤⅜≢⅝╢ ≤⇔╕∆⁹ 

▪  

▬ ⁸ ⁸ ⁸ ┘⌐  

► ⅜ ∆╢  

◄ ⁸ ┘ ⅜ ╩ ∫≡™╢  
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⑦知的財産権等関連経費 

試作品等の開発、役務の開発・提供方法等と密接に関連し、試作品等の開発成果の事

業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用

や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費をいいます（設備

投資のみの場合は対象となりません）。 

 
─ ─ ⌐ ╢ ≢⌂™╙─│⁸ ≤⌂╡╕∑╪⁹ 

─ ⌐ ∆╢ │⁸ ─ │⁸ ─ ⌐ ⌂

╙─⌐ ╡╕∆⁹ 

⌐ ⅝╩ ⇔≡™╢↓≤⅜ ─ ≢ ≢⅝⌂™ ⌐│⁸

│ ≤⌂╡╕∑╪⁹ 

─ ⌐ ∆╢ ─℮∟⁸ ─ ⌐≈™≡│ ≤⌂╡╕∑╪⁹  

▪． ─ ⌐ ↕╣╢ ⁸ ┘   

   ▬． ⌐ ∆╢ │ ╩ ℮ ⌐ ∆╢   

╩ ≤∆╢ ⌐│⁸ ⌐ ⅜ ∆╢↓≤⅜

≢∆⁹  

─ ╩ ≤∆╢ ⌐│⁸ ⌐ ⅜ ↕╣≡™

╢↓≤⅜ ≢∆⁹  

┘ ─ ╩ ≤∆╢ ⌐│⁸ ⌐ ⅜

↕╣≡™⌂↑╣┌⌂╡╕∑╪⁹╕√⁸ ─√╘─ ⌂≥─ ⅜

≤⌂╡╕∆⁹ 

    ⌂⅔⁸ ≤⇔≡ ↕╣╢ │ ─≤⅔╡≢∆⁹ 

▪ ─  

 

 

─  

─ ╛ ┼─ ה ─ ⌐ ╢  

▬ ─  

▪⌐ →╢  

≢─ ⁸ ┘  

─ ⌐ ╢  

─ ⌐ ∆╢ ⌐≈™≡│⁸ ≤⌂╡╕∆⁹ 

─ ⌐╟╡ ─ ⌐≈™≡ ╩ ↑≡™╢ │⁸

─ ╩∆╢↓≤│≢⅝╕∑╪⁹ 

10 ─ │⁸ ⅝ ─ ─ ╩ ≤⇔╕∆⁹ 

 

⑧運搬費 

運搬料、宅配、郵送料等の支払に要する経費をいいます。 
 

⌐ ∆╢ ⁸ ┘ ┼─ ┘⌐ ∑ ⌐⅛⅛∫√
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│ ≤⌂╡╕∑╪⁹ 

⌐≈™≡│⁸ꜞ☻♩╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

⑨専門家謝金 

補助事業遂行に必要な、指導・助言等を受けるために依頼した専門家に支払われる経費を

いいます。 

 

⌂≥─ ─ ≢ ⅜ ≢№╢ ⌐⁸ ⌐ ╩ ∆

╢↓≤⅜≢⅝╕∆⁹ ⌂ ≤╖⌂↕╣⌂™ │⁸ ≤│⌂╡╕∑╪⁹ 

│⁸₈ ⌐ ╢ ₉ ⌐ ≠™≡ↄ∞↕™⁹ 

∏ ⌐₈ ₉ ╩ ⇔⁸₈

₉ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

™⌐≈™≡│⁸ ╩ ∫≡ↄ∞↕™⁹√∞⇔⁸ ─ ╛ ⌐≈™

≡│⁸ ─ ⌐ ⇔⁸ ⌐ ∫≡ↄ∞↕™⁹ 

⌐│⁸ ⁸ ⁸ ╩ ℮↓≤│≢⅝╕∑╪⁹ 

 

⑩専門家旅費 

補助事業遂行のために必要な旅費として、依頼した専門家に支払われる経費をいいま

す。 
 

─₈ ─ ⌐ ∆╢ ₉ ⌐ ≠⅝ ∆╢↓

≤⅜≢⅝╕∆⁹ 

┘⌐ ─ ⌐ ╘╢ fiכꜞ◓╙≡∫№≢ ⁸ⱦ☺

Ⱡ☻◒ꜝ☻ ─ ⌐ ↕╣√ │ ≤⌂╡╕∑╪⁹ 

⌐ ⇔≡ ⌐ ⌂ ⌐ ╢ │ ≤⌂╡╕∑╪⁹ 

⌐ ╢ ─ ─√╘⌐ ⌐ ↄ ⁸ ∕─╙─⌐

⇔⌂™ ─ │ ≤⌂╡╕∑╪⁹ 

╩ ∆╢ ⌐│∆═≡─ ⌐≈™≡ ┘ ╩ ∆╢↓≤≤

⇔⁸ ─ ╩ ⇔≡ ⇔√ │ ╩ ≤⇔╕∆⁹ 

╩כ◦◒♃ ∆╢ │⁸ ⌐ ─ ⅜⌂™ │ ─Ᵽ☻─ ⅜ ⌂™⌂≥⁸

⇔ↄ ─ ⌐ ╩ ∂╢ ⌐ ⇔⁸ ⇔√ │ ╩ ∆╢

╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸ ╩ ⇔⌂↑╣┌⌂╡╕∑╪⁹ 

─ ⅜ ─ ⌐ ╕╣╢ │⁸ ─ ╩ ╕ⅎ⁸ ─

⌐╟╡ ≤ ⌐ ⇔⌂↑╣┌⌂╡╕∑╪⁹ 

─ ⅜№∫√ ⌐│⁸₈ │ ₉ ╩ ⇔

≡ↄ∞↕™⁹ 

─ ⅜⌂ↄ⁸ ─╖╩ ∆╢ ≢№∫≡╙₈ ₉

╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

10 ╗⁹ ╩ ™≢ ∆╢ ⁸ ⅛╠╙ ╩ ∫

≡ↄ∞↕™⁹√∞⇔⁸ ─ ╛ ⌐≈™≡│⁸ ─ ⌐ ⇔⁸ ⌐

∫≡ↄ∞↕™⁹ 
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11 ─ ╩ ↑ ∆╢ │⁸ⱱ♥ꜟ─₈ ₉ ⁸ │⁸

╩ ∆╢╙─╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

⑪雑役務費 

試作品等の開発に係る業務を補助するために臨時的に雇い入れた者（パート、アルバイ

ト）に対する賃金、交通費をいいます（設備投資のみの場合は、対象となりません）。 

 

⁸ ┘ ╩ ↄ⁹ ╩ ⌐⇔√₈▪ꜟⱣ▬♩

│ ₉ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

│⁸ ↔≤⌐⁸ ╩ ∆╢≤≤╙⌐ ה ╩

⇔⁸ ה ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

─ ┘ ╩ ↄ⁹ │₈ ⌐ ╢ ₉⌐ ∆╢

╩ ⌐ ≤⇔╕∆⁹ 

─ ╛ ⌐ ╢ ─ ≤™∫√ ⌂ ⌐≈™≡│

≤⌂╡╕∑╪⁹ 

╣≤ ⌂↕╣⌂™ │ ≤⌂╡╕∑╪⁹ 

 

（２）補助対象経費全般にわたる留意事項 

 ᵑ ₈ ₉₈ ₉⌐≈™≡│⁸ ⅜ ≢∆⁹⅛≈⁸₈ ₉

─ ⌐≈™≡│⁸ ≢ ⅝ ╩ ≤⇔╕∆⁹╕√⁸₈

₉≢ ╩ ∆╢ ⁸ ≢ ⅝ ⌐ ╡

≤⇔╕∆⁹ 

 ᵒ ⌐ ⇔≡│⁸ ─⅔ ™ ⁸ ╩ ∆╢ ⁸ ⁸

⁸ ⁸ ⁸ ─ ╩ ⁸ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

ᵓ 支払は原則銀行振込とし、それが困難な場合は現金による支払を行ってください。 

 ᵔ 他の取引との相殺払による支払、手形による支払、手形の裏書譲渡、小切手、ファクタリン

グ（債権譲渡）による支払は行わないでください。 

 ᵕ 補助事業に係る経費とそれ以外の経費のいわゆる混合払いは行わないでください。 

 ᵖ ─ ⁸ ─ │ ⌐ ≠⅝ ≤⌂╡╕∆⁹√∞⇔⁸₈

₉╩ ⇔√ ⌐│⁸₈ ─ ⌐ ∆╢ ₉

⌐ ≠⅝⁸∕─₈ ┘ ₉─ ─ │⁸ ⇔⁸

⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

β ─ ┘ │ ⁸♁ⱨ♩►▼▪│ ≢∆ ₈ ─╖₉╩ ≤⇔

√ ─ ─ │↓─ ╡⌐№╡╕∑╪─≢⁸↔ ↄ∞↕™ ⁹∕─ ⁸

│ ⁸ │ ⁸ │ ┘ │ ≢∆⁹ 

 ᵗ │⁸ ⌐ ⇔√ ⅜ ≤⌂╡╕∆ ┼─ │⁸

╩ ∫√ ≢№∫≡╙≢⅝╕∑╪ ⁹ 

 ᵘ ─ │ ≤⌂╡╕∑╪⁹ 
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ủ ╟╡╙ ⌐ ⁸ ⁸ ╩ ⇔√╙─ 

ủ ╩ ≤⇔√ ⁸ ─ ⌐ ╢ ♥☻♩ ╩ ↄ⁹  

ủ ⌐⅛⅛╢ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸  

ủ ⁸▬fi♃כⱠ♇♩ ─  

ủ ─  

ủ ⌂≥─ ─ ⁸ ⁸ ⁸ ─  

ủ ⁸ ⁸ ⁸ ─  

ủ ─ ⁸ ─ ה ה  

ủ ⁸ ─√╘⌐ ⁸ ⌐ ℮ ┘ ─√╘─

 

ủ  

ủ ╩ ╗⁹  

ủ ┘ ₈ ₉≤™℮⁹  

ủ  

ủ ⌂≥─ ┘  

ủ ⁸ ─ ה ⌐ ╢  

ủ ─ ─ ⌐╟╢╙─ ה ─ ╛ ─

⁸ ╩ ⇔√ ─  

ủ ⅜№╡⁸ ⌐⌂╡ ╢╙─ ⅎ┌⁸ ─Ɽ♁◖fi⁸ⱪꜞfi♃ ┘♦

☺♃ꜟ ⌂≥ ─  

ủ ⁸ ⌐⅔™≡∕─ ─ ⅜ ≢⌂™ ─  

ủ ─╒⅛⁸ ⌂ ─ ≤⇔≡ ⁸ ≤ ╘╠╣╢  

ᵙ ─ ╩ ≢⅝╢╟℮ ╩ ∫≡ↄ∞↕™⁹ ⅝

─ ╩ ∆╢ ⌐│⁸ ⌐⌂™ ─ ╩ ∫≡ↄ∞↕™⁹ ⌂

⌐╟╡ ⅜ ╣⌂™ │⁸₈ ₉ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹

⌂⅔⁸ ⅛╠ ╩ ™√™ ╙⁸ ─↔ ╩⅔ ™⇔╕∆⁹ 

ᵚ ─ ⌐⅔™≡⁸ │ ⅛╠ ⇔≡ ⇔≡ↄ∞

↕™⁹ 
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【資料１】 

 

     中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新補助金における 

     人件費単価の算出方法について 

 

  │⁸ ─ ╩ ∂≡ ╩╙∫≡⁸ ─ ⌐ ∆╢↓≤⅜

≢⅝╢ ≤⇔≡ ≤ ⅜ ┌╣≡™╢ ⌐ ╢⁹ ─╖─ │

≤⌂╡╕∑╪⁹ ─ ⌐ ⇔√ ⌐ ⇔≡ ╦╣╢ ≤≤╙⌐⁸

─ ─ ╩ ⇔⁸ ∆╢↓≤⅜≢⅝╕∆⁹ 

  ─ │⁸ ≤⇔≡⁸ ─ ⌐ ≠ↄ≤≤╙⌐⁸ ─ ⌐

⇔≡⁸ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

 【人件費時間単価の積算方法】 

 

 人件費時間単価 =（年間総支給額＋年間法定福利費）÷ 年間理論総労働時間  

 

₈ ₉⌐│⁸ ה ה ╩ ╕⌂™─≢

⇔≡ↄ∞↕™ ⅜₈ ₉─√╘ ⁹ 

    ⌂⅔⁸ ╩ ∆╢ ⁸ ╩ ╡ ≡≡ↄ∞↕™⁹ 

≤│ ≤ ≢∆⁹ 

│⁸ ⌐⅔™≡ ╩ ∆╢ ⌐ ∆╢ ₈

₉ ╩ ₈ ₉ ≤⇔⁸ ∏ ⌐ ∫≡ↄ∞↕

™⁹╕√⁸ ∏ ─ ╩ ∫≡ↄ∞↕™⁹ 

─ ≤⌂╢ ⅜⁸ ─ ⅛╠─ ≢№╢ │⁸

⁸ ─ ─ ⁸ │ ─ ─ ⁸ ⅜

↕╣≡⅔╡⁸↓╣╠─ ⌐╟╡ ╩ ∆╢↓≤≢ ≤⌂╡╕∆⁹ 

─ ≤⌂╢ ⅜⁸ ⅛╠ ↕╣≡™╢ │⁸

─╒⅛⁸ ⌐ ≤⇔≡ ↕╣≡™╢↓≤╩ ∆ ⌐╟╡ ⇔╕∆⁹ 

⌐ ∆╢ ─ ─╖╩ ≤⇔⁸ ╛ ─

─ ≤ ─⌂™ ─ │ ≤⌂╡╕∑╪⁹ 

⌐№√╡⁸ ╩ ∆╢↓≤╙ ≢∆⁹∕─ ⁸

⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸

─ ─ ╩ ≤⇔╕∆⁹ 

╩ ∫√ ─ ♃▬ⱶ꜠◖כ♄כ ♪כ◌ ⁸

⁸ ⁸ │ ⁸ ┘ ─

─ ╩ ה ⇔≡ ≤⇔╕∆⁹ 

⌐ ⌐ ⇔√ ─╖⅜ ≤⌂╢─≢⁸ ה ⌂≥╩

⇔√ ⌐≈™≡│ ≤⌂╡╕∑╪⁹ 

10 ⌐ ∆╢ ─ ⌐ ∆╢ ⁸ ╩ ↑╢ ⁸ ┘

╩ ℮√╘⌐ ∆╢ │⁸ ≤⌂╡╕∑╪⁹ 
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11 ⌐ ╦╣╢ ─ │⁸ 5,000 ⅛≈ 40,000

≢№╡⁸ ─ ≤⌂╡╕∆⁹ 

（ 12） ─ ⌐№√∫≡│⁸ ┘ ╩ ╘╢↓≤⅜≢⅝╢√╘⁸∕─

⅜ ≡ ⌐ ⇔√ ⁸ ↔≤─ ⅜ ╩ ⅎ╢ ╙№

╢⅜⁸ │ ─ ╩ ≤∆╢⁹ 

13 ╩ ⁸ ⁸ ⁸ ┼─ ⌐╟╡

⇔≡™╢ │⁸ ─ ≤⌂∫≡™╢ ⌐ ─ ⌐ ⇔≡╙

╩ ∆╢↓≤│≢⅝╕∑╪⁹ 

    ⌂⅔⁸ ╩ ⇔≡™╢ ⁸ ⌐⅔™≡⁸ ╩ ∆╢↓≤⅜№╡

╕∆⁹ 

 

 ＜年間総支給額の算定に含むことができる手当等＞ 

  ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ 

⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ─℮∟

⌂≥⁹ 

β ≢ ↕╣╢╙─≢⁸ ⌐ ⌂ │ ≤⌂╡╕∑╪⁹ 

 

 ＜年間総支給額の算定に含むことができない金額＞ 

ה   ה ⁸ ⁸ ⁸ ⁸

⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ─ ⁸ ─ ⁸ ⁸ ⁸

⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ╩ ↄ⁹ ⌂≥ 
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【資料２】 

 

補助事業の旅費支給に関する基準 

 

 

                                 平成２６年２月６日 

                                 大阪府地域事務局 

 

 

第１章 総   則 

 

（目  的） 

 │⁸ ה ╙─≠ↄ╡ה ☻ⱦכ◘ה ⌐⅔↑╢

─ ⌐≈™≡ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

 

第２章 国内出張旅費計算の基準 

 

（旅費の計算） 

 │⁸ ╙ ⌂ ─ ┘ ⌐╟╡ ⇔√ ─ ⌐╟╡ ∆╢⁹ 

 ─ │⁸ ≤⇔≡ ─ ─ ≤∆╢⁹ 

 ─ ה ─ ◐꜡⅜ ◐꜡ⱷכ♩ꜟ╩ ⅎ╢ │⁸ ⌐╟╡

∆╢⁹╕√⁸ ⌐≈™≡│ ╩ ≤⇔≡ ∆╢⁹ 

 ⌐ ─ ⅜№╢ ─ ה │ ↄ  

⌐≈™≡│⁸ ⅛╠ ╕≢─ ⇔ ⌐╟╡ ∆╢⁹√∞⇔⁸ ⅜ ─

╩ ⅎ╢ │⁸↓─ ╡≢⌂™⁹ 

 ┘ ⌐№∫≡╙⁸₈ ─ ₉⌐ ∆╢╙─│⁸ ⌐╟

╡ ∆╢⁹ 

 

（出発時刻及び到着時刻の基準） 

 ≤ ─ │⁸ ─ ≢ ∆╢ ≤∆╢⁹ 

 ⌐╟╡ ⇔√ ⅜⁸ ⅜ ╟╡ ⁸ ⅜ ╩ ⅎ╢ │⁸

─ ╩ ⅎ╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 

第３章 国内出張の旅費 

 

（近距離地域の旅費） 

 ┘ ◐꜡ⱷכ♩ꜟ ─ ⌐≈™≡│⁸ ⁸Ᵽ☻ ⁸⸗ⱡ꜠כ

ꜟ ┘⌐ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹√∞⇔⁸ ⅜ ─ ⌐№╢

│ ⇔⌂™⁹ 

 



 

- 77 - 

 

（近距離地域以外の旅費） 

 ╩ ╗⁹ ┘ ₈ ₉≤™℮⁹ ╩ ∆╢

╩ ⇔≡™╢ ╩ ∆╢ ≢⁸ ◐꜡ⱷכ♩ꜟ╩ ⅎ╢ ≢ ⌐ ∆╢↓

≤⅜ ⌂ │⁸ ─ ⌐ ⇔⁸ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹↓─

⁸ ⅜№╢≤⅝│⁸ ╙ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹√∞⇔⁸ ⅜

─ ⌐№╢ │ ⇔⌂™⁹ 

 ─ ⌐ ╘╢ ┼─ ≢⁸ ⌐ ∆╢↓≤⅜ ⌂ │⁸ ≤⇔≡

╩ ∆╢⁹ 

─  

⁸ ─ ⇔╞⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸

⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸

 

─  

⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ─ ⇔╞⁸ ⁸ ⁸

⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸  

─  

⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ─ ⇔╞⁸ ⁸ ⁸

⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸  

─  

⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸

⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸

⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸  

∕─  

≢⁸ ⅜ ╘√  

 Ᵽ☻ ⁸⸗ⱡ꜠כꜟ ┘⌐ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹√∞⇔⁸ ⅜ ─

⌐№╢ │ ⇔⌂™⁹ 

 ─ ⌐╟╡ ─ ╩ ⅎ√ ─ ⌐≈™≡│⁸ ◐꜡ⱷכ♩

ꜟ╩ ⅎ╢ ─ ─╖ ∆╢╙─≤⇔⁸ ⌐ ∂≡ ─ ╩ ≤⇔≡ ∆╢

↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 

          ╗  

   

     ╩ ℮ │⁸ │ ⇔⌂™  

,  

 

 

 │⁸ ◐꜡ⱷכ♩ꜟ╩ ⅎ╢ ╡ ─ ─╖ ∆╢╙─≤⇔⁸ ─ ╩

≤⇔≡ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 
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第４章 雑  則 

 

（参考資料） 

 ─ ⌐ √∫≡│⁸₈ ─ ₉ │₈ ♁ⱨ♩►▼▪₉ ╩

≤∆╢↓≤⁹ 

（その他） 

 ⌐⅔™≡ ⅜ ↕╣≡⅔╡⁸ ⅛╠ ─ ≤ ⌡

─ ≤⌂∫≡™╢ │⁸ ≤ ─℮ⅎ⁸ ─ ⌐╟╡

∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹√∞⇔⁸ │ ─ ≤∆╢⁹ 
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【資料３】 

 

助成事業に係る経費支出基準 

 

 

平成２６年２月６日 

  大阪府地域事務局  

 

 

 

 │⁸ ה ╙─≠ↄ╡ה ☻ⱦכ◘ה ⌐ ╢ ⌐⅔↑╢

─ ⌐≈™≡ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

 

β ─ │⁸ ⅝ ╩ ↄ⁹ ≢№╢⁹ 

 

 

１．人件費            ⅛≈⁸  ╩ ≤∆╢⁹ 

  √╡─ │⁸ ╩ ⇔⁸ ⌐ ⇔√ ⌐╟╡ ∆╢⁹ 

 

２．専門家謝金 

 ᵑ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ↓╣⌐ ∏╢ ─  

                ⌐≈⅝⁸ ╩ ≤∆╢⁹ 

 

 ᵒ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ♦כ◖

▫Ⱡ⁸כ♃כ ⁸ ⁸ ⁸ ─  

                ⌐≈⅝⁸ ╩ ≤∆╢⁹ 

 

 ᵓ ∕─           ⌐≈⅝⁸ ╩ ≤∆╢⁹ 

 

３．雑役務費           ⅛≈⁸  ╩ ≤∆╢ 

                │ ╩ ⁹ 

 

４．旅 費 

  ⅜ ╘╢₈ ─ ⌐ ∆╢ ₉⌐╟╢╙─≤∆╢⁹ 
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＜参考様式１＞   ⌐≡♥☻♩Ⱨכ☻╩ ⇔√  

補助対象物件受払簿（記載例） 

 

品 名 ： エ ポ キ シ 樹 脂  

 

年 月 日 
単

位 
入庫量 出庫量 在庫量 使用者 責任者 備考 

26 8 30 kg 300  300    
A ╟╡  

26 9 5 kg  120 180    
 

26 9 7 kg  80 100    
 

26 9 14 kg  80 20    
 

26 9 30 kg 300  320    
A ╟╡  

26 9 30 kg  100 220    
 

26 9 30 kg  220   0    
 

          

          

          

          

β ≢╙⁸ ─ ─√╘⌐ ≢ ⇔√ ╛ ≤⇔≡

─ ♥☻♩Ⱨכ☻ ╙ ה ─ ≤⌂╡╕∆⁹ 
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＜参考様式１＞ 

補助対象物件受払簿 

 

品 名 ：          

 

年 月 日 
単

位 
入庫量 出庫量 在庫量 使用者 責任者 備考 
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＜参考様式２＞ 

［技術導入費支出の場合］ ≤─ ─  β  

指 導 契 約 書 

収 入 

印 紙 

 

 ₈ ₉≤™℮ ≤ ₈ ₉≤™℮ │⁸ ─≤⅔╡ ╩

∆╢⁹ 

 

第１条 指導内容 

 │⁸ ⅜ ∆╢⁸₈▬○fi ⌐╟╢ ⌐ ∆╢ ₉⌐ ⇔≡⁸ ─ ⌐

⅝⁸ ─ ⌐≈™≡ ╩ ℮≤≤╙⌐⁸ ⌐ ∂≡ ─ ⁸ ╩ ℮╙─≤∆╢⁹ 

 ▬○fi ─  

 ▬○fi─ ↔≤⌐ ⌂  

 ─  

 

第２条 指導期間 

 │⁸    ⅛╠    ╕≢─ ≤∆╢⁹ 

 

第３条 指導時間数及び指導料 

 ┘ │⁸ ─≤⅔╡≤⇔⁸ ⌐∕─ ─ ⌐ ∆╢ ╩⁸ │ ─

∆╢ ⌐ ╡ ╗╙─≤∆╢⁹ 

 ═           

             

 №√╡─        

 

第４条 その他 

 ⌐ ╘─⌂™ ⌐≈™≡│⁸ ─ ⌐ ≠⅝⁸ ⁸ ─ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 

 ─ ╩ ∆╢√╘ ╩ ⇔⁸ ─℮ⅎ ⁸ ⁸ ╩ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 

         

                    ↕™√╕ ủ ủ 

                       

                             

 

                    ủ ủ ủ 

                            

 

β ⌐ ─ ⅜ ╡⁸∕∟╠╩ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™ │⁸ ⌐ ┼

⇔≡ↄ∞↕™⁹ 
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参考様式3 【人件費】

機械設計部
金型　二郎

直近１年 2013年4月 ５月 ６月 賞与 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 賞与 １月 ２月 ３月 合　計

基本給 263,000 263,000 263,000 263,000 263,000 263,000 263,000 263,000 263,000 263,000 263,000 263,000 3,156,000

賞与 23,000 23,000 46,000

家族手当 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000

住居手当 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000

通勤手当 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 96,000

役付手当 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000

職階手当 0

皆勤手当 0

能率手当 0

0

0

役員報酬の

内給与相当分
0

総支給額 296,000 296,000 296,000 23,000 296,000 296,000 296,000 296,000 296,000 296,000 23,000 296,000 296,000 296,000 3,598,000

直近１年 2013年4月 ５月 ６月 賞与 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 賞与 １月 ２月 ３月 合　計

健康保険 15,090 15,090 15,090 12,072 15,090 15,090 15,090 15,090 15,090 15,090 12,072 15,090 15,090 15,090 205,224

厚生年金保険 25,680 25,680 25,680 20,544 25,680 25,680 25,680 25,680 25,680 25,680 20,544 25,680 25,680 25,680 349,248

雇用保険 2,550 2,550 2,550 2,040 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,040 2,550 2,550 2,550 34,680

介護保険 2,325 2,325 2,325 1,860 2,325 2,325 2,325 2,325 2,325 2,325 1,860 2,325 2,325 2,325 31,620

児 童 手当 拠出

金
0

労災保険

0

0

計 45,645 45,645 45,645 36,516 45,645 45,645 45,645 45,645 45,645 45,645 36,516 45,645 45,645 45,645 620,772

2013年4月 ５月 ６月 賞与 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 賞与 １月 ２月 ３月 合　計

168 168 160 186 176 152 176 160 152 152 152 160 1,962

中小企業・小規模事業者ものづくり商業・サービス革新事業に係わる従事者の給与実績は上記の通りであることを証明します。

平成　　年　　月　　日

時間単価算出のための人件費対象者賃金台帳

【事業者負担分の年間法定福利費】

月毎の所定

労働時間

就業規則の賃金支給に含まれる手当。但

し、時間外手当は含みません。 

（事務処理の手引き P.75） 

※法定福利費は事業主負担分のみを記載してください。

法定福利費は加算しないことも可能です。 

※算出根拠となる期間で、雇用調整助成金や休業

補償給付等を活用された場合は、その部分につい

ては対象外です。記入しないでください。 
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＜参考様式４＞ 

【作業週報】参考様式 

 

26 年 9 月 氏　名

※　勤務時間 8 時から 17 時 休憩時間 12時－13時 所定勤務時間 　8　時間

業務
時間数
【所定】

9 月 - 2
12 日 - 2

-
【超過】

- 1
5

【所定】
9 月 -

13 日 -
-

【超過】
-

【所定】
9 月 - 3

14 日 - 1:40
-

【超過】
-

4:40
【所定】

9 月 - 3
15 日 -

-
【超過】

-
3

【所定】
9 月 -

16 日 -
-

【超過】
-

1
【所定】

月 -
日 -

-
【超過】

-

【所定】
月 -
日 -

-
【超過】

-

※所定勤務時間計　　　時間　　超過勤務時間計　　　時間　　　実働計　　　時間

平成　　年　　月　　日
　上記報告に基づき、適格に業務を遂行したことを証します。

補助事業者
責任者役職及び氏名　　　　　　　　　　　　㊞

小　計

（木）

（　）

（金）

（　）

（火）

（水）

【所定勤務時間】

【超過勤務時間】

小　計

小　計
【所定勤務時間】

【超過勤務時間】

小　計
【所定勤務時間】

【超過勤務時間】

小　計
【所定勤務時間】

・サービス開発の概略設計
　　　図面・フローチャート等は別途保管
・概略設計に基づき、分析・検討
　　　検討内容は○○○、△△△

14:00 17:00

【超過勤務時間】

小　計
【所定勤務時間】 ・サービス開発に係る費用に検討

　　　検討内容は○○○、□□□
・ユニバーサルデザイン、ユニバーサルサービスの検討
　　　検討内容は○○○、△△等

9:00 12:00
14:00 15:40

【超過勤務時間】

【所定勤務時間】

17:15

【超過勤務時間】

【所定勤務時間】

・○○精度の試験。試験はJIS△△に基づき実施
・○○に係る技術改技出席（議事録は別途保管）

・○○の最適化実験の検討。検討内容は○○、△△等
　　　　　　　　　（詳細は別途保管）

10:00 12:00
13:00 15:00

【超過勤務時間】

小　計

11.66　時間 超過勤務時間計　　１　時間 実働計　　12.66　時間

（月）

18:15

職員人件費対象者補助事業作業週報

                          ㊞

月日 業務時間 業務内容

開発上の実験データ・図表・グラフ、製作する図

面・仕様書・部品の一覧表、開発者の研究ノート、

打合せ等の議事録などは、整理・保存してくださ

い。（５年間保存） 

給与のメ日に合わせてください。 

１５日がメ日の場合、１６日以降は

別葉としてください。 

合計で時間単位に変更し、少数第２

位まで（第３位で切り捨て）にして

ください。 

測定、検討、調査、図面作成等と記入するだ

けでなく、その内容を記入してください。 

各企業の就業規則に基づき、時

間を記入してください。 
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＜参考様式５＞ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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＜参考様式６＞ β ⁸ ╩ ∆╢  

  年  月  日 

 

○○○会社 

代表者 ○ ○ ○ ○ 様 

 

見積書提出のお願い 

 

補助事業者名          ㊞ 

 

 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業に係る補助金の委託事業（外注）につ

いて、下記の仕様に基づき見積書を提出してください。 

 

記 

 

１．題 名 

 β ה ╙─≠ↄ╡ה ☻ⱦכ◘ה ⌐ ∆╢ ∆╢ ╩ ⇔ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

２．仕 様 

別紙のとおり。 

 

３．要 件 

  β≢⅝╢∞↑ ╩ ⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

（１） 

 

（２） 

 

（３） 

 

４．提出書類及び部数など、委託（外注）内容に応じて詳細に記載すること。 

  委託（外注）先事業見積書  １部 （貴社の概要書を添付） 
 

５．提出締切日 

      年  月  日 
 

６．提出先 

 

以 上  
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＜参考様式７＞ 

平成  年  月  日 

大阪府地域事務局 

大阪府中小企業団体中央会 

  会長 岡本 楢雄 様 

申請者住所（〒    ） 

（本社所在地） 

名   称 

                      代表者氏名（役職及び氏名）       ㊞ 

連絡担当者（職名及び氏名) 

 

平成２５年度中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新補助金 

に係る業者選定理由書 

 

  中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新補助金の事業実施に当たり、下記のとおり業者

を選定いたしました。 

 

１．業務内容 

（１）費 目 

（例）機械装置費など 

（２）内 容 

（例）〇〇装置など 

 

２．選定業者名 

（例）△△株式会社 

 

３．選定理由 

(例) 

・本補助事業において購入する○○装置は、本事業の目的である表面荒さ○○ミクロン（１時間あたり１０ｋｇの加工など）を

達成するため○○の精度（速度など）を必要とする 

・本性能を満たす設備について、○○社のカタログ（ヒヤリングなど）をもとに社内で検討（検討会議開催など）した結果、

この仕様を満たすものは、○○製の○○装置（型番××）のみであると判断した。 （設置スペース、既存設備との組み合

わせ、省エネ等も総合的に判断して、○○製の○○装置（型番××）が適切と判断した。）など 

・これまで弊社では、同種の○○装置など設備類は△△(株)から購入している。当該企業は○○加工に係る△△技術に非常に

優れており、××といった分野での実績もある。 

・当該企業は弊社の生産工程とノウハウを熟知しており、本装置の細部の仕様決定や導入後の工程開発、あるいは装置のメン

テナンスにおいても当該企業の知見が欠かせない。（既存設備と連動した仕様（管理システム、ＣＡＤ／ＣＡＭソフトなど）

としたり、今後工場全体の設備の保守管理を行うには、工場内設備を熟知する企業から購入する必要がある。） 

仮に他社から導入するとなれば、弊社の生産工程のノウハウが漏洩する可能性がある。 

・以上から、当該企業以外の事業者から調達する方法がないため、決定した。 

│⁸ ≤⇔≡ↄ∞↕™⁹  
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＜参考様式８＞ 

○○○○事業委託契約書 

  

  

 

 ₃₃₃₃ ủủủủ ≤™℮⁹ │⁸ủủủ

 ủủủ ≤™℮⁹ ≤ủủủủ ⌐≈™≡⁸ ─ ⌐╟╡ ╩ ∆╢⁹ 

 

 

（委託業務実施計画書の提出） 

 │⁸ ─ ⌐ ≠⅝⁸    ⅛╠    ╕

≢─ ⌐ ╩ ⇔⁸ ⌐ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 

（契約金額） 

 │⁸     ≤⇔⁸ ⌐≈™≡│ ─≤⅔╡≤∆╢⁹ 

 

（委託業務実施計画書の変更等による契約変更） 

 │⁸ ⌐ ╢ ⌐ ↕╣√ ─ ─ ╩∆╢≤⅝│⁸№

╠⅛∂╘ ⌐ ⌐╟╡ ╩ ⇔⁸∕─ ╩ ↑⌂↑╣┌⌂╠⌂

™⁹√∞⇔⁸ ⌂ ⌐≈™≡│⁸↓─ ╡≢│⌂™⁹ 

 

（委託業務の実施） 

 │⁸ ⌐╟╡ ╩ ↑√ ┘ ─ ⌐ ∫≡⁸ ╩

⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 

（委託業務完了の報告） 

 │⁸ ⅜ ⇔√≤⅝│⁸ ─ ⅛╠ │ ─ ⇔√ ╩

╗⁹ ─™∏╣⅛ ™ ╕≢⌐⁸ ⌐╟╡ ┘

⌐ ╩ ⌐ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 

（経費使用明細書の提出） 

 │⁸ ─ ─ ─ ⅛╠ ⌐ ─ ∆╢ ─ ╩ ⇔≡⁸

₈ ₉≤™℮⁹ ╩ ⌐ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 │⁸ ⌐ ↕╣√ ─ ⌐ ≠™≡ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 

（検 査） 

 │⁸ ┘ ╩ ⇔√≤⅝│⁸ ─ ⌐≈™≡ ╛⅛⌐

╩ ™⁸ ─ ⅝ ⇔╩ ↑╢╙─≤∆╢⁹ 

 │⁸ ─ ╩ ℮√╘⁸∕─ ⅜№╢≤⅝│⁸ ─ ⌐ ╩ ℮↓≤⅜≢

大学等の研究機関に所定の委託契約書様式がある

場合は、それを使用してください。 
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⅝╢⁹ 

 

（機密保持） 

 │⁸↓─ ─ ⌐╟∫≡ ╡ √ ⌐≈™≡⁸ ⌐ ╠⇔≡│⌂╠⌂™⁹ 

 

（権利、義務の譲渡） 

 │⁸↓─ ⌐╟∫≡ ∏╢ ─ ┘ ╩ ⌐ ⇔≡│⌂╠⌂™⁹ 

 │⁸ ⅝ ∆ ─ ⌐ ∕─ ─ ╩ ⇔≡│⌂╠⌂™⁹ 

 

（著作権） 

 ⅜⁸↓─ ⌐╟╡ ⇔√ │⁸ ⅜ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 

（契約の変更） 

 │⁸ ⅜№╢ │⁸↓─ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 ─ ⌐⅔™≡⁸ ╩ ∆╢ ⅜№╢≤⅝│⁸ ⇔⁸↓╣╩ ╘╢╙─≤∆

╢⁹ 

 

（契約金額の確定） 

 │⁸ ─ ─ ⁸ ─ ┘↓╣⌐ ⇔√ ⌐ ∆╢≤ ╘√≤⅝

│⁸ ⌐ ≠™≡ ─ ╩ ⇔⁸ ⌐ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 ─ │⁸ ⌐ ∆╢ ⌐ ╢ ⌂ ≤ ≤─™∏╣⅛ ™ ≤∆╢⁹ 

 

（委託費の請求及び支払） 

 │⁸ ╩ ∆╢≤⅝│⁸ ⅜ ─ ⌐╟╡ ─ ╩ ⇔⁸ ⌐ ⇔≡

⇔√ ⁸ ─ ∆╢ ─ ╩ ⇔√ ╩╙∫≡ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 │⁸ ─ ⌐╟╡ ╩ ⇔√ ⅛╠ ⇔≡ ₈ ₉≤™℮⁹

⌐ ⌐ ⇔√ ╩ ℮╙─≤∆╢⁹ 

 │⁸ ─ ╩ ⇔√ ⁸∕─ ─ │ ⅜ ≢№╢↓≤╩ ⇔√≤⅝│⁸

∕─ ╩ ⇔≡⁸∕─ ╩ ⌐ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢╙─≤∆╢⁹↓─ ⁸ ╩

⇔√ ⅛╠ ⅜ ─ ⇔√ ╩ ⇔√ ╕≢─ │⁸ ⌐ ⇔⌂™╙─

≤∆╢⁹ 

 

（概算払い） 

 │⁸ ⌐⅛⅛╦╠∏⁸ ⅜№╢ ⌐│⁸∕─ ╩ ⇔⁸ ⌐ ⇔

∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 │⁸ ⌐╟╢ ⅛╠─ ⅜ ≢№╢≤ ╘√≤⅝│⁸ ╛⅛⌐ ╩ ℮╙─≤∆╢⁹ 

 

（帳簿の記載等） 

 │⁸ ⌐ ⇔√ ⌐≈™≡⁸ ╩ ⅎ ╩ ⇔⁸∕─ ╩ ╠⅛⌐⇔

≡⅔⅛⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 │⁸ ─ ⌐ ∫≡⁸∕─ ╩ ∆╢ ╩ ⇔≡ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 
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（再委託） 

 │⁸↓─ ─ ╩ ⌐ ⇔≡│⌂╠⌂™⁹ 

 │⁸↓─ ⌐⅔™≡⁸∕─ ╩ ⌐ ⇔╟℮≤∆╢≤⅝│⁸№╠⅛∂╘ ─

╩ ⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 ⅜⁸↓─ ─ ╩ ⌐ ⇔√ ⌐⅔™≡╙⁸∕╣⌐╟╢ ─ ⌐≈™≡│⁸

│ ⌐ ⇔ ╩ ℮╙─≤∆╢⁹ 

 

（支払遅延利息） 

 ⅜⁸ ⌐ ╘╢ ⌐ ─ ╩⇔⌂™≤⅝│⁸ ∕─ ╛╗╩

⌂™ ⌐╟╢ ╩ ⅝⁸ ∆╢ ╕≢─ ⌐ ∂⁸∕─ ⌐ ⇔≡ ─

≢ ⇔√ ╩ ≤⇔≡ ╦⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 

（違約金） 

 │⁸ ∕─ ╛╗╩ ⌂™ ⌐╟╠∏⁸ ⌐ ╩ ⇔⌂™≤⅝│⁸

─ ─ ⅛╠ ─ ╕≢─ ⌐ ∂⁸ ⌐ ⇔≡ ─ ≢

⇔√ ╩ ≤⇔≡ ⌐ ╦⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 

（不完全履行） 

 │⁸ ⌐╟╡ ⇔√ ┘ ─ ⅜ ≤ ⇔ↄ ⌂╢↓≤

╩ ⇔√≤⅝│⁸ ⌐ ⇔ ─ ≢ ↕∑╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 ─ ─ │⁸ ≤∆╢⁹ 

 

（甲の解除権） 

 │⁸ ─ ⌐ ⌐ ∆╢≤⅝│⁸ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

─ ⌐ ∆═⅝ ⌐╟╡⁸ │ ⁸ ─ ⁸⌂⅔ ╩ ∆╢

╖⅜⌂™↓≤⅜ ╠⅛⌐ ╘╠╣╢≤⅝⁹ 

⌐ →╢ ─╒⅛⁸↓─ ⌐ ⇔√≤⅝⁹ 

⅜⁸↓─ ⌐ ⇔≡ │ ─ ⇔ ≡╩⇔√≤⅝⁹ 

 │⁸ ─ ⌐╟╢ ─ ⌐╟╡ ╩ ↑√ │⁸ ⇔≡ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

 

（乙の解除権） 

 │⁸ ⅜↓─ ⌐ ╘╢ ⌐ ⇔√↓≤⌐╟╡⁸↓─ ─ ⅜ ⌐⌂∫√

≤⅝│⁸ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 

（その他） 

 ↓─ ⌐ ╘─⌂™ ⌐≈™≡│⁸ ⌐ ∂≡ ⇔≡↓╣╩ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

 

 

 ─ ≤⇔≡⁸ ╩ ⇔⁸ ─ ╩ ∆╢⁹ 
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                     ┘              

 

 

                     

                      

                     ┘              
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様式第１ 

 

平成  年  月  日 

 

 

○○○会社 

代表者 ○ ○ ○ ○ 殿 

 

 

                           住 所 

 

                           名 称 

                           代表者役職氏名            ㊞ 

 

 

 

○○○○事業変更計画承認申請書 

 

 

 上記の委託業務について実施計画を変更したいので、契約書第３条の規定により下記のとおり申請し

ます。 

 

記 

 

１．受託年月日及び金額 

２．業務の進捗状況 

３．計画変更の内容（理由） 

４．計画変更が業務に及ぼす影響 

５．計画変更後の経費の配分（新旧対比のこと） 

 

│ ─ │⁸ │ ─ ╩ ╘≡⁸↓─ ⌐ ∂≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 
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様式第２ 

平成  年  月  日 

 

 

○○○○会社 

代表者 ○ ○ ○ ○ 殿 

 

 

                           住 所 

 

                           名 称 

                           代表者役職氏名            ㊞ 

 

 

○○○○事業完了通知書 

 

 

 上記の委託業務について契約書第５条の規定により下記のとおり通知します。 

 

記 

 

１．受託年月日及び金額 

 

 

２．実施した委託業務の概要 

 

 

３．委託業務に要した経費 
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＜参考様式９＞ 

 

平成  年  月  日 

 

                       御中 

 

 

                                         貴氏名                        ㊞ 

 

 

専門家（※又は技術指導者）就任承諾書 

 

 

 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業に係る専門家（※又は技術指

導者）として就任することを承諾します。 

 

 

                           自宅（又は勤務先）※旅費算出の起点となる方を記載 

 

住所                    

 

                              TEL             

 

                                FAX                         

 

                           勤務先名                                     

 

                           同役職名                                     

 

                           同所在地                                     

 

                                TEL                         

 

                                FAX                         

 

個人情報保護方針 

 ご記入いただいたお名前、ご住所等の個人情報は、中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サー

ビス革新事業に係る謝金、旅費等の支払等一切の諸連絡等を行うために使用いたします。 

※ 技術指導者として委嘱する場合は、専門家就任承諾書を「技術指導者就任承諾書」としてご活用ください。 
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＜参考様式１０＞ 

専門家（※又は技術指導者）業務報告書 

 

                     専門家（※又は技術指導者） 氏名（                   ） 

実施年月日   平成  年  月  日 

実施時間    時  分 ～  時  分 

調査・指導対象先の概要（資料を添付のこと） 

 （名称） 

 （住所） 

 （面談者） 

 

 

 

  調査・指導事項と調査・指導の経過概要 

β ─ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 β β │ ↔≤⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

※ 技術指導者として委嘱する場合は、専門家業務報告書を「技術指導者業務報告書」としてご活用ください。
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＜参考様式１１＞ 

【旅費領収書】参考例１ 源泉徴収不要  ™─  

              β ─  

 

 

   ─  

   ─  

 

 ủ ủ ủ ủ 

─    │            

    ○  ○  ○  大学      教   授  全 国 一 郎   

    
             

 
           

 
                   

26. 7. 3      552.6   8, 750  5, 900  14, 650                                1  17,000   31, 650  

26. 7. 4 

..17  

    ⁿ  8, 750  5, 900  14, 650           14, 650  

                 

                 

    β              

       ( 200 )  5, 740            

        ( 200 )  5, 340            

        17,500  11, 800  29, 300         17,000   46, 300  

         
  ─ ╩ ⇔╕⇔√⁹ 

 

                        

 

                                 

 

 

 

 

 

  

46, 300  0  46, 300  

  
   

   

  

  

 
 
 

 
   

   
 

 
 
 

       │⁸ ⌐ ™ ─ │ ⇔≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 
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＜参考様式１１＞ 

【旅費領収書】参考例２ 源泉徴収不要  ™─  

             β ─ ⁸₈ ₉≤ ∆╢↓≤⁹ 

 

 

   ─  

   ─  

 

 ủ ủ ủ ủ 

─    │            

    ○  ○  ○  大学      教   授  全 国 一 郎   

    
             

 
           

 
                   

26. 7. 3      552.6   8, 750  5, 900  14, 650                                1  17,000   31, 650  

26. 7. 4     ⁿ  8, 750  5, 900  14, 650           14, 650  

                 

                 

    β              

       ( 200 )  5, 740            

        ( 200 )  5, 340            

        17,500  11, 800  29, 300         17,000   46, 300  

         
  ╩ ⌐⅔ ╡ ╖⇔╕∆⁹ 

 

                        

 

                

 

 

 

 

 

  

46, 300  0  46, 300  

  
   

   

  

  

 

  
   

   
 

 

 

       │⁸ ⌐ ™ ─ │ ⇔≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 



 

- 99 - 

 

＜参考様式１１＞ 

【旅費領収書】参考例３ 源泉徴収必要  ╩ ∆╢ ─   

β ─                    

   ─  

  ─  

 

   ủ ủ ủ ủ 

─    │            

    ○  ○  ○  大学      教   授  全 国 一 郎   

    
             

 
           

                     

26. 7. 3      552.6   8, 750  5, 900  14, 650                                1  17,000   31, 650  

26. 7. 4     ⁿ  8, 750  5, 900  14, 650           14, 650  

                 

                 

    β              

       ( 200 )  5, 740            

        ( 200 )  5, 340            

        17,500  11, 800  29, 300         17,000   46, 300  

         
  ─ ╩ ⇔╕⇔√⁹ 

 

                        

 

                                   

 

 

 

 

 

  
( ─ )  

46, 300  

 

4, 727  

( ─10.21 ╩ )  

 

41, 573  

  
   

   
 

 

 
 

( ⇔─ )  

17,000  

β  

 

1,735  

( ─10.21 ╩ )  

 

15,265  

  
   

   
 

 

 

│⁸ ⌐ ™ ─ │ ⇔≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

™⌐≈™≡│⁸ ⌐ ╩ ∆╢ │⁸ ≤ ─ ⌐ ⇔≡ ╩ ∫≡ↄ∞↕™⁹√∞⇔⁸ ─ ╛ ⌐≈™≡│⁸

─ ⌐ ⇔⁸ ⌐ ∫≡ↄ∞↕™⁹╕√⁸ ─ ⌐╙ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 
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＜参考様式１１＞ 

【旅費領収書】参考例４ ╩ ∆╢ ─   

β ─               

   （航空賃支給の場合） 

   ─  

 

 ủ ủ ủ ủ 

─    │            

    ○  ○  ○  大学      教   授  全 国 一 郎   

    
             

 
               

                    

 26. 7. 3          3.1km    160         160           31,8 90    490            1  17,000   49, 540  

    46.6km 1,070   1,070             1,070  

 26. 7. 4        46.6km 1,070   1,070           1,070  

         3.1km    160         160           31,8 90    490   ⸗ⱡ ,32    ꜟכ꜠  540  

                 

                  

                 

            2, 460    63,7 80  980     17,000   84, 220  

         
  ─ ╩ ⇔╕⇔√⁹ 

 

                        

 

                                

 

 

 

 

 

  

 

( ─ )  
84, 220  

 
 

8, 598  
( ─10.21 ╩ )  

 
 

75,6 22  

  
   

   
 

 

 

 
⇔─ )  

20,440  
β ┘

 

 
2,086  

( ─10.21 )  
18,354    

   

   
 

 

 │⁸ ⌐ ™ ─ │ ⇔≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

™⌐≈™≡│⁸ ⌐ ╩ ∆╢ │⁸ ≤ ─ ⌐ ⇔≡ ╩ ∫≡ↄ∞↕™⁹√∞⇔⁸ ─ ╛ ⌐≈™≡│⁸ 

      ─ ⌐ ⇔⁸ ⌐ ∫≡ↄ∞↕™⁹╕√⁸ ─ ⌐╙ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 
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＜参考様式１１＞ 

 

 

   ─  ─    │             

  
                   

年月日 出発駅 到着駅 宿泊地 
             

 
           

 
                    

                                                                            

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                          

         
  ─ ╩ ⇔╕⇔√⁹ 

 

                        

 

                                 

   β ─ │⁸  

 

 

 

 

 

  

   

  
   

   
 

 
 

 

  
   

   
 

 

 

⌐≈™≡│⁸ ⌐ ╩ ∆╢ │⁸ ≤ ─ ⌐ ⇔≡ ╩ ∫≡ↄ∞↕™⁹√∞⇔⁸ ─ ╛ ⌐≈™≡│⁸

─ ⌐ ⇔⁸ ⌐ ∫≡ↄ∞↕™⁹╕√⁸ ─ ⌐╙ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 
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＜参考様式１２＞ 

平成  年  月  日 

 

 

 

補助事業者名  御中 

○ ○ ○ ○ 

 

 

宿 泊 証 明 書 

 

 

 

【宿泊施設名】 

                                      ㊞ 

 

 

 

         下記のとおり宿泊したことを証明致します。 

 

 

 

記 

 

 

 

      １．宿泊日  平成○○年○○月○○日（○） 

 

 

 

      ２．宿泊者  ○ ○ ○ ○ 

 

 

 

 

 

⅜ ∂ ⌐ ⌐ ⇔√ │⁸ ╙ ≢∆⁹ 

─ ╩ ∆╢↓≤≢╙ ≢∆⁹  
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＜参考様式１３＞ 

（例）現金支払の場合 

  ※ 振込の場合は明細の添付があれば不要 

 

領   収   書 

 
 

  住 所   ○○県○○市○○町○○－○○－○○ 

                           全 国 一 郎  様 

 

 

 

 

 

※源泉（復興特

別所得税含む） 

 １０．２１％ 

 支 給 額        ４０，０００ 円 中小企業・小規模事業

者ものづくり・商業・

サービス革新事業に係

る専門家謝金 

 税   額          ４，０８４ 円 

 差引支給額        ３５，９１６ 円 

 

               上記金額領収しました。           平成  年  月  日 

                  ご自宅住所 〒○○○－○○○○ 

                ○○県○○市○○町○○－○○－○○ 

                 氏   名          全 国 一 郎        

 

                    補助事業者名  御中 
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＜参考様式１３＞ 

 

領  収  書 

 
 

  住 所 

 

                                                     様 

 

支 給 額                    円  

税   額                    円 

差引支給額                    円 

 

               上記金額領収しました。           平成  年  月  日 

ご自宅住所 〒 

氏   名                                   ㊞ 

 

                             補助事業者名      御中 
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＜参考様式１４＞ 

 

アルバイト契約書（又は覚書） 
 

 

 ủủủ╩ ≤⇔⁸ủủủ╩ ≤⇔≡⁸ ⌐ ⇔≡ ─≤⅔╡⁸ ╩ ∆╢⁹ 

 

 │⁸ ⌐ ─ ╩ ∆╢⁹ 

    ⅜ ∆╢₈ ה ╙─≠ↄ╡ה ☻ⱦכ◘ה ₉⌐ ∆╢ủủ

ủủủủ  

 

  ⅜ ⌐ ∆╢ │⁸ ─≤⅔╡≤∆╢⁹ 

                       

 

 ─ │ ─≤⅔╡≤∆╢⁹ 

√╡ủủủủ ⁹√∞⇔⁸ √╡ ╩ ≤∆╢⁹ 

⁸ ⁸ │ ⇔⌂™⁹ 

 

 │⁸ ⌐ ⇔⁸ ⌐₈ ה ╙─≠ↄ╡ה ☻ⱦכ◘ה ₉

⌐ ⇔√ ─ ╩ ─ ∆╢ ⌐ ™ ╗↓≤≤∆╢⁹ 

 

 ─ ⁸ │⁸ ⁸ ⇔≡ ∆╢⁹ 

 

 ↓─ ─ ┘ ⅜↓─ ╩ ╡╛╘√™ ⅜ ∂√ │⁸ ⁸ ─℮ⅎ⁸

∆╢⁹ 

 

 ↓─ ⌐ ╘─⌂™ ⌐≈™≡│⁸ ⁸ ⇔≡ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

 

 ─ ╡ ╩ ⇔⁸ ─℮ⅎ⁸ ╩ ∆╢⁹ 

 

       

 

 

                     

                      

                     ┘              
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＜参考様式１５＞ 

パート・アルバイト出勤簿及び業務内容 

出勤日・時間 
印 

主 な 業 務 内 容 

（詳細に記入すること） 月 日 曜日 時 間 実働時間 

 １    時  分～  時  分    

２    時  分～  時  分    

３    時  分～  時  分    

４    時  分～  時  分    

５    時  分～  時  分    

６    時  分～  時  分    

７    時  分～  時  分    

８    時  分～  時  分    

９    時  分～  時  分    

１０    時  分～  時  分    

１１    時  分～  時  分    

１２    時  分～  時  分    

１３    時  分～  時  分    

１４    時  分～  時  分    

１５    時  分～  時  分    

１６    時  分～  時  分    

１７    時  分～  時  分    

１８    時  分～  時  分    

１９    時  分～  時  分    

２０    時  分～  時  分    

２１    時  分～  時  分    

２２    時  分～  時  分    

２３    時  分～  時  分    

２４    時  分～  時  分    

２５    時  分～  時  分    

２６    時  分～  時  分    

２７    時  分～  時  分    

２８    時  分～  時  分    

２９    時  分～  時  分    

３０    時  分～  時  分    

３１    時  分～  時  分    

（氏名）        印  （住所）                     

上記のとおり勤務したことに相違ありません。 

   平成  年   月   日  補助事業者名 

責任者役職及び氏名         ㊞ 
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＜参考様式１６＞ 

 平成  年  月  日  

 

大阪府地域事務局 

大阪府中小企業団体中央会 

  会長 岡本 楢雄 様 

 

                                    申請者住所（郵便番号） 

                        （本社所在地） 

                                    氏   名（会社名） 

                   （代表者の役職及び氏名）               ㊞ 

                   連絡担当者（職名及び氏名） 

                                    電 話 番 号 

                                   Ｆ Ａ Ｘ 

                                   Ｅ － m a i l 

 

 

 

中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新補助金 

社名（所在地）等変更届出書 

 

 

 

 

 このたび、社名（所在地）等を下記のとおり変更したので届け出ます。 

 

 

記 

 

１．変更事項      社名の変更 

 

２．変更前       ○△工業有限会社 

 

３．変更後       □△工業株式会社 

 

 

⌐ ≤ ⇔⁸ √∞∟⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

─ ⇔╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

受付番号： 
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＜参考様式１７＞ 

 【元帳 記入例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （注）直接人件費を計上する場合も作成してください。 

■ 現金出納帳

9 24 100,000 100,000

10 8 30,000 70,000
8 29,300 40,700

11 27 390 41,090
12 2 100,000 141,090
12 5 50,000 91,090

 

預金出納帳

9 20 1,000,000 1,000,000

24 100,000 900,000
10 10 50,000 850,000

24 40,000 810,000
11 8 30,000 780,000

11 8,000 772,000
25 200,000 572,000

12 2 100,000 472,000
6 3,000 469,000

20 40,000 429,000
25 150,000 279,000

10 10 5,000 5,000

24 4,000 9,000
11 8 3,000 12,000

 11 9,000 3,000
12 6 3,000 0

20 4,000 4,000
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補助事業者のみなさまへ                                  

ה   ╙─≠ↄ╡ה ☻ⱦכ◘ה ╙─≠ↄ╡ ה

⁸ ₈ ₉≤™℮⁹ │⁸ ─ ╛ ─╙≤⌐ ↕╣≡⅔╡

╕∆⁹ 

₈ה  ⌐ ╢ ─ ─ ⌐ ∆╢ ₉ ₈  

₉≤™℮⁹  

╡ↄ≠─╙₈ה  ה ₉  

 

╡ↄ≠─╙₈ה  ה ₉  

⁹ ₈ ₉≤™℮⁹  

₈ה ה ╙─≠ↄ╡ה ☻ⱦכ◘ה ⌐ ╢ ₉

⁹ ₈ ₉≤™℮⁹  

 

 

 ≥╙≢│⁸ ─╖⌂↕╕⅜ ╩ ⌐ ↕╣╕∆╟℮⁸↓╣╠ ╩

⌐ ⇔⁸ ₈ ─ ⅝ ₈ ⅝₉≤™℮⁹ ₉≤⇔≡╕≤╘╕⇔√⁹ 

ה │⁸₈ ⅝₉╩ ↕╣√ ≢ ⌐ ╕╣╢╟℮⅔ ™™

√⇔╕∆⁹ 

 

 │ ⅜ ╘√╙─≠ↄ╡ ה

⌐ ≠⅝ ⅛╠─ ╩ ↑≡ ↕╣√ ⅛╠⁸ ─ ≤ ─ ╩ ™╕

∆⁹╟∫≡⁸ ⁸ ⌐╟╢ ⅜ ↕╣╢↓≤⅜№╡╕∆⁹ 

╩ꜟכꜟ  ∫≡ ⌐ ╩ ⇔≡™√∞↑╣┌ ╠ │№╡╕∑╪⅜⁸ ─ ⌐ ⅜

⇔√ ⌐│⁸ ╩ ⇔√ ⁸ ─ ─ ⅜⌂↕╣╢≤≤╙⌐⁸ ╩ ∫√

⅜ ↕╣╕∆⁹↕╠⌐⁸ ⅜ ╘╠╣√ ⁸ ⌐ ↕╣╢↓≤≤⌂╡╕∆⁹ 

 ─╖⌂↕╕⌐⅔⅛╣╕⇔≡│₈ ╩ꜟכꜟ╢№⌐₉⅝ ⇔≡™√∞⅝⁸ ⌐ ─ ⌐

⇔≡ↄ∞↕™⁹⌂⅔⁸ ╩ ℮⌐№√╡⁸↔ ⌂ ⅜ ≡⅝√ ⌐≈™≡│

⌐ ∏⅔ ™ ╦∑ↄ∞↕™╕∆╟℮⅔ ™™√⇔╕∆⁹ 
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補助事業の手続き等の流れ                        

採択内定から交付決定 

 

（１）交付申請（交付規程第５条） 

─ ⌐ ↕╣√ ─ ╩ ⇔⁸ ╘≡ ┘ ╩

⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹  

⌂⅔⁸ ⌐↔ ™√∞ↄ ⌐ ⅜№╢ ⌐│⁸ ─

⅜ ↄ⌂╢ ⅜№╡╕∆─≢↔ ↄ∞↕™⁹ 

 

 

 ∆╢ ─ ⅎ╩ ∏ ≢╙ ™√∞⅝⁸ ה ≤≤╙⌐

ה ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

（２）交付決定（交付規程第６条） 

≢ ↕╣√ ╩ ⇔⁸ ⅜⌂↑╣┌ ≢ ─ ⅝╩ ™

╕∆⁹₈  ₉ ⌐ ─ ╩╙∫≡⁸ ╩ ╘╢↓≤⅜≢

⅝╕∆⁹ ╩ ∆╢ ≢ ⌐ ∂≡ ⅛╠ ╩ ╠∑≡™√∞ↄ≤≤╙

⌐⁸╖⌂↕╕⅛╠╙↔ ⌂ ─ ╛ ⌂≥─ ─ ⁸ ╩ ∫≡™√∞⅝⁸

─ ⅝╩≤╢╟℮⌐⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

 ─ ה ⌐ ╢ │⁸ ≤⌂╡╕∑╪⁹ 

 ╟╡ ╩ ⇔╕∆─≢⁸ ≤⇔≡ ⇔⌂

™╟℮⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

該当費目 添付書類名 

① 直接人件費を補助対象とする場合 
直接人件費支出対象者一覧表（補助事業

計画書の別紙５） 

② 技術導入費を補助対象とする場合 
技術導入計画書（補助事業計画書の別紙

１） 

③ 外部機関に係る委託費を補助対象とする場合 
委託に係る計画書（補助事業計画書の別

紙３） 

④ 知的財産権等関連経費を補助対象とする場合 
知的財産権等取得書（補助事業計画書の

別紙４ 

⑤ 専門家謝金を補助対象とする場合 指導計画書（補助事業計画書の別紙２） 
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交付決定から随時 

 

（３）遂行状況の報告（交付規程第１２条） 

─ ─ ╛⁸ ─ ╖ ⌐ ╣⅜ ™⅛ ─ ─ ⌐≈™≡⁸

─ ⌐ ™₈  ₉╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

  ╕√⁸ ≤│ ≤⇔≡⁸ ╟╡⁸ ⌐ ⌐ ╢ ╩

∆╢↓≤⅜№╡╕∆─≢↔ ↄ∞↕™⁹ 

 

（４）中間監査（交付規程第２５条） 

⁸ ⅜ ⌐⅔ ™⇔⁸ ─ ה ⁸

─ ╩ ∆╢ ⅜№╡╕∆⁹ ∆╢ ─ │⁸ ─ ⌐╟╡

╕∆⁹ 

 

（５）計画の変更等（交付規程第９条） 

 

① 変更承認の申請 

─ ⁸╛╗╩ ∏⁸ ─ ⁸ ⁸ ⌐ ⅜ ∂╢ │⁸

╘⁸₈  ₉╩ ⌐ ∆╢↓≤⌐╟╡⁸

─ ╩ ↑⌂↑╣┌⌂╡╕∑╪⁹ │≢⅝╕∑╪⁹ ╩ ≤∆╢ │

─ ─ ⌐⁸╕∏│ ╕≢↔ ↄ∞↕™╕∆╟℮⅔ ™⇔╕∆⁹ 

 

② 中止（廃止）の申請 

╛╗╩ ⌂™ ⌐╟╡⁸ ╩ ∑↨╢╩ ⌂™ ⌐│⁸₈  

₉╩ ⌐ ∆╢↓≤⌐╟╡⁸ ─ ─

╩ ↑⌂↑╣┌⌂╡╕∑╪⁹ │≢⅝╕∑╪⁹ ╩⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂ↄ⌂∫√

│⁸ ─ ─ ⌐⁸╕∏│ ╕≢↔ ↄ∞↕™╕∆╟℮⅔

™⇔╕∆⁹  

 

③ 事業承継の申請 

─ ⁸╛╗╩ ∏ ─ ╩ ─ ⌐ ∆╢ ⌐│⁸ ∆╢

⅜₈  ₉≤№╦∑≡⁸₈ ─  ₉

╩ ⌐ ∆╢↓≤⌐╟╡⁸ ╘ ─ ╩ ↑⌂↑╣┌⌂╡╕∑╪⁹

│≢⅝╕∑╪─≢⁸ ─ ─ ⌐⁸╕∏│ ╕≢↔

ↄ∞↕™╕∆╟℮⅔ ™⇔╕∆⁹ 
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 （６）取得財産の管理・処分（交付規程第１７条、１８条） 

⁸ ⌐╟∫≡ ⇔ │ ⅜ ⇔√ ⅝ ─ ⁸

⁸ ┘∕─ ╩ ⇔╟℮≤∆╢ │⁸ ⌐₈  ₉

⌐╟╡ ─ ╩ ↑⌂↑╣┌⌂╡╕∑╪⁹ ─ ─ ⌐⁸╕∏

│ ╕≢↔ ↄ∞↕™╕∆╟℮⅔ ™⇔╕∆⁹ 

⌂⅔⁸ ⌐ ╢ ╩ ⇔√↓≤⌐╟╡ ⅜№∫√≤⅝│⁸ ⇔√ ─ │

⌐ ∆╢ ╩ ⌐ ⇔≡™√∞⅝╕∆⁹ 

╩ ⇔√ ⁸ ╩ ↑⌂↑╣┌⁸ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╕∑╪─≢⁸↔

ↄ∞↕™⁹ 

─ ⁸ ∆╢ ↔≤⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

（７）財産の無償譲渡等（交付規程第１９条） 

⌐ ╡⁸ ─ ≢№╢ ╩ ∆╢⌐ √╡

≤⇔≡ ⇔√⁸ ⁸ ─ ─ ─ ⅜ ⅝

─╙─ ─ ╩ ╘╢√╘⁸ ╩ ℮ ⁸ ⁸ │ ∆

╢↓≤⅜≢⅝╕∆⁹∕─ │⁸ ╩ ↑╢ ⅛╠₈  ₉

┘⁸ ⁸ │ ⌐⅔↑╢ ⅜╦⅛╢ ─ ╩ ↑ ╢↓≤⅜ ≢∆⁹

─ ╩ ℮ ⌐⁸╕∏│ ╕≢↔ ↄ∞↕™╕∆╟℮

⅔ ™⇔╕∆⁹ 

 

（８）事業の完了（交付規程第１３条）  

─ ≤│⁸ ≤⇔≡ ⌐╟╢ ─ ─ ⁸ ⁸ ─ ה

⅜ ≡ ⇔≡™╢↓≤╩ ⇔╕∆⁹ 

─ ⅜ ⇔ↄ⌂∫√ │⁸ ╛⅛⌐ ⌐ ⇔⁸

╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

（９）実績報告書（交付規程第１３条） 

─ ╩ ⇔√₈  ₉⌐№╦∑≡⁸ ╩

⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

╕≢⌐ ⅜ ↕╣⌂™ │⁸ ─ ⅜≢⅝╕∑╪─≢⁸ ╘⌐ ⇔⁸

╕≢⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

実績報告書提出後 

 

（10）確定検査（交付規程第１４条） 

─ ⌐ ≠⅝ ╩ ™⁸ ─ ה ⁸ ─ ╩ ⌐ ∆

╢ ⅜№╢ │⁸ ⅜ ⌐⅔ ™⇔╕∆⁹ 
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  ≤⌂╢ │⁸ ⌐ ⅛╠ ╕≢╩ ⇔≡™╢ ─℮∟⁸ ⅜№

╡⁸ ⌐─╖ ⇔√╙─⅜ ≤⌂╡╕∆⁹ ≢ ╘╠╣√ ≢№∫≡

╙ ⌐ ⇔√╙─│ ⌐⌂╡╕∑╪⁹ 

   ≢ ─ ≤ ⇔√ │ ≤⌂╡╕∑╪⁹╕√⁸ ⌂≥╙⁸

⇔√ ≢│⌂ↄ ⇔√ ─╖⅜ ≤⌂╡╕∆⁹⌂⅔⁸ ⌐⅔™≡⁸↓╣╠─

⅜≢⅝⌂™ ⌂≥│⁸ ⌐⌂╡╕∑╪⁹ 

 

（11）補助金の額の確定（交付規程第１４条） 

─ ┘ ─ ⁸ ⅜⌂↑╣┌⁸ ─ ╩ ⇔⁸₈  

₉╩ ╟╡ ⇔╕∆⁹ 

 

（12）精算払いの請求（交付規程第１５条） 

╩ ↑ ∫√ ≢⁸₈ Ί  ₉⌐╟╡⁸ ╩ ∫≡ↄ∞

↕™⁹ ─ │⁸ ─ ╩ ↑⁸⅛≈⁸ ─ ─ ≢⌂↑╣┌ ℮↓≤

⅜≢⅝╕∑╪⁹ 

⁸ ╟╡⁸ ⌐ ─ ╩

™╕∆⁹ 
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補助事業実施中の注意事項                        

 経理担当者や補助事業全体を統括する方は本項目を必ず熟読願います。 

また、試作品の開発等の現場で補助事業に従事される方も、ご理解願います。 

 

（１）物件の入手・代金の支払等に係る注意事項について 

─ ⌐≈™≡│⁸ ⌂ ─ ╩ ╢√╘⁸ ╩ ⇔√╙─≤⇔⁸

─ ⌐≈™≡│ ∏ ≢№╢ ╕≢⌐ ╕∑≡ↄ∞↕™⁹⌂⅔⁸

∕╣∙╣⌐≈™≡─ ⌂ ⌐≈™≡│ ─≤⅔╡≢∆⁹ 

 

① 物件の入手等に係る注意事項について 

  ╩ ∆╢ │ ≤⌂╡╕∑╪⁹ 

  ─ ⌐⁸ ─ ╩ ∏⌐ ⇔√ │

≤⌂╡╕∑╪⁹ 

  ┼─ │ ≤⌂╡╕∑╪⁹ 

⌐ ╩ ⅜ ⇔≡™╢ ╙ ≤⌂╡╕∑╪⁹ 

, , ⅝ ╩ ╡ ╗ ⁸ ⅝ ╩

⅜ ⇔√ ⁹ 

⌐ ∆╢ ╖    , ⌐≡  

⅝         

  ─ ╩ ≢⅝╢╟℮ ╩ ∫≡ↄ∞↕™⁹ ⅝ ─

╩ ∆╢ ⌐│⁸ ≤ ⌐⌂™ ─ ╩ ∫≡ↄ∞↕™⁹

⌂ ⌐╟╡ ⅜ ╣⌂™ │⁸ ╩ ⇔≡ↄ∞↕

™⁹⌂⅔⁸ ⅛╠ ╩ ™√™ ╙⁸ ─ ╩⅔ ™⇔╕∆⁹ ─ ⌂

⅝ ≤│⁸ ≢│⌂ↄ⁸ ⌐ ⅛╠ ∆╢╙─╩ ∑√ ╩™™╕∆⁹  

  ⌐ ⅛╠─ ╩ ℮ │⁸◌♃꜡◓⁸ ⁸ ─ ⌐≈™≡ ╩

∫≡ ⅎ⁸ ─⌂™╟℮⌐ ∆╢↓≤⅜ ≢∆⁹ 

  ╩ ℮ │⁸ ─ ⌐№√╡⁸ ─ ⅜ ∆╢ ─

─ ┘ ─ ╩ ⇔⁸ ⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

  ≤⌂╢ ה ה ⌐≈™≡│⁸ ⁸ ─ ╩

⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

  ⁸ ⌐⅔↑╢ ─ │⁸ ≤⌂╡╕∑╪⁹ 

⌐ ⅜№╢ │⁸ ╣⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

  ⌐ ╢ ⌐≈™≡│⁸₈ ₉╩╙∫≡ ≤⇔╕∆ ≢

│№╡╕∑╪⁹ ─≢⁸ ⌐ ≤⇔≡ ┘ ╩ ∆╢⌂≥⁸

╩ ⌐⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

② 代金の支払等に係る注意事項について 

─ ≤⌂╢ ≤│⁸₈ ⌐ ⌂ ≤⇔≡ ─ ╩ √╙─
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≢№╡⁸ │⁸ ⌐ ⇔⁸⅛≈⁸ ⌐ ⅜ ⇔

√ ₉─╖≢∆⁹ │⁸ ╟╡ ⌐ ⇔√ ⁸ ╟╡

⌐ ⅜ ╦╣√ │ ≤⇔≡ ╘╠╣╕∑╪⁹ 

│ ≤⇔⁸∕╣⅜ ⌂ │ ⌐╟╢ ╩ ∫≡ↄ∞↕™⁹ 

─ ≤─ ⌐╟╢ ⁸ ⌐╟╢ ⁸ ─ ⁸ ⁸ⱨ□◒♃ꜞfi◓

⌐╟╢ │ ╦⌂™≢ↄ∞↕™⁹ 

⌐ ╢ ≤∕╣ ─ ─™╦╝╢ ™│⁸ ╦⌂™≢ↄ∞↕™⁹ 

─ │⁸ ─ ╩ ∏ ↑ ∫≡⁸ ≤ ⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

─ ⌐ √∫≡│⁸₈ ₉⌐ ⅎ⁸₈ ₉ ┘₈

₉╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

 

（２）直接人件費に関する注意事項について 

≤│⁸ ─ ╩ ∂≡ ╩╙∫≡ ─ ⌐ ∆╢ ⅜

─ ⌐ ╦∫√ ₈ ₉≤™℮⁹ ⌐ ∆╢ ⅜ ≤⌂╡

╕∆⁹ ─╖─ │⁸ ≤⌂╡╕∑╪⁹ ↓↓≢⁸ ─ ⌐ ∆╢ ≤

│⁸ ≤⇔≡ ≤ ⅜ ┌╣≡™╢ ⌐ ╠╣╕∆⁹ 

β │ ⁸₈ ─ ⌐≈™≡₉ ┘₈ ⌐

╢ ₉ ⌐ ≠™≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

─ ⌐≈™≡│⁸ ─≤⅔╡≢∆⁹ 

 

【留意事項等】 

│⁸ ⅜ ╘√ ⌐ ∆╢ ⌂ ≤⇔⁸ ╟

╡ ⌐ ℮╙─╩ ≤⇔╕∆⁹ ◌ ╩╕≤╘≡ ∆╢↓≤│ ⁹  

─ ה ─ ה ⅜ ─ (

)≤⌂╢↓≤│≢⅝╕∑╪⁹ 

─ ⅜⁸ ⅛╠─ ≢№╡⁸ ⌐ ⇔≡ ─

⅜ ╦╣≡™╢ │⁸ ⁸ ⅛╠ ┼─ ─ ⁸ ─

─ ⌐╟╡ ⅜ ≢⅝╢╙─╩ ≤⇔╕∆⁹⌂⅔⁸ ⅛╠─

⌐≈™≡│⁸ ≤─ ╩ ™⁸ │ ┼─ ⌐

╟╡ ╩ ℮↓≤≤⇔╕∆⁹ 

─ │ ─ ≤⇔⁸ ⌐╟╢ │ ╘

╠╣╕∑╪⁹ 

─ │⁸ ⌐₈ ₉

─ ⌐ ↕╣√ ─╖⅜ ≤⌂╡╕∆⁹ ╩ ∆╢ │⁸

⌐╟╢ ⅜ ≢∆⁹ ─ │ ≢∆⁹  

─ ╩ ↕∑╢√╘─ ↔≤─ ⁸♃▬ⱶ

♪כ◌ ┘ ─ ⁸ ⅜ ≢∆⁹⌂⅔⁸ ⌐≈™≡│⁸ ╠ ⌐

⇔√↓≤⅜ ⌂ ≢⌂™ │⁸ ⌐│⌂╡╕∑╪⁹ 

─ ╩ ∆╢ ⁸ ─ ╩ ╡ ≡≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹╕√⁸
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─ ╙ ╡ ≡≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

─ ─ │ ⌐≈™≡│⁸ │⁸ ─

≤⇔╕∆⁹╕√⁸ ╩ ╘√ ⌐╟╡ ⇔√ ─ │⁸

⅜ ⌐ ∫√ ╩ ⅎ╢↓≤│≢⅝╕∑╪⁹ 

─ ≢№╢ ╕≢⌐ ╩ ⇔√ ─╖╩

≤⇔╕∆⁹ 

10 ↔≤─ ─ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 
 
 

（３）伝票類等の整理・保管について 

 

① 補助金関係手続きの整理・保管について 

⌐ ∆╢ ⌐≈™≡⁸╦⅛╡╛∆™╟℮ ≢ ה ╩⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 経理証拠書類の整理・保管について 

│⁸ ⌐ ∫√╙─∞↑╩ ⇔⁸ ⁸ ⁸ ─

ה ⌐ ⌐ ה ⇔≡ↄ∞↕™⁹╕√⁸ ─ ⌐│  ⱴכ◒≤

⌐ ∆╢ No.╩ ↑≡ↄ∞↕™⁹ 

─ ─ ⁸ ─ ⅜ ≢⅝⌂™ │ ≤⌂╠⌂™

⅜№╡╕∆⁹ ה ╡─⌂™╟℮ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

╕√⁸ │ ─ │ ⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

⌂⅔⁸ ─ ה ⌐≈™≡│⁸ ⁸ ╟╡ ⌐ⱨ□▬

ꜟ╩ ™√⇔╕∆─≢⁸ ⱨ□▬ꜟ⌐ ≠⅝ ╩ ∫≡ↄ∞↕™⁹╕√⁸ ⱨ□▬ꜟ⌐╟╢

─ │⁸ ⌐↔ ™√∞⅝╕∆₈ ₉─ No.⌐ ≠⅝⁸

⌐╙ ⇔╩≈↑ ╩ ∫≡ↄ∞↕™⁹ 

 

 

整理・保管すべき手続き書類 

ア．補助事業の事業計画書（控） 

 イ. 採択通知書 ※大阪府地域事務局から交付 

 ウ. 交付申請書（控） 

 エ. 交付決定通知書  ※大阪府地域事務局から交付 

オ. 遂行状況報告書（控） 

 カ. 計画変更承認申請書（控）※計画変更承認申請した場合のみ 

 キ. 計画変更承認通知書 ※計画変更承認した場合のみ大阪府地域事務局から交付 

 ク. 実績報告書（控） 

 ケ．確定通知書  ※大阪府地域事務局から交付 

 コ．精算払請求書 （控） 
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（４）補助対象物件等の整理・保管について 

↓↓≢│⁸ ╩ ∆╢⌐№√╡⁸ ─ ה ≢⁸ ⅎ╢═⅝ ─ ה

╛⁸ ─ ה ⌐≈™≡⁸ ≢ ↕╣╢ ↔≤⌐∕─ ╩ ≢

⇔≡™╕∆⁹ 

  ↓╣╠─ ⌐≈™≡│⁸ ≢№╢ ≤ ⌐  ⱴכ◒╩ ⇔⁸ ≤

╙ ─ ⁸ ⁸ ⌐ ה ╩⅔ ™⇔╕∆⁹ 

╕√⁸ ─ ⌐│∕─ ─ꜝⱬꜟ ╩ ⇔≡ ⇔╕∆⁹⌂⅔⁸₈ ₉

╩ ⇔√ ⌐│⁸₈ ─ ⌐ ∆╢ ₉

⌐ ≠⅝⁸ ≢№∫≡╙∕─ │⁸ ╩ ∫≡ ה

⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

↕╠⌐⁸ │╙∟╤╪⁸ ⌐⅔™≡│⁸ ─ ⌂ↄ⁸

ᵑ ─ ─ ⌐ ∆╢ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ᵒ ⌐ ∆╢ ⁸ ╩∆╢

↓≤│≢⅝╕∑╪─≢ ↄ∞↕™⁹ 

⁸ ⌂ ⌐≈™≡ ⇔╕∆⁹ 

 

① 原材料費で購入した物件等の整備・保管にあたって 

 

 

 

 

 

表示例    

 

─℮∟⁸∕─ ⅜₈ ה ₉ ≤⇔≡ ∆╢ │⁸

─ ╩⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

⌐≈™≡│⁸ ⇔√ ─ ─╖ ≤⌂╡╕∆⁹ ≤⌂╢ │⁸

⅛╠ ≤ ≢ ⇔√ ≤⌂╡╕∆⁹ ─ ≤ ─ ╩

≢ ≢⅝╢╟℮⌐⇔≡⅔⅝⁸ ─ │ ⌐⁸ ⁸ ╩

⌐ ₁ ⌐ ↕∑≡ↄ∞↕™⁹ ה ⌐ ╖ ╕╣╢ │⁸∕─ ⅜╦⅛╢╟℮⌐

╩ ∫≡⅔™≡ↄ∞↕™⁹ 

╕√⁸ ─ ⌐⅔™≡ ⇔√ ∂ ┘♥☻♩Ⱨכ☻ ─ │ ⇔≡ↄ

∞↕™⁹√∞⇔⁸ ─ ⌐⅔™≡ ⅜ ⌂ │⁸ ─ ⅜ ≢⅝╢

⌐╟╡ ≢⅝╕∆⅜⁸╕∏│ ⌐↔ ↄ∞↕™⁹ 

 

② 機械装置費で計上した物件等の整備・保管にあたって 

 

 

 

 

ア．補助対象物件受払簿を整備する。 

イ．購入物件の納品時の写真（種類ごとに全数を並べたもの）を撮る。 

ウ．容器等に、補 の表示を行う（シール、マジック等、表示例は枠外に記載）。 

エ．使用した試薬類の容器・包装類を保管する。 

ア．補助対象物件受払簿（機械装置等設備を製作する場合の部品）を整備する。 

イ．購入物件ごとの納品時等の写真を撮る。 

ウ．補助対象物件及び付属品に、 補 の表示を行う（シール、マジック等、表示例は枠外に

載）。 
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表示例    

 

⌐╟╡ ⇔√ │⁸ ╩ ∫≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹╕√⁸ │⁸

≤ ─ ╩ ∫≡⅔™≡ↄ∞↕™⁹ ─ ⌐ ╖ ╕╣╢

│⁸∕─ ⅜╦⅛╢╟℮⌐ ╩ ∫≡⅔™≡ↄ∞↕™⁹ 

 

③ 外注加工費を計上した物件等の整備・保管にあたって 

 

 

 

 

表示例    

 

│⁸ ⌂ ╡ ─ ╩ ∫≡ↄ∞↕™⁹╕√⁸≢⅝№⅜∫√ ╩⁸↕╠⌐

⁸ ⌐ ╖ ╗ │⁸∕─ ⅜╦⅛╢╟℮⌐ ╩ ∫≡⅔™≡ↄ∞↕™⁹ 

 

④ 技術導入費で計上した物件等の整備・保管にあたって 

 

  ╩ ↑╢ │⁸ ╩ ↑╢ ⌐⁸ ─ ╩ ∫≡⅔™≡ↄ∞↕™⁹ 

 

（５）補助対象物件の転用・試作品の無償譲渡について 

① 補助事業により取得し、効用が増加した処分制限財産の転用 

≢│⁸ ⌂ ╩ ≡ ╩ ∫≡ ╩ ℮↓≤≢⁸ ⌐╟╡ │

─ ⇔√ ה ─ ⅜ ℮↓≤⅜≢⅝╕∆⁹ 

∕╙∕╙⁸ ─ │₈ ₉⌐ ∫≡ ─ ᵑ ─ ─ ⌐ ∆╢ ⁸

⁸ ⁸ ⁸ ↑⁸ᵒ ⌐ ∆╢ ⁸ ╩™℮⁹ ╩ ℮↓≤⅜ ↕╣≡⅔╡⁸

╩ ↑∏⌐ ╩ ╗ ╩ ∫≡│⌂╠⌂™≤ ╘≡™╕∆⁹↕╠⌐⁸ ╩ ℮↓

≤≢ √ ⌐ ⇔≡│⁸ ─ ╩ ≤⇔√ ╩ ≠↑≡™╕⇔√⁹ 

⇔⅛⇔⁸ ⌐ ⌐╟╡ ↕╣√₈ ◦☻♥ⱶ─ ─ ⌐╟╢

─ ┘ ─ ⌐ ∆╢ ₉ ⌐╟╡⁸ ─ ⌐╟╢

⌐ ╢ ⅜ ⌐ ↕╣╢╟℮ ∆╢ ⅜ ╘╠╣╕⇔√⁹ 

∕╣╩ ↑⁸ ≢│⁸ ─₈ ⌐╟╡ ⇔ │ ─ ⇔√

─ ─ ™⌐≈™≡₉≤™℮ ⌐⅔™≡⁸ ╩ ↑╣┌⁸ ⅜ ╩ √

╢ ≤∆╢ ─ ╩ ⇔≡ ∆╢ ⌐ ∆╢ ה ╩ ─

─ ╩ ╦⌂™ ∆╢ ⁸ ╩ ℮↓≤≢ √ ⌐ ⇔⁸

↓╣╕≢│ ≤⇔≡™√ ╩ ∆╢≤™℮ ╩ ↑╕⇔√⁹ 

↓╣⌐╟╡⁸ ≢│⁸ ⌐╟∫≡ ⇔ │ ⅜ ⇔√ ⅝

─ ה ╩⁸ ─ ╩ ⇔≡ ∆╢ ⌐ ∆╢ │⁸₈

 ─ ₉⌐╟∫≡ ┼ ╩ ™⁸ ╩ ↑╢↓≤≢⁸

ア．補助対象物件受払簿（試作品開発に必要な原材料等再加工）を整備する。 

イ．加工品の納品時等（できる限り加工前後）の写真を撮る。 

ウ．補助対象物件に、 補 の表示を行う（シール、マジック等、表示例は枠外に記載）。 

 

 

ア．指導現場の写真（指導毎の記録写真）を撮る。 
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─ ⌐ ∆╢ ╩ ┼ ∆╢ ⅜ ↕╣╕∆⁹ 

［提出時期：精算払完了以降］ 

   ╩ ⁸ ╩ ↑⌂↑╣┌⁸ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╕∑╪─≢⁸↔ ↄ

∞↕™⁹ 

 

② 試作開発品等の無償譲渡、無償貸与又は無償供与 

  ≢│⁸ ⌐ ╡⁸ ⇔√ ─ ╩ ℮ ≢ כꜚ╛

כ◙ ⌐ ╩ ⁸ │ ∆╢↓≤⅜≢⅝⁸ ─ ╩ ╘╢√

╘⌐ ∆╢↓≤⅜≢⅝╕∆⁹ 

─ ≢№╢ ╩ ∆╢⌐№√╡ ≤⇔≡ ⇔√⁸

⁸ ─ ─ ─ ⅜ ⅝ ╩ ⅎ╢╙─ ╩

─ ≢ ⁸ │ ∆╢ │⁸ ╩ ↑╢ ⅛╠⁸ ─

┘ ⁸ ⁸ ─ ™ ⌐≈™≡ ⇔√₈  ₉ ┘⁸

⁸ │ ⌐⅔↑╢ ⅜╦⅛╢ ─ ╩ ↑≡ↄ∞↕™⁹∕╣╠ │

⌐ ⇔≡⅔⅝⁸ ╩ ⌐ ∆╢ ⌐⁸№╦∑≡

∆╢↓≤⅜ ≤⌂╡╕∆⁹ 

  ［提出時期：実績報告書提出時］ 

 

③ テスト販売 

♥☻♩ ≤│⁸ ⅜ ⌐╟╡⁸ ᵑ ─Ⱪ⁸ ☻כᵒ ⅜ ⇔

ↄ│ ╠ ╡ →√ ☻Ɑ⁸ ☻כᵓ ┼─ ⌂≥╩ ∂⁸ ↕╣√ ⌂≥≢

─ ⌐ ⇔≡ ╩ ⌐ ⇔⁸ ⁸ ─ ╩ ה ⇔⁸ ⌐

ה ╩ ⅎ≡ ⌂ ה ⌐ →╢√╘─ ╩™™╕∆⁹  

♥☻♩ ⌐≈™≡│⁸ ─ ╩∆═≡ √∆ ⌐─╖ ╘╠╣╕∆⁹ 

⌂⅔⁸♥☻♩ ─ ⌐ ™ ⅛╠ ╩ ⇔ ™√ ⅜ ⇔√ ⌐│⁸

╩ ⅛╠ ⇔ ™≡ ∆╢↓≤≤⌂╡╕∆⁹ 

 

【補助対象の要件】 

ủ ♥☻♩ ─ ⅜ ⌡ ◌ ≤⌂╢╙─⁹ 

ủ ♥☻♩ │⁸ ─ ┘ ─ ≢ ╦⌂™╙─⁹ ─ ⁸

─ ╩⇔√ ╩ ↄ⁹  

ủ ♥☻♩ ⌐│₈♥☻♩ ₉⌂≥≤ ─ ≤♥☻♩ ≤⅜ ≢⅝╢╟℮⁸

♥☻♩ ≢№╢ ╩ ∆╢↓≤⅜ ⌂╙─⁹ 

ủ ♥☻♩ ─ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢╙─ ▪fi◔כ♩ ⁹ 

ủ ⌐ ⇔≡▪fi◔כ♩ ─ ╩ ™⁸♥☻♩ ─ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢╙─⁹ 

 

 

（６）作業週報等の整理について（試作開発を現場で行う方へ） 

╩ ∆╢⌐№√∫≡│⁸ ≤ ╩ ⌐⇔≡ ∆╢ ⅜№╡╕∆⅜⁸↓↓≢

│ ⅜ ℮═⅝↓≤╩ ⇔≡™╕∆⁹ 
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① 試作品等の開発記録の整理・保存について 

⌐ ∆╢⌐№√╡⁸ ⇔√ ╩ ⇔⁸ ∆╢ ⅜№╡╕∆⁹ ─

⌂≥╩ ה ⇔≡ↄ∞↕™ ⁹ 

 

ה   ─ ה♃כ♦ הⱨꜝ◓ה  

ה   ∆╢ ─ ה ┘ ─  

ה   ─ⱨ▫כꜟ♪ⱡכ♩ 

ה   ה ∑─              ⌂≥ 

 

② 書類整備等について 

⌐≈™≡│⁸ ≤╙ ─ ⁸ ⁸ ⌐ ⌐ ה ╩

⇔≡ↄ∞↕™ ─ ⌐⁸ ╩ ⇔╕∆ ⁹ 

 

③ 補助対象物件の管理等について 

⌐╟╡ ⇔⁸ │ ─ ⇔√ ⌐≈™≡│⁸ ─ ⌐⅔™≡╙⁸

⌂ ─ ╩ ∫≡ ⇔⁸ ─ ⌐ ∫≡⁸∕─ ⌂ ╩ ∫≡ↄ∞↕™⁹ 

─ ⌐№√∫≡│ ╩ ∫≡™√∞ↄ≤≤╙⌐⁸ ≢№╢↓≤⅜╦

⅛╢╟℮ꜝⱬꜟ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹╕√⁸ ≢ ⇔√ ─ ה ╛ ∂

┘♥☻♩Ⱨכ☻ ─ │⁸ ∑∏⌐ ⇔≡⅔™≡ↄ∞↕™⁹ 

 

④ その他 

≥⅔╡─ ╩ ⌐ ∆╢↓≤⅜ ≤⌂╡╕∆⁹√∞⇔⁸ ─ ≢∆─

≢ ≡⅜ ⌐™ↄ≤╙ ╡╕∑╪⁹╛╗╩ ∏ ╩ ∆╢ │⁸ ─ ⅜

≤⌂╢√╘⁸ ⌐ ┼ ╩ ╡⁸ ─ ╩ ≡ↄ∞↕™⁹ 

∕─ ⁸↔ ⌂ ⅜ ⇔√ ⌐│⁸╕∏│ ⌐↔ ↄ∞↕™╕∆

╟℮⅔ ™⇔╕∆⁹ 
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補助事業終了後の義務                          

 

（１）財産処分の承認申請（交付規程第１８条） β ─ ⁸ ∆╢  

⌐╟∫≡ ⇔ │ ⅜ ⇔√ ⅝ ─ ⁸ ⁸ ┘

∕─ │⁸ ╙ ─ ⇔⌂↑╣┌⌂╡╕∑╪⁹╕√⁸∕╣╠╩ ⇔╟℮

≤∆╢ │⁸ ⌐₈  ₉⌐╟╡ ┼ ╩ ∫≡⁸

╩ ╢↓≤≢│∂╘≡ ∆╢↓≤⅜≢⅝╕∆⁹ ∆╢↓≤⌐╟╡ ⅜№╢≤⅝│⁸ ⇔

√ ─ │ ⌐ ∆╢ ╩ ⌐ ∆╢↓≤⌐⌂╡╕∆⁹ 

√∞⇔⁸ ─ ╩ ⇔≡ ∆╢ ⌐ ∆╢√╘⌐ ה ⌐ ╢⁹

╩ ─ ─ ╩ ╦⌂™ ╩™℮⁹ ∆╢ │⁸

₈  ─ ₉⌐╟∫≡ ⌐ ┼ ╩ ™⁸ ╩ ↑

╣┌⁸ ─ ⌐ ∆╢ ╩ ┼ ∆╢ ⅜ ↕╣╕∆⁹ 

 

ᵑ  ─ ⌐╟╡ ⇔⁸ │ ⅜ ⇔√ ─ ⌐≈

™≡│⁸₈ ─ ⌐ ∆╢ ₉

┘₈ ⌐╟╡ ⇔⁸ │ ─ ⇔√ ─ ₉

┘⌐ ⌐╟╡ ⇔ │ ─ ⇔√ ─ ─

™⌐≈™≡₉ ה ה ⌐ ╘╢≤⅔╡≤⇔╕∆⁹ 

ᵒ ⅜ ╩ ∆╢ │⁸ ─ ╩ ⇔╕∆⁹ 

ᵓ ⌐⅔↑╢ ⌐╟╢ ┼─ ─ ─ │⁸

─ ⌐╟╡╕∆⁹ 

 

Ｅ （Ａ Ｂ）
Ｄ

Ｃ
 

↓↓≢ ₁─ ─ │ ─≤⅔╡≤∆╢⁹ 

Ａ：当該財産処分したことにより得た収入、ただし、目的外使用する場合は、減価償却資産の耐用年数

等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した

財産の処分制限期間（昭和５３年通商産業省告示第３６０号）に基づき減価償却（定額）した後の価

格をもって処分したことにより得た収入とみなす。 

Ｂ：処分のための撤去費等の費用 

Ｃ：当該処分財産に係った補助対象経費…交付規程様式第６の別紙２の経費支出明細＜経費明細表＞の

うち「実績額（Ｂ）」欄から求める。 

Ｄ：Ｃに対する当該補助金の確定額 

Ｅ：大阪府地域事務局への納付金額 

 

 ᵔ ≢ ∆╢ ╩ ⌐ ∆╢ ─ ™⌐≈™≡ 

   ╩ ∆╢√╘ ⇔ↄ│ ╡─ ⌐╟╡ ─√╘ ⌂

╩∆╢ ⌐ ╡⁸ ⌐ ∆╢↓≤╩ ⌐ ╘╠╣╕∆⁹ 

  ▪ ⌐ ∆╢ ₈ ₉ ─  ─
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─ ⌐⁸ ┘ ≢ ∆╢ ╩ ⌐ ∆╢ ≢

№╢ ┘ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

  ▬ ⌐ ∆╢ ₈ ₉

─ ⌐ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

► ⌐ ∆╢ ₈ ₉ ⌐ ╩

⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

［提出期限：事前承認  提出部数：１部、提出先：大阪府地域事務局］ 

 

（２）事業化状況・知的財産権等報告書の提出（交付規程第２０条、２１条） 

（補助事業年度終了後５年間） 

 

⁸ ─ ─ ⌐≈™≡⁸₈ ה 

₉ ┘₈ ─ ₉╩ ∆╢ ⅜№╡╕∆⁹ 

─ ╕≢ ╩ ⇔√ ⁸ ─ │

≢№╡⁸ ⌐≈™≡│ ─≤⅔╡≢∆⁹ 

⌂⅔⁸ ⌐ ∆╢ ⌐≈™≡│⁸ ⌐ ⇔√ ─ ╩ ™≡ↄ∞↕

™⁹ 

   ［提出部数：１部、提出先：大阪府地域事務局］ 

 

事業化状況・知的財産権等の報告対象期間 提出期限 

交付決定日    ～平成２８年３月３１日 

平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日 

平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日 

平成３１年４月１日～平成３２年３月３１日 

平成２８年６月３０日 

平成２９年６月３０日 

平成３０年６月３０日 

平成３１年６月３０日 

平成３２年６月３０日 

 

 

（３）収益納付（交付規程第２２条） 

─ ⌐╟╡⁸ ⅜№╢≤ ╘╠╣╢ ⁸ ─ ╩ ⌐

∆╢↓≤⌐⌂╡╕∆⁹ │⁸ ╩ ≤⇔╕∆⁹ 

⌐ ≠ↄ ⌐╟╢ ┼─ ─ ─ │⁸ ⌐╟

╢╙─≤⇔╕∆⁹ 

 

 

（４）成果の発表（交付規程第２３条） 

⅜ ⇔√ ⁸ ─ ⌐≈™≡⁸ ╛ ⌂≥≢ ╩ ∆╢ ⅜№╡

╕∆⁹ ⅜ ─ ─ ╩ ╢ ╩ ⇔√ │⁸ ⇔⌂↑╣┌⌂

╡╕∑╪⁹ 
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＜収益納付の算定方法＞ 

補 助 事 業

に 要 し た

経費 

補 助 金

確 定 額

(A) 

補助事業

に係る本

年度売上

額 

補助事業

に係る本

年度収益

額(B) 

控 除 額

(C) 

本年度ま

での補助

事業に係

る支出額

(D) 

基準納付

額(E) 

前年度ま

での補助

事業に係

る大阪府

地域事務

局への累

積納付額

(F) 

本年度納

付額(G) 

備 考 

          

β  ה ╟╡  

 

① 「補助事業に係る本年度収益額：（Ｂ）」とは、補助事業の実施成果の事業化、知的財産権等の譲

渡又は実施権の設定及びその他当該補助事業の実施結果の他への供与による本年度の総収入額（補助

事業の完了した日の属する会計年度の翌会計年度については、当該会計年度以前の収入額を加算した

額とする。）から総収入を得るに要した額を差し引いた額の合計額をいいます。 

  なお、（Ｂ）が０又はマイナスの場合には、（Ｃ）、（Ｄ）、（Ｅ）、（Ｇ）の項目については、

記載しないでください。 

 

② 「控除額：Ｃ」とは、補助事業に要した経費のうち、補助事業者が自己負担によって支出した額

（補助事業に要した経費 － 補助金確定額）をいいます。 

  なお、補助事業終了後、翌々年度以降の控除額の算出については、自己負担によって支出した額か

ら補助事業年度終了より前年度までの補助事業に係る収益の累積額を差し引いた額（自己負担額 － 

前年度までの収益累積額）をいいます。ただし、控除額は自己負担によって支出した額の範囲内と

し、前年度までの補助事業に係る収益の累積額が自己負担によって支出した額と同額以上となった場

合には、本年度の控除額は０とします。 

 

③ 「本年度までの補助事業に係る支出額：Ｄ」とは、補助事業に要した経費及び補助事業年度終了以

降に追加的に要した補助事業に係る経費の合計額をいいます。 

 

④ 「基準納付額：Ｅ」とは「補助事業に係る本年度収益額：Ｂ」から「控除額：Ｃ」を差し引いた額

に、「補助金確定額：Ａ」を乗じ、「本年度までの補助事業に係る支出額：Ｄ」で除した額をいいま

す（Ｅ＝（Ｂ－Ｃ）Ａ／Ｄ）。 

 

⑤ 「前年度までの補助事業に係る大阪府地域事務局への累積納付額：Ｆ」とは、前年度までの収益に

伴う納付金及び財産処分に伴う納付金の合計額をいう。 

 

⑥ 「本年度納付額：Ｇ」とは、「基準納付額：Ｅ」と「累積納付額：Ｆ」の合計額が「補助金確定

額：Ａ」を超えない場合には、基準納付額が本年度納付額となる。また、「基準納付額：Ｅ」と「累

積納付額：Ｆ」の合計額が「補助金確定額：Ａ」を超える場合には、「補助金確定額：Ａ」から「累

積納付額：Ｆ」を差し引いた残額が本年度納付額となります（Ａ＞Ｅ＋ＦならばＧ＝Ｅ 、Ａ≦Ｅ＋

ＦならばＧ＝Ａ－Ｆ）。 
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（５）補助事業に関する情報の変更等 

 

① 補助事業の承継 

─ ⁸╛╗╩ ∏ ─ ╩ ─ ⌐ ∆╢ ⌐│⁸ ∆╢

⅜₈  ₉≤№╦∑≡⁸₈ ─  ₉╩

∆╢↓≤⌐╟╡⁸ ╘ ╩ ↑⌂↑╣┌⌂╡╕∑╪⁹╕∏│ ╕≢↔ ↄ∞↕

╢╟℮⌐⅔ ™™√⇔╕∆⁹ 

 

② 補助事業者の社名等や所在地の変更等 

─ ⁸ ─ ╩ ⇔√ │⁸ ─ ⇔≤

╩ ╛⅛⌐ ⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

会計検査院による実地検査について                            

│ ─ ⁸ ┘ ─ ─ ⌐≈™≡⁸ ─ ≢№╢

─ ╩ ↑╢ ⅜№╡╕∆⁹ ─ ⁸ ⌐≈™≡│⁸ ⁸

╟╡ ⇔╕∆⁹ 

  

ủ ─  

─ ה ─ ⁸ ┘∕─  

─ ה ─ ╩ ╖╕∆⁹  

─ ה ─ ⁸ ה ─ ה ⁸ ⇔  

 

不正、不当な行為に対する処分                      

⌐⅔™≡⁸ ─╟℮⌂ ⁸ ⌂ ⅜ ↕╣√ │⁸ ─ ⇔╛ ╩

⇔√ ⁸ ─ ╩ ∫≡™√∞ↄ↓≤⅜№╡╕∆⁹⌂⅔⁸ ⅜№∫√ │⁸ ⌐

≠ↄ ⅜ ↕╣╢≤≤╙⌐⁸ ╩ ה ∆╢↓≤⅜№╡╕∆─≢⁸ ─ ⌐

∫√ ⌂ ╩ ∫≡ↄ∞↕™⁹ 

 

ủ ⌂≥ 

─ ה    ─ ┼─  

─ ה    │ ⌐ ∆╢  

│ ה ─ ⌐ ∆╢  

√╣╠╘ ה ⌂ ─ ╩∑∏ │ ─ ╩⇔√╙─ 

 

ủ  

─⧵╡ ה ─ ⌐╟╡ ─ ╩ ↑⁸ │ ─ ⇔ↄ│

╩ ↑√ │⁸ ─ ⇔ↄ│ ─ ⌐ ⇔⁸ │↓╣╩ ∆╢⁹ 
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【参考】「ものづくり高度化法」について 

 

 ₈ ─╙─≠ↄ╡ ─ ⌐ ∆╢ ₉≤│⁸ ⅜ ─ ─

┘ √⌂ ─ ╩ ╢√╘⁸ ⅜ ℮╙─≠ↄ╡ ─ ⌐ ↑√

┘∕─ ─ ╩ ∆╢√╘─ ≢∆ ⁹ 

   

 

●特定ものづくり基盤技術の指定 （平成２６年２月１０日） 

 ╦⅜ ─ ─ ⌐ ⌐ ∆╢ ╩ ⅜ ⇔╕∆⁹ 

 

 

 

情報処理に係る技術

ＩＴ（Information Technology）（情報技術）を活用することで製品や製造プロセスの機能や制
御を実現する情報処理技術。製造プロセスにおける生産性、品質やコスト等の競争力向上にも資
する。

精密加工に係る技術

金属等の材料に対して機械加工・塑性加工等を施すことで精密な形状を生成する精密加工技術。
製品や製品を構成する部品を直接加工するほか、部品を所定の形状に加工するための精密な工具
や金型を製造する際にも利用される。

製造環境に係る技術

製造・流通等の現場の環境（温度、湿度、圧力、清浄度等）を制御・調整するものづくり環境調
整技術。

接合・実装に係る技術

相変化、化学変化、塑性・弾性変形等により多様な素材・部品を接合・実装することで、力学特
性、電気特性、光学特性、熱伝達特性、耐環境特性等の機能を顕現する接合・実装技術。

立体造形に係る技術

デザインの自由度が高い等、任意の立体形状を造形する立体造形技術。（ただし２精密加工に係
る技術に含まれるものを除く。）

表面処理に係る技術

バルク（単独組織の部素材）では持ち得ない機能性を基材に付加するための機能性界面・被覆膜
形成技術。

機械制御に係る技術

力学的な動きを司る機構により動的特性を制御する動的機構技術。動力利用の効率化や位置決め
精度・速度の向上、振動・騒音の抑制等を達成するために利用される。

複合・新機能材料に係る技術

部素材の生成等に際し、新たな原材料の開発、特性の異なる複数の原材料の組合せ等により、強
度、剛性、耐摩耗性、耐食性、軽量等の物理特性や耐熱性、電気特性、化学特性等の特性を向上
する又は従来にない新しい機能を顕現する複合・新機能材料技術。

材料製造プロセスに係る技術

目的物である化学素材、金属・セラミックス素材、繊維素材及びそれらの複合素材の収量効率化
や品質劣化回避による素材の品質向上、環境負荷・エネルギー消費の低減等のために、反応条件
の制御、不要物の分解・除去、断熱等による熱効率の向上等を達成する材料製造プロセス技術。

バイオに係る技術

微生物を含む多様な生物の持つ機能を解明・高度化することにより、医薬品、エネルギー、食
品、化学品等の製造、それらの評価・解析等の効率化及び高性能化を実現するバイオ技術。

測定計測に係る技術

適切な測定計測や信頼性の高い検査・評価等を実現するため、ニーズに応じたデータを取得する
測定計測技術。
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